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2024 年 6 月 27 日 一部改正 
2024 年 1 月 30 日 技術委員会 審議 
2024 年 5 月 31 日 国土交通大臣 認可 

 

ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置 

改正対象 
鋼船規則 C 編及び CS 編 
鋼船規則検査要領 B 編及び CS 編 

改正理由 
IACS 統一規則(UR)S21 及び S21A には，ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉

鎖装置に関する要件が規定されている。UR S21 は，主にばら積貨物船のハッチカ

バーを対象としている一方，UR S21A は，UR S21 適用対象外の船舶のハッチカバ

ーについて規定している。 
 
これらの統一規則では，座屈評価手法等の一部の要件が異なっていたことから，

IACS は，座屈要件の統一を行うと共に，座屈以外の要件についても，全体的な見

直しを行い，船種特有の要件を残しつつも可能な限り UR S21 及び S21A の調和作

業を行って，2023 年 2 月に UR S21(Rev.6)として採択した。 
 
今般，IACS 統一規則 S21(Rev.6)に基づき，関連規定を改める。 

改正内容 
(1) C 編 2 編のハッチカバーに関する要件を削除する。 
(2) UR S21A 適用船をタイプ 1 船舶，UR S21 適用船をタイプ 2 船舶と定義し，タ

イプによらない共通要件及びタイプごとの要件の両方を C 編 1 編に規定する。 
(3) U 型防撓材を有するハッチカバーについて，有限要素解析におけるモデル作成

及び座屈評価に関する要件を規定する。 
(4) ハッチカバーの主要支持部材のウェブに開口を有する場合の座屈評価に関す

る要件を規定する。 
(5) C 編 1 編 14 章に規定する骨組構造解析に関する要件を削除する。 

施行及び適用 
2024 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる船舶（全面改正される前の C 編適用船

も含む）に適用 
 
 

ID: DH23-07 
規則の節･条タイトルの末尾に付けられた

アスタリスク (*) は，その規則に対応する

要領があることを示しております。 
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鋼船規則C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通要件 

3 章 構造設計の原則 

3.3 ネット寸法手法 

鋼船規則C 編 船体構造及び船体艤装 

1 編 共通要件 

3 章 構造設計の原則 

3.3 ネット寸法手法 

UR S21 7.1 

 
 
 

表3.3.4-2. ハッチカバー及びハッチコーミングの両側の腐食予備厚 

船種 構造様式 𝑡（mm） 

コンテナ運搬船 
自動車運搬船 

ハッチカバー（全般） 1.0 

ハッチコーミング 1.5 

上記以外の船舶 単板構造のハッチカバー 2.0 

二重張構造のハッチ

カバー 
頂板，側板及び底板 1.5 

内部構造部材 1.0 

ハッチコーミング，ハッチコーミングステイ及びハッチコーミ

ングステイに付く防撓材 
1.5 
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表3.3.4-2. ハッチカバー及びハッチコーミングの両側の腐食予備厚 

タイプ 船種 構造様式 𝑡（mm） 

タイプ1船
舶 

下記以外の船舶 

単板構造のハッチカバー 2.0 

二重張構造のハッチカバー 頂板，側板及び底板 1.5 

内部構造部材 1.0 

ハッチコーミング，ハッチコーミングステイ及びハッチ

コーミングに付く防撓材 
1.5 

コンテナ運搬船 
自動車運搬船 

ハッチカバー（全般） 1.0 

ハッチコーミング，ハッチコーミングステイ及びハッチ

コーミングに付く防撓材 
1.5 

タイプ2船
舶 

鉱石運搬船 
鉱石運搬船兼油タンカー 
セルフアンローダ船 
（B編1.3.1(13)（CSRの付

記を有する船舶を除く）及

び(19)に定義する船舶） 

単板構造のハッチカバー 2.0 

二重張構造のハッチカバー 
頂板，側板及び底板 2.0 

内部構造部材 1.5 

ハッチコーミング，ハッチコーミングステイ及びハッチ

コーミングに付く防撓材 
1.5 

（備考） 
(1) 非暴露部のハッチカバー及びハッチコーミング（ハッチコーミングステイ及びハッチコーミングに付く防撓材を含む）については，本会が適当

と認めるところによる。 
(2) タイプ1船舶及びタイプ2船舶の定義は，14.6.1.2による。 

 
 
  



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

4/198 

4 章 荷重 

4.10 艤装において考慮する荷重 

4.10.1 一般 

4.10.1.1 一般 
-1. 14.6 に規定するハッチカバー等の要件において考慮

する荷重は，本4.10によらなければならない。 
-2. 本4.10の規定の適用にあたり，暴露甲板の位置（第 1

位置，第2位置等）は1.4.3.2の規定によらなければならない。 
-3. 鋼製ハッチカバー，鋼製ポンツーンカバー及びハッチ

コーミングの強度評価で考慮する荷重は 4.10.2 によらなけれ

ばならない。 
 
（略） 
 

4 章 荷重 

4.10 艤装において考慮する荷重 

4.10.1 一般 

4.10.1.1 一般 
-1. 14.6 に規定するハッチカバー等の要件において考慮

する荷重は，本4.10によらなければならない。 
-2. 本4.10の規定の適用にあたり，暴露甲板の位置（第 1

位置，第2位置等）は1.4.3.2の規定によらなければならない。 
-3. 鋼製ハッチカバー，鋼製ポンツーンカバー，鋼製の風

雨密ハッチカバー，ハッチビーム及びハッチコーミングの強

度評価で考慮する荷重は4.10.2によらなければならない。 
 
（略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.1.2 定義 
4.10の規定において，使用される用語の定義は，14.6.1.2に

よる。 

（新規） （新規） 
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4.10.2 鋼製ハッチカバー，鋼製ポンツーンカバー及びハ

ッチコーミングの強度評価で考慮する荷重 

4.10.2.1 垂直波浪荷重 
-1. 垂直波浪荷重𝑃ு（kN/m2）は，表4.10.2-1.によらなけ

ればならない。ただし，4.10.2.3及び4.10.2.4に規定する貨物

荷重と同時に考慮する必要はない。 
 
（略） 
 

4.10.2 鋼製ハッチカバー，鋼製ポンツーンカバー，鋼製

の風雨密ハッチカバー，ハッチビーム及びハッチ

コーミングの強度評価で考慮する荷重 

4.10.2.1 垂直波浪荷重 
-1. 垂直波浪荷重𝑃（kN/m2）は，表4.10.2-1.によらなけれ

ばならない。ただし，4.10.2.3及び4.10.2.4に規定する貨物荷

重と同時に考慮する必要はない。 

（略） 
 

UR S21 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表4.10.2-1. 垂直波浪荷重𝑃ு（kN/m2） 

 𝐿  100 𝐿  100 

第1 
位置 

船首部

0.25𝐿間(1) 

9.81
76 ቈ൫4.28𝐿  28൯

𝑥
𝐿

െ 1.71𝐿  95 

B型乾舷船舶の場合， 

9.81 ቊ൫0.0296𝐿ଵ  3.04൯
𝑥
𝐿

െ 0.0222𝐿ଵ  1.22ቋ 

B-60及びB-100型乾舷船舶の場合， 

9.81 ቊ൫0.1452𝐿ଵ െ 8.52൯
𝑥
𝐿

െ 0.1089𝐿ଵ  9.89ቋ 

その他 
9.81
76 ൫1.5𝐿  116൯ 9.81 ൈ 3.5 

第2位置  
9.81
76 ൫1.1𝐿  87.6൯ 9.81 ൈ 2.6 (2) 

（備考） 
𝑥： 𝐿の後端から考慮する鋼製ハッチカバーの長さ中央位置までの距離（m） 
𝐿ଵ： 𝐿（m）。ただし，340 mを超える場合は，340とする。 

(1) 乾舷甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する倉口に対しては，第1位置のその他に対する荷重を用いること。特に大きい乾舷を有する船舶にあ

っては，「乾舷甲板」を「仮想乾舷甲板」と読み替えて差し支えない。 

(2) 第2位置の甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する船楼甲板暴露部の倉口に対しては，9.81 ൈ 2.1（kN/m2）として差し支えない。 

(3) 第1位置及び第2位置以外の暴露部における倉口に対する荷重は，本会が適当と認めるところによる。 
 

UR S21 2.1 
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4.10.2.2 水平波浪荷重 
-1. 水平波浪荷重𝑃（kN/m2）は，次の算式により定まる

値としなければならない。ただし，表 4.10.2-2.により定まる

値未満としてはならない。なお，移動防止用装置を支持する

構造部材を評価する場合を除き，ハッチカバーに対する有限

要素解析による強度評価を行う際に水平波浪荷重を考慮す

る必要は無い。 

𝑃 ൌ 𝑓𝑓 ቂ𝑓𝐶ଵ െ ሺ𝑧 െ 𝑇ௌሻቃ 
𝑓： 表4.10.2-3.による。 

𝑥： 考慮するハッチコーミング又はハッチカバー縁

部材のX座標（m）で，側板ではそれぞれの中央

位置とする。ただし，側板の長さが0.15𝐿を超え

る場合には，0.15 𝐿を超えないようなほぼ等し

い区画に分け，それぞれの区画の中央位置とす

る。 
𝑓： 次の算式による。 

𝑓 ൌ max ൬0.475, 0.3  0.7
𝑏ଵ
𝐵ଵ
൰ 

𝑏ଵ： 考慮している位置におけるハッチ

コーミングの幅（m） 
𝐵ଵ： 考慮している位置における暴露甲

板上で測った船の幅（m） 
𝑓： 次の算式による。 

𝑥 𝐿⁄ ൏ 0.45 の場合，𝑓

ൌ 1.0  ൬
0.45 െ 𝑥/𝐿
𝐶ସ  0.2 ൰

ଶ

 

4.10.2.2 水平波浪荷重 
水平波浪荷重𝑃ு（kN/m2）は，次の算式により定まる値とし

なければならない。ただし，表 4.10.2-2.により定まる値未満

としてはならない。なお，移動防止用装置を支持する構造部

材を評価する場合を除き，ハッチカバーに対する骨組解析及

び有限要素解析による強度評価を行う際に水平波浪荷重を

考慮する必要は無い。 
𝑃ு ൌ 𝑎𝑐ൣ𝑏𝐶ଵ െ ሺ𝑧 െ 𝑇ௌሻ൧ 
𝑎： 表4.10.2-3.による。 
𝑥： 考慮するハッチコーミング又はハッチカバー縁

部材のX座標（m）で，側板ではそれぞれの中央

位置とする。ただし，側板の長さが0.15𝐿を超え

る場合には，0.15 𝐿を超えないようなほぼ等し

い区画に分け，それぞれの区画の中央位置とす

る。 
𝑐： 次の算式による。 

𝑐 ൌ max ൬0.475, 0.3  0.7
𝑏ଵ
𝐵ଵ
൰ 

𝑏ଵ： 考慮している位置におけるハッチ

コーミングの幅（m） 
𝐵ଵ： 考慮している位置における暴露甲

板上で測った船の幅（m） 
𝑏： 次の算式による。 

𝑥 𝐿⁄ ൏ 0.45 の場合，𝑏 ൌ 1.0  ൬
0.45 െ 𝑥/𝐿
𝐶ସ  0.2 ൰

ଶ

 

UR S21 2.2.1 
 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

7/198 

𝑥 𝐿⁄  0.45 の場合，𝑓

ൌ 1.0  1.5 ൬
𝑥/𝐿 െ 0.45
𝐶ସ  0.2 ൰

ଶ

 

𝑧： 考慮する位置のZ座標（m）で，防撓材の寸法を

算定するにあたっては防撓材のスパン中央位

置，周縁部材の板の厚さを算定するにあたって

は板の中央位置とする。 
 

𝑥 𝐿⁄  0.45 の場合，𝑏

ൌ 1.0  1.5 ൬
𝑥/𝐿 െ 0.45
𝐶ସ  0.2 ൰

ଶ

 

𝑧： 考慮する位置のZ座標（m）で，防撓材の寸法を

算定するにあたっては防撓材のスパン中央位

置，周縁部材の板の厚さを算定するにあたって

は板の中央位置とする。 
 

 
表4.10.2-2. 𝑃ுの最小値（kN/m2） 

 
保護されない前端ハッチコーミング及び

前端ハッチカバー縁部材 
その他 

𝐿𝑐 ൏ 250 25 
𝐿
10 12.5 

𝐿
20 

𝐿𝑐  250 50 25 

 
表4.10.2-3. 𝑎𝑓の値 

部材 𝑎𝑓 

保護されない前端ハッチコーミング及び前端ハッチカバー縁部材 20 
𝐿ଷ

12  

表定乾舷よりも標準船楼高さの1層分以上上方に位置する乾舷甲板にある，保護されな

い前端ハッチコーミング及び前端ハッチカバー縁部材 
10 

𝐿ଷ
12  

ハッチサイドコーミング及びハッチカバー縁部側板並びに保護された前端ハッチコー

ミング及び前端ハッチカバー縁部材 
5 

𝐿ଷ
15  

船体中央より後方にある後端ハッチコーミング及び後端ハッチカバー部材 7 
𝐿ଷ
100 െ 8

𝑥
𝐿

 

船体中央より前方にある後端ハッチコーミング及び後端ハッチカバー縁部材 5 
𝐿ଷ
100 െ 4

𝑥
𝐿

 
 

UR S21 2.2.1 
 

-2. タイプ2船舶において，ハッチコーミングの強度評価

で考慮する波浪荷重𝑃は次の(1)又は(2)による。 
(1) 最前端貨物倉の前端ハッチコーミング： 290 

（新規） （新規） 
UR S21 2.2.2 
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kN/m2 
ただし，2-3編11.1の規定に従う船首楼が設置されて

いる場合は，220 kN/m2として差し支えない。 
(2) 前(1)以外のハッチコーミング： 220 kN/m2

 

4.10.2.3 貨物荷重 
ハッチカバー上に積載される貨物による荷重は次の(1)及

び(2)によらなければならない。部分積付状態についても考慮

しなければならない。ただし，コンテナ貨物を積載する場合

の荷重は4.10.2.4によること。 
(1) ロールしていない状態で，ヒーブ及びピッチにより

ハッチカバーに作用する分布荷重𝑃（kN/m2）は，次

の算式により定まる値とする。 
𝑃 ൌ 𝑃ሺ1  𝑎ሻ 
𝑃： 一様に分布する静的貨物荷重

（kN/m2） 
𝑎：上下方向の付加加速度で，次の算式による。 

𝑎 ൌ
0.11𝑚𝑉′
ඥ𝐿

 

𝑚： 次の算式による値 

0  𝑥 𝐿⁄  0.2 の場合，𝑚 ൌ 𝑚

െ 5ሺ𝑚 െ 1ሻ
𝑥
𝐿

 

0.2 ൏ 𝑥 𝐿⁄  0.7 の場合，𝑚 ൌ 1.0 

0.7 ൏ 𝑥 𝐿⁄  1.0 の場合，𝑚

ൌ 1 
𝑚  1

0.3 ൬
𝑥
𝐿

െ 0.7൰ 

𝑚： 次の算式による。 

4.10.2.3 貨物荷重 
ハッチカバー上に積載される貨物による荷重は次の(1)及

び(2)によらなければならない。部分積付状態についても考慮

しなければならない。ただし，コンテナ貨物を積載する場合

の荷重は4.10.2.4によること。  
(1) ロールしていない状態で，ヒーブ及びピッチにより

ハッチカバーに作用する分布荷重𝑃（kN/m2）は，

次の算式により定まる値とする。 
𝑃 ൌ 𝑃ሺ1  𝑎ሻ 
𝑃： 一様に分布する静的貨物荷重（kN/m2） 

 
𝑎：上下方向の付加加速度で，次の算式による。 

𝑎 ൌ
0.11𝑚𝑉′
ඥ𝐿

 

𝑚： 次の算式による値 

0  𝑥 𝐿⁄  0.2 の場合，𝑚 ൌ 𝑚

െ 5ሺ𝑚 െ 1ሻ
𝑥
𝐿

 

0.2 ൏ 𝑥 𝐿⁄  0.7 の場合，𝑚 ൌ 1.0 

0.7 ൏ 𝑥 𝐿⁄  1.0 の場合，𝑚

ൌ 1 
𝑚  1

0.3 ൬
𝑥
𝐿

െ 0.7൰ 

𝑚： 次の算式による。 

UR S21 2.3 
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𝑚 ൌ 1.5 
0.11𝑉′
ඥ𝐿

 

𝑉′： A 編 2.1.8 に定める船の速

力（knot）。ただし，ඥ𝐿未満の場

合はඥ𝐿とする。 
𝑥： 4.10.2.2による。 

(2) ロールしていない状態で，ヒーブ及びピッチにより

ハッチカバーに作用する集中荷重𝑃（kN）は，次の算

式により定まる値とする。 
𝑃 ൌ 𝑃ௌሺ1  𝑎ሻ 
𝑃ௌ： 貨物による静的集中荷重（kN） 

𝑎： 前(1)による。 
 

𝑚 ൌ 1.5 
0.11𝑉′
ඥ𝐿

 

𝑉′： A 編 2.1.8 に定める船の速

力（knot）。ただし，ඥ𝐿未満の場

合はඥ𝐿とする。 
𝑥： 4.10.2.2による。 

(2) ロールしていない状態で，ヒーブ及びピッチにより

ハッチカバーに作用する集中荷重𝐹（kN）は，次

の算式により定まる値とする。 
𝐹 ൌ 𝐹ௌሺ1  𝑎ሻ 
𝐹ௌ： 貨物による静的集中荷重（kN） 

𝑎： 前(1)による。 
 

4.10.2.4 コンテナ貨物荷重 
-1. ハッチカバー上にコンテナを積載する場合について

は，次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) ロールしている状態で，ヒーブ，ピッチ及びロールに

よりコンテナスタック最下部の隅金物に作用する上

下方向支持力𝐴及び𝐵（kN）並びに左右方向の支持

力𝐵（kN）は，次の算式により定まる値とする（図

4.10.2-3.参照）。コンテナ貨物の部分積付状態を考慮

する場合，4.10.2.4-2.による。 

𝐴 ൌ 9.81
𝑀
2
ሺ1  𝑎ሻ ൬0.45 െ 0.42

ℎ
𝑏 ൰ 

𝐵 ൌ 9.81
𝑀
2
ሺ1  𝑎ሻ ൬0.45  0.42

ℎ
𝑏 ൰ 

𝐵 ൌ 2.4𝑀 

4.10.2.4 コンテナ貨物荷重 
-1. ハッチカバー上にコンテナを積載する場合について

は，次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) ロールしている状態で，ヒーブ，ピッチ及びロールに

よりコンテナスタック最下部の隅金物に作用する上

下方向支持力𝐴及び𝐵（kN）並びに左右方向の支持

力𝐵（kN）は，次の算式により定まる値とする（図

4.10.2-3.参照）。コンテナ貨物の部分積付状態を考慮

する場合，4.10.2.4-2.による。 

𝐴 ൌ 9.81
𝑀
2
ሺ1  𝑎ሻ ൬0.45 െ 0.42

ℎ
𝑏 ൰ 

𝐵 ൌ 9.81
𝑀
2
ሺ1  𝑎ሻ ൬0.45  0.42

ℎ
𝑏 ൰ 

𝐵 ൌ 2.4𝑀 

UR S21 2.4.2 
UR S21 2.4.3 
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𝑀： コンテナスタックの最大設計重量（t）で，次の算

式による。 

𝑀 ൌ𝑊 

𝑊： 𝑖番目のコンテナ重量（t） 
𝑎： 4.10.2.3による。 
ℎ： コンテナスタックのハッチカバー頂板からの設

計重心高さ（m）であり，各コンテナの重心を各

コンテナの中心とする場合，次の算式による。 

ℎ ൌ
ሺ𝑧𝑊ሻ
𝑀  

𝑧： ハッチカバー頂板から i 番目のコンテナの

中心までの距離（m） 
𝑏： 固定用金具の中心間の距離（m） 

(2) 前(1)の適用にあたっては次の(a)及び(b)によらなけ

ればならない。 
 
 
 
 
 

(a) 設計に用いた𝐴及び𝐵の値は，提出用承認図面

に記載すること。 
(b) 貨物固縛の計算に使用するコンテナスタック最

下部の隅金物に作用する支持力の値は，原則と

して，前(1)により求めた値以下とすること。 
(3) ロールしていない状態で，ヒーブ及びピッチにより

コンテナスタック最下部の隅金物に作用する集中荷

重𝑃௦௧（kN）は，次の算式により定まる値とする。 

𝑀： コンテナスタックの合計重量（t）で，次の算式に

よる。 

𝑀 ൌ𝑊 

𝑊： 𝑖番目のコンテナ重量（t） 
𝑎： 4.10.2.3による。 
ℎ： コンテナスタックのハッチカバー頂板からの設

計重心高さ（m）であり，各コンテナの重心を各

コンテナの中心とする場合，次の算式による。 

ℎ ൌ
ሺ𝑧𝑊ሻ
𝑀  

𝑧： ハッチカバー頂板から i 番目のコンテナの

中心までの距離（m） 
𝑏： 固定用金具の中心間の距離（m） 

(2) 前(1)の適用にあたっては次の(a)から(c)によらなけれ

ばならない。 
(a) 14.6.6.1 に規定する骨組構造解析によりハッチカ

バーの強度評価を行う場合には，ℎ及び𝑧はハ

ッチカバー頂板からではなくハッチカバーの支

持部材から測ること。本解析においては𝐵を考

慮する必要は無い。 
(b) 設計に用いた𝐴及び𝐵の値は，提出用承認図面

に記載すること。 
(c) 貨物固縛の計算に使用するコンテナスタック最

下部の隅金物に作用する支持力の値は，原則と

して，前(1)により求めた値以下とすること。 
(3) ロールしていない状態で，ヒーブ，ピッチ及びロール

によりコンテナスタック最下部の隅金物に作用する

集中荷重𝑃௦௧（kN）は，次の算式により定まる値と

する。 
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𝑃௦௧ ൌ 9.81
𝑀
4
ሺ1  𝑎ሻ 

𝑎：4.10.2.3による。 
𝑀： 前(1)による。 

 

𝑃௦௧ ൌ 9.81
𝑀
4
ሺ1  𝑎ሻ 

𝑎：4.10.2.3による。 
𝑀： 前(1)による。 
 

4.10.5 ハッチカバーの支持部材，移動防止用装置の強度

評価で考慮する荷重 

4.10.5.1 移動防止用の締付装置の強度評価で考慮する水

平荷重 
移動防止用装置の強度評価で考慮する水平荷重は，次の(1)

及び(2)のうち大きい方の値を考慮しなければならない。 
(1) 移動防止用の締付装置を設ける場合，締付装置の設

計は次の算式による水平方向の力𝐹（kN）を考慮す

ること。なお，縦方向の加速度𝑎（m/s2）及び横方向

の加速度𝑎（m/s2）を同時に考慮する必要は無い。 
𝐹 ൌ 𝑚𝑎 
𝑚： ハッチカバー及びハッチカバー上に積載される

貨物の質量の合計（t） 
𝑎： 加速度（m/s2）で，次の算式による値。 

縦方向の場合：𝑎 ൌ 0.2𝑔 
横方向の場合：𝑎 ൌ 0.5𝑔 

(2) 4.10.2.2に規定する𝑃 

4.10.5 ハッチカバーの支持部材，移動防止用装置及び支

持構造の強度評価で考慮する荷重 

4.10.5.1 移動防止用の締付装置の強度評価で考慮する水

平荷重 
移動防止用装置の強度評価で考慮する水平荷重は，次の(1)

及び(2)のうち大きい方の値を考慮しなければならない。 
(1) 移動防止用の締付装置を設ける場合，締付装置の設

計は次の算式による水平方向の力𝐹（kN）を考慮す

ること。なお，縦方向の加速度𝑎（m/s2）及び横方向

の加速度𝑎（m/s2）を同時に考慮する必要は無い。 
𝐹 ൌ 𝑚𝑎 
𝑚： ハッチカバー及びハッチカバー上に積載される

貨物の質量の合計（t） 
𝑎： 加速度（m/s2）で，次の算式による値。 

縦方向の場合：𝑎 ൌ 0.2𝑔 
横方向の場合：𝑎 ൌ 0.5𝑔 

(2) 4.10.2.2に規定する𝑃ு 

UR S21 6.2.1 
 

4.10.5.2 ハッチカバーの支持部材に作用する荷重 
ハッチカバーの支持部材に作用する荷重については，次の

(1)から(3)によらなければならない。 
(1) ハッチカバーの支持部材に作用する公称表面圧力

4.10.5.2 ハッチカバーの支持部材に作用する荷重 
ハッチカバーの支持部材に作用する荷重については，次の

(1)から(3)によらなければならない。 
(1) ハッチカバーの支持部材に作用する公称表面圧力

UR S21 6.2.2 
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𝑃 ௫（N/mm2）は，次の算式による値を超えないこ

と。 
𝑃 ௫ ൌ 𝑑𝑃： 一般 

𝑃 ௫ ൌ 3𝑃： 相対変位のないメタルタッチ構造

の場合 
𝑑： 次の算式により求まる値。ただし，3を超える場

合は3とする。また，積付状態により，次の値以

上とする。 
𝑑 ൌ maxሺ3.75 െ 0.015𝐿 ,𝑑୫୧୬ሻ 
𝑑୫୧୬ ൌ 1.0： 一般 
𝑑୫୧୬ ൌ 2.0： 部分積付状態の場合 

𝑃： 表4.10.5-1.による。 

𝑝 ୫ୟ୶（N/mm2）は，次の算式による値を超えないこ

と。 
𝑝 ୫ୟ୶ ൌ 𝑑𝑝： 一般 

𝑝 ୫ୟ୶ ൌ 3𝑝： 相対変位のないメタルタッチ構造

の場合 
𝑑： 次の算式により求まる値。ただし，3を超える場

合は3とする。また，積付状態により，次の値以

上とする。 
𝑑 ൌ maxሺ3.75 െ 0.015𝐿 ,𝑑୫୧୬ሻ 
𝑑୫୧୬ ൌ 1.0： 一般 
𝑑୫୧୬ ൌ 2.0： 部分積付状態の場合 

𝑝： 表4.10.5-1.による。 

(2) ハッチカバー支持部材の材料を製造するメーカー

が，静的荷重及び動的荷重による最大応力に対して

材料が十分な強度を有することを確認した場合，前

(1)に規定する𝑃 ௫を緩和して差し支えない。なお，

計算に用いる垂直荷重及びハッチカバーと支持部材

の水平方向の相対運動により生じる応力の長期分布

は，本会の適当と認めるものとすること。 

(2) ハッチカバー支持部材の材料を製造するメーカー

が，静的荷重及び動的荷重による最大応力に対して

材料が十分な強度を有することを確認した場合，前

(1)に規定する𝑝 ୫ୟ୶を軽減して差し支えない。なお，

計算に用いる垂直荷重及びハッチカバーと支持部材

の水平方向の相対運動により生じる応力の長期分布

は，本会の適当と認めるものとすること。 

UR S21 6.2.2 
 

(3) 移動防止用装置の配置にかかわらず，支持部材は次

の算式により定まる水平方向の力𝑃を縦方向及び横

方向に伝達することができるものとしなければなら

ない。 

𝑃 ൌ 𝜇
𝑃
√𝑑

 

𝑃： 当該部材に作用する上下方向の支持力 

𝜇： 摩擦係数で，通常0.5とする。ただし，非金属又

(3) 移動防止用装置の配置に関わらず，支持部材は次の

算式による水平方向の力𝑝を縦方向及び横方向に伝

達することができるものとしなければならない。 
 

𝑝 ൌ 𝜇
𝑝௩
√𝑑

 

𝑝௩： 当該部材に作用する上下方向の支持力 

𝜇： 摩擦係数で，通常0.5とする。ただし，非金属又

UR S21 6.2.2 
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は低摩擦材料を使用する場合の摩擦係数は，本

会が適当と認める値として差し支えない。ただ

し，いかなる場合も0.35未満としてはならない。 
𝑑： 前(1)による。 

は低摩擦材料を使用する場合の摩擦係数は，本

会が適当と認める値として差し支えない。ただ

し，いかなる場合も0.35未満としてはならない。 
𝑑： 前(1)による。 
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表4.10.5-1. 許容公称表面圧力 𝑝𝑃 

材料 
𝑝𝑃 

上下方向 水平方向 

船体用圧延鋼材 25 40 
硬化鋼材 35 50 
低摩擦材料 50 - 

 

UR S21 Tab.7 
 

4.10.6 移動防止装置の強度評価で考慮する波浪荷重 
タイプ2船舶において，移動防止装置の強度評価で考慮す

る設計波浪荷重𝑃௦௧は，次の(1)又は(2)による。 
(1) 最前端貨物倉のハッチカバーに対する移動防止装置 

(a) ハッチカバー前端に働く船長方向の圧力：

 230 kN/m2 
ただし，2-3編11.1の規定に従う船首楼が設置さ

れている場合は，175 kN/m2として差し支えない。 
(b) 船幅方向の圧力： 175 kN/m2 

(2) 前(1)以外のハッチカバーに対する移動防止装置 
ハッチカバー前端に働く船長方向の圧力及び船幅方

向の圧力： 175 kN/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） （新規） 
UR S21 6.2.3 
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14章 艤装 

14.6 ハッチカバー 

14.6.1 適用 

14.6.1.1 一般 
-1. 暴露部に設ける貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖

装置は，14.6 の規定によるものと同等以上の効力を有するも

のでなければならない。 
-2. 荷重条件又は構造様式が本 14.6 の各規定によらない

場合には，本会が適当と認める計算方法によらなければなら

ない。 
-3. 非暴露部のハッチカバー及びハッチコーミング並び

に漁船のハッチカバー及びハッチコーミングについては，本

会が適当と認めるところによる。 

14章 艤装 

14.6 ハッチカバー 

14.6.1 適用 

14.6.1.1 一般 
-1. 貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖装置は，14.6の規

定によるものと同等以上の効力を有するものでなければな

らない。 
-2. 荷重条件又は構造様式が本 14.6 の各規定によらない

場合には，本会が適当と認める計算方法によらなければなら

ない。 
（新規） 

UR S21 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新規） 

14.6.1.2 定義 
14.6の規定において，使用される用語の定義は，次のとお

りとする。 
(1) タイプ 1 船舶とは，次(2)で規定する船種以外の船舶

とする。 
(2) タイプ2船舶とは，B編1.3.1(13)に定義する鉱石運搬

船及び鉱石運搬船兼油タンカー（CSR の付記を有す

る船舶を除く）並びに B 編 1.3.1(19)に定義するセル

フアンローダ船とする。 
 

（新規） （新規） 
UR S21 1.1 
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14.6.2 一般規定 

14.6.2.1 一般 
-1. 鋼製ハッチカバー及び鋼製ポンツーンハッチカバー

を形成する桁部材及び防撓材は，その全幅及び全長にわたり

連続的に取付けなければならない。不連続となる場合は，十

分な荷重伝達ができるよう適切に配置し，かつ端部をスニッ

プ固着してはならない。 
-2. 防撓材に平行な桁部材の心距は，桁部材の全長の 1/3

を超えてはならない。ただし，有限要素法解析による強度計

算を行う場合はこの限りではない。 
-3. ハッチコーミングの防撓材は，その全幅，全長にわた

り，可能な限り連続的に取付けなければならない。 
-4. ヘリコプタ甲板を兼ねるハッチカバーにあっては，

10.4.6の規定によらなければならない。 

14.6.2 一般規定 

14.6.2.1 一般 
-1. 鋼製ハッチカバー及び鋼製ポンツーンハッチカバー

を形成する桁部材及び二次防撓材は，その全幅及び全長にわ

たり連続的に取付けなければならない。不連続となる場合

は，十分な荷重伝達ができるよう適切に配置し，かつ端部を

スニップ固着してはならない。 
-2. 二次防撓材に平行な桁部材の心距は，桁部材の全長の

1/3を超えてはならない。ただし，有限要素法解析による強度

計算を行う場合はこの限りではない。 
-3. ハッチコーミングの二次防撓材は，その全幅，全長に

わたり連続的に取付けなければならない。 
-4. ヘリコプタ甲板を兼ねるハッチカバーにあっては，

10.4.6の規定によらなければならない。 

UR S21 1.4 
 

14.6.3 ネット寸法手法 

14.6.3.1 適用 
（略） 
-4. 有限要素法解析により強度評価を行う場合のモデル

は，ネット寸法としなければならない。 

14.6.3 ネット寸法手法 

14.6.3.1 適用 
（略） 
-4. 骨組解析及び有限要素法解析により強度評価を行う

場合のモデルは，ネット寸法としなければならない。 

UR S21 1.5 
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14.6.5 鋼製ハッチカバーの強度基準 

14.6.5.1 許容応力及び撓み制限 
-1. すべてのハッチカバーの構造部材は，次の基準を満足

しなければならない。 
シェル要素の場合，原則として 𝜎௩  𝜎a 

ロッド又はビーム要素の場合，原則として 
𝜎௫  𝜎a 

𝜎a： 許容応力で，表14.6.5-1.による。 
𝜎௩： ミーゼス応力（N/mm2）で，次による。 

𝜎௩ ൌ ඥ𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏௫௬ଶ   

𝜎௫： ロッド又はビーム要素の軸応力（N/mm2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝜎௫： x軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜎௬： y軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜏௫௬： x-y平面のせん断応力（N/mm2） 

𝑥，𝑦： 考慮する部材要素の平面における二次元直

交座標系でのそれぞれの座標軸 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2）。ただし，

降伏点が 355 N/mm2 を超える材料を使用する場

14.6.5 鋼製ハッチカバーの強度基準 

14.6.5.1 許容応力及び撓み制限 
-1. 鋼製ハッチカバーの等価応力𝜎ா（N/mm2）は次の(1)及

び(2)による基準を満足しなければならない。 
(1) 骨組構造解析により強度を検討する場合 

𝜎ா ൌ ඥ𝜎ଶ  3𝜏ଶ  0.8𝜎ி 
𝜎： 直応力（N/mm2） 
𝜏： せん断応力（N/mm2） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2）。ただし，

降伏点が355 N/mm2を超える材料を使用する場合に

ついては，本会の適当と認める値とする。 
(2) 有限要素法解析により強度を検討する場合 

シェル要素又は平面ひずみ要素による場合は，応力

は考慮する要素中心での値とする。 
4.10.2.1に規定する設計荷重を用いて検討する場合： 

𝜎ா ൌ ට𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏ଶ  0.8𝜎ி 

上記以外の設計荷重を用いて検討する場合： 

𝜎ா ൌ ට𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏ଶ  0.9𝜎ி 

𝜎௫： x軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜎௬： y軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜏： せん断応力（N/mm2） 
𝑥，𝑦： 考慮する部材要素の平面における二次元直

交座標系でのそれぞれの座標軸 
𝜎ி： 前(1)の規定による。 
 

 

UR S21 3.1.1 
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合については，本会の適当と認める値とする。  
 

 
表14.6.5-1. 許容応力 

ハッチカバーの種類 考慮する荷重 𝜎（N/mm2） 

ハッチカバー構造 

4.10.2.1に規定する垂直波浪荷重 0.80𝜎 

4.10.2.2から4.10.2.5に規定する 
その他の荷重 

静的及び動的荷重組合せ状態の場合：0.90𝜎  

静的荷重状態の場合：0.72𝜎 
 

UR S21 3.1.1 
 

-2. 鋼製ポンツーンハッチカバー及びハッチビームの等

価応力は𝜎௩（N/mm2）は，0.68𝜎を超えてはならない。ただ

し，𝜎は，前-1.の規定による。 

-2. 鋼製ポンツーンハッチカバー及びハッチビームの等

価応力は𝜎ா（N/mm2）は，0.68𝜎ிを超えてはならない。ただ

し，𝜎ிは，前-1.の規定による。 

LL 条 約 AnnexⅠ 
ChapterⅡ Reg.15(4)(6) 

-3. 非対称な面材が付くハッチカバーの桁部材において，

有限要素法解析により強度を検討する場合，次の(1)又は(2)に
より等価応力𝜎௩（N/mm2）を求めなければならない。 

(1) 詳細メッシュ要素による検討 
(2) 考慮する要素の中心における応力の値又は端部にお

ける応力の値のうち，いずれか大きい方の値による

検討 
（略） 

-3. 非対称な面材が付くハッチカバーの桁部材において，

有限要素法解析により強度を検討する場合，次の(1)又は(2)に
より等価応力𝜎ா（N/mm2）を求めなければならない。 

(1) 詳細メッシュ要素による検討 
(2) 考慮する要素の中心における応力の値又は端部にお

ける応力の値のうち，いずれか大きい方の値による

検討 
（略） 

UR S21 3.1.1 
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14.6.5.2 鋼製ハッチカバーの板のネット板厚 
-1. 鋼製ハッチカバーの頂板のネット板厚𝑡௧は，次の算

式により求まる値以上としなければならない。ただし，防撓

材の心距の 1%又は 6 mm いずれか大きい方の値以上としな

ければならない。 

𝑡௧ ൌ 0.0158𝐹𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
（mm） 

𝐹： 係数で次による。 
1.9  𝜎 𝜎⁄ （桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ 
0.8の場合） 
1.5（桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ ൏ 0.8の場

合） 
𝜎： 桁部材の付く鋼板に生じる直応力の最大値

（N/mm2）（図14.6.5-1.参照） 
𝜎： 許容応力（N/mm2）で，表14.6.5-1.による。 

 
 

𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃： 設計荷重（kN/m2）で，4.10.2.1 及び 4.10.2.3-1.(1)

の規定による。 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 
 

（略） 

14.6.5.2 鋼製ハッチカバーの頂板のネット板厚 
-1. 鋼製ハッチカバーの頂板のネット板厚𝑡௧は，次の算

式により求まる値以上としなければならない。ただし，二次

防撓材の心距の 1%又は 6 mm いずれか大きい方の値以上と

しなければならない。 

𝑡௧ ൌ 15.8𝐹𝑆ඨ
𝑃ு

0.95𝜎ி
（mm） 

𝐹： 係数で次による。 
1.9  𝜎 𝜎⁄ （桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ 
0.8の場合） 
1.5（桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ ൏ 0.8の場

合） 
𝜎： 桁部材の付く鋼板に生じる直応力の最大値

（N/mm2）（図14.6.5-1.参照） 
𝜎： 許容応力（N/mm2）で，次の算式による。 

𝜎 ൌ 0.8𝜎ி 

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃ு： 設計荷重（kN/m2）で，4.10.2.1及び4.10.2.3-

1.(1)の規定による。 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 
 

（略） 

UR S21 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-5. せん断座屈を引き起こす可能性のある貨物をハッチ

カバーに積載する場合，二重張り構造の鋼製ハッチカバーの

底板のネット板厚𝑡௧（mm）は，次の算式による値以上とし

なければならない。ここで，せん断座屈を引き起こす可能性

-5. せん断座屈を引き起こす可能性のある貨物をハッチ

カバーに積載する場合，二重張り構造の鋼製ハッチカバーの

底板のネット板厚𝑡௧（mm）は，次の算式による値以上とし

なければならない。ここで，せん断座屈を引き起こす可能性

UR S21 3.2.2 
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のある貨物とは，ハッチカバーに均等に荷重が分布する貨物

（材木，パイプ，スチールコイル）ではなく，ハッチカバー

に不均等に荷重が分布する特に大きな貨物（クレーン，風力

発電設備の部品，タービン等）をいう。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑠： 前-1.による。 

のある貨物とは，ハッチカバーに均等に荷重が分布する貨物

（材木，パイプ，スチールコイル）ではなく，ハッチカバー

に不均等に荷重が分布する特に大きな貨物（クレーン，風力

発電設備の部品，タービン等）をいう。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑆 
𝑆： 前-1.による。 

14.6.5.3 鋼製ハッチカバーの防撓材 
-1. 鋼製ハッチカバーの防撓材のネット断面係数𝑍𝑛𝑒𝑡は，

次の算式により定まる値以上としなければならない。なお，

ネット断面係数の算定は，防撓される板の幅を防撓材心距の

値として算定しなければならない。 

𝑍௧ ൌ
𝑃𝑠ℓଶ

𝑓𝜎
（cm3

） 

 
 
 
 
 
ℓ： 防撓材の支点間距離（m）で，桁部材とそれに隣

接する桁部材又は端部支持材との距離とする。す

べての防撓材の両端に肘板が取付けられる場合

は，最も小さい肘板の腕の長さの 2/3 減じて差し

支えない。ただし，減じる量は，減じる前の支点

間距離の10%未満としなければならない。 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃： 鋼製ハッチカバーに作用する一様分布荷重

（kN/m2）で，14.6.5.2-1の規定による。 
𝜎： 許容応力で，表14.6.5-1.による。 

14.6.5.3 鋼製ハッチカバーの二次防撓材 
-1. 鋼製ハッチカバーの二次防撓材のネット断面係数

𝑍𝑛𝑒𝑡は，次の算式により定まる値以上としなければならない。

なお，ネット断面係数の算定は，防撓される板の幅を二次防

撓材心距の値として算定しなければならない。 
4.10.2.1の規定による設計荷重を考慮する場合 

𝑍𝑛𝑒𝑡 ൌ
104𝑆𝑃𝐻𝐶ℓ

2

𝜎𝐹
（cm3

） 

4.10.2.3-1.(1)の規定による設計荷重を考慮する場合 

𝑍𝑛𝑒𝑡 ൌ
93𝑆𝑃𝐻𝐶ℓ

2

𝜎𝐹
（cm3

） 

ℓ： 二次防撓材の支点間距離（m）で，桁部材とそれ

に隣接する桁部材又は端部支持材との距離とす

る。 
 
 
 
 

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃ு： 鋼製ハッチカバーに作用する一様分布荷重

（kN/m2）で，14.6.5.2-1の規定による。 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

 

UR S21 3.3 
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𝑓：防撓材の端部の支持条件に関する係数で，次によ

る。 
両端固定：12 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

8 
-2. 鋼製ハッチカバーの防撓材ウェブのネット断面積

𝐴𝑛𝑒𝑡は，次の算式により定まる値以上としなければならない。 

𝐴௧ ൌ
8.7𝑃𝑠ℓ
𝜎

10ିଷ（cmଶ） 

ℓ，𝑠及び𝑃：前-1.による。 

-2. 鋼製ハッチカバーの二次防撓材ウェブのネット断面

積𝐴𝑛𝑒𝑡は，次の算式により定まる値以上としなければならな

い。 
4.10.2.1の規定による設計荷重を考慮する場合 

𝐴𝑛𝑒𝑡 ൌ
10.8𝑆𝑃𝐻𝐶ℓ

𝜎𝐹
（𝑐𝑚2） 

4.10.2.3-1.(1)の規定による設計荷重を考慮する場合 

𝐴௧ ൌ
9.6𝑆𝑃ுℓ

𝜎ி
（𝑐𝑚ଶ） 

ℓ，𝑆及び𝑃ு： 前-1.による。 

UR S21 3.3 
 

（削除） -3. 平鋼の二次防撓材及び座屈防止用防撓材は，次の算式

を満足しなければならない。 

ℎ
𝑡ௐ,௧

 15√𝑘 

ℎ： 防撓材の高さ（mm） 
𝑡ௐ,௧： 防撓材のネット板厚（mm） 

𝑘 ൌ 235 𝜎ி⁄  
𝜎ி：  前-1.による 

（削除） 
UR S21 3.3 

-3. 桁部材に平行な防撓材は，桁部材との交差部で連続と

しなければならない。この場合，桁部材の断面性能の算出に

当該防撓材を考慮して差し支えない。 

-4. 桁部材に平行で，14.6.5.5-2.の規定による桁部材に取

付けられる板の有効幅の間に含まれる二次防撓材は，桁部材

との交差部で連続としなければならない。この場合，桁部材

の断面性能の算出に当該二次防撓材を考慮して差し支えな

い。 

UR S21 3.3 
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-4. 桁部材の曲げ及び面外荷重により防撓材に作用する

合応力は，14.6.5.1-1.の基準を満足しなければならない。 
-5. 桁部材の曲げ及び面外荷重により二次防撓材に作用

する合応力は，14.6.5.1-1.の基準を満足しなければならない。 
UR S21 3.3 

-5. 圧縮応力が作用する防撓材は，14.6.5.6 の規定を満足

しなければならない。 
-6. 圧縮応力が作用する二次防撓材は，14.6.5.6-3.の規定

を満足しなければならない。 
UR S21 3.3 

-6. 二重張り構造の鋼製ハッチカバーの底板の防撓材は，

面外荷重がない場合，前-1.及び前-2.の規定を適用しなくても

差し支えない。また，強度部材として考慮しない場合，底板

の防撓材に本14.6.5の規定を適用しなくても差し支えない。 

-7. 二重張り構造の鋼製ハッチカバーの底板の二次防撓

材は，前-1.及び前-2.の規定を適用しなくても差し支えない。 
UR S21 3.3 

-7. U 型防撓材を除く防撓材のウェブのネット板厚は，4 
mm以上としなければならない。 

-8. U 型防撓材を除く二次防撓材のウェブのネット板厚

は，4 mm以上としなければならない。 
UR S21 3.3 

（削除） -9. U型防撓材を除く二次防撓材は，片側溶接で固着して

はならない。 
（削除） 

（削除） -10. 二重張り構造の鋼製ハッチカバーの底板を強度部材

として考慮しない場合，底板の二次防撓材に本14.6.5の規定

を適用しなくても差し支えない。 

（削除） 
UR S21 3.3 

14.6.5.4 鋼製ハッチカバーの桁部材 
-1. 鋼製ハッチカバーの桁部材の寸法は，当該部材に作用

する応力が 14.6.5.1-1.に規定する基準を満足するよう 14.6.5.5
の規定により定めなければならない。 

14.6.5.4 鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビーム 
-1. 鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビームの寸法

は，当該部材に作用する応力が14.6.5.1-1.に規定する基準を満

足するよう14.6.5.5の規定により定めなければならない。 

UR S21 3.4.1 
 

（削除） -2. 断面形状が変化する鋼製ハッチカバーの桁部材及び

ハッチビームの寸法は，次の算式による値以上としなければ

ならない。ただし，鋼製ハッチカバーの板部材の場合，𝑆及び

ℓをそれぞれ𝑏及び𝑆に読み替えて適用する。 
ハッチビーム又は桁部材の中央におけるネット断面係数

（cm3） 
𝑍௧ ൌ 𝑍௧_௦ 
𝑍௧ ൌ 𝑘ଵ𝑍௧_௦ 

ハッチビーム又は桁部材の中央におけるネット断面二次

（削除） 
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モーメント（cm4） 
𝐼௧ ൌ 𝐼௧_௦ 
𝐼௧ ൌ 𝑘ଶ𝐼௧_௦ 
𝑍௧_௦： 前-1.の規定を満足するネット断面

係数（cm3） 
𝐼௧_௦： 前-1.の規定を満足するネット断面二次モー

メント（cm4） 
𝑆： 考慮しているハッチビーム又は桁部材の心距

（m） 
ℓ： 考慮しているハッチビーム又は桁部材の長さ

（m） 
𝑏： 鋼製ハッチカバーの頂板の幅（m） 
𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 係数で，表14.6.5-1.による。 
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表14.6.5-1. 係数 𝑘ଵ及び 𝑘ଶ 

𝑘ଵ 1 
3.2𝛼 െ 𝛾 െ 0.8

7𝛾  0.4  ただし，𝑘ଵが1.0未満の場合は1.0とみなす 

𝛼 ൌ
ℓଵ
ℓ ，𝛽 ൌ

𝐼ଵ
𝐼
，𝛾 ൌ

𝑍ଵ
𝑍

 𝑘ଶ 1  8𝛼ଷ
1 െ 𝛽

0.2  3ඥ𝛽
 

ℓ： ハッチビームの全長（m） 

ℓଵ： ハッチビームの平行部の端部とハッチビーム桁部材の端部との間の長さ（m） 

𝐼： 中央におけるハッチビームの断面二次モーメント（cm4） 

𝐼ଵ： 両端におけるハッチビームの断面二次モーメント（cm4） 

𝑍： 中央におけるハッチビームの断面係数（cm3） 

𝑍ଵ： 両端におけるハッチビームの断面係数（cm3） 

 
 
 

 
 

 

-2. 鋼製ハッチカバーの桁部材の各構造部材は，前-1.に加

え，14.6.5.6の規定も満足しなければならない。 
-3. 鋼製ハッチカバーの桁部材の各構造部材は，前-1.及び

-2.に加え，14.6.5.6の規定も満足しなければならない。 
UR S21 3.4.1 

 

（削除） -4. 桁部材に取付けられる板部材の二軸圧縮応力を考慮

する場合，取付けられる板部材の有効幅は14.6.5.6-3.の規定に

よらなければならない。 

（削除） 
UR S21 3.4.1 

 

-3. 前-1.及び-2.に加え，桁部材のウェブのネット板厚𝑡௧
（mm）は次の算式による値のうち大きい方の値以上としなけ

ればならない。 

-5. 前-1.から-4.に加え，桁部材のウェブのネット板厚𝑡௧
（mm）は次の算式による値のうち大きい方の値以上としな

ければならない。 

UR S21 3.4.1 
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𝑡௧ ൌ 6.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑡௧ ൌ 5 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 

𝑡௧ ൌ 6.5𝑆 
𝑡௧ ൌ 5 
𝑆： 二次防撓材の心距（m） 

-4. 前-1.から-3.に加え，海水暴露する鋼製ハッチカバーの

端部桁部材のネット板厚𝑡௧（mm）は次の算式による値のう

ち大きい方の値以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 0.0158𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
 

𝑡௧ ൌ 8.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑃： 設計波浪荷重（kN/m2）で，4.10.2.2-1.の規定

による。 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

-6. 前-1.から-5.に加え，海水暴露する鋼製ハッチカバーの

端部桁部材のネット板厚𝑡௧（mm）は次の算式による値のう

ち大きい方の値以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 15.8𝑆ඨ
𝑃ு

0.95𝜎ி
 

𝑡௧ ൌ 8.5𝑆 
𝑃ு： 設計波浪荷重（kN/m2）で，4.10.2.2の規定に

よる。 
𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

UR S21 3.4.1 
 

（削除） -7. 鋼製ハッチカバーの端部桁部材の断面二次モーメン

トは，次の算式による値以上とする。 
𝐼 ൌ 6𝑝𝑎ସ（cm4） 
𝑎： 当該鋼製ハッチカバーに設置される締付装置の

うち隣接する締付装置間距離の最大値（m） 
ただし2.5𝑎以上とすること。 
𝑎： maxሺ𝑎ଵ.ଵ, 𝑎ଵ.ଶሻ（m）（図14.6.5-2.参照） 
𝑝： ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。ただし，

5 N/mm未満の場合は5 N/mmとする。 
ハッチカバーの端部桁部材の実際の断面二次モーメ

ントを算出する場合，当該桁部材に付く板部材の有

効幅は次の2つのうち小さい方とする。 
(1) 0.165𝑎 
(2) ハッチカバーの端部桁部材と隣接する桁部材との距

離の半分の長さ 

（削除） 
UR S21 3.4.2 
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図14.6.5-2. 締付装置間距離の取り方 

 
 

（削除） 
 

14.6.5.5 強度計算 
（削除） 
 
 
 
 
 
（削除） 

14.6.5.5 強度計算 
-1. 鋼製ハッチカバーの強度計算は，骨組構造解析又は有

限要素法解析のいずれかにより行って差し支えない。二重張

り構造の鋼製ハッチカバー及びボックスガーダを有する鋼

製ハッチカバーの強度計算は，14.6.5.5-3.に規定する有限要素

法解析によらなければならない。なお，モデル化にあたって

はネット寸法を用いなければならない。 
-2. 骨組構造解析により強度計算を行う場合の有効横断

（削除） 
UR S21 3.5 

 
 
 
 
 
 
（削除） 
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面性能は，次の(1)から(5)によらなければならない。 
(1) 横断面性能は，ℓ 𝑒⁄ の値に応じ，表14.6.5-2.により定

まる取付け板の有効幅𝑒を考慮しなければならな

い。ℓ 𝑒⁄ の値が表の中間にあるときは，補間法により

定める。 
(2) 取付け板の有効幅が片側のみの場合又は非対称の場

合は別途検討しなければならない。 
(3) 板部材の有効断面積は面材の断面積以上としなけれ

ばならない。 
(4) 桁部材に平行な二次防撓材が有効幅内に含まれる場

合，二次防撓材の断面積を含めて差し支えない。（図

14.6.5-3.参照） 
(5) 桁部材に取付けられる板部材に圧縮応力が作用する

場合で，桁部材のウェブに二次防撓材が直交して取

付けられる場合の桁部材に取付けられる板の有効幅

については，14.6.5.6-3.の規定によらなければならな

い。 
表14.6.5-2. 桁部材の板部材の有効幅 𝑒 

ℓ 𝑒⁄  0 1 2 3 4 5 6 7 8以上 

𝑒ଵ 𝑒⁄  0 0.36 0.64 0.82 0.91 0.96 0.98 1.00 1.00 

𝑒ଶ 𝑒⁄  0 0.20 0.37 0.52 0.65 0.75 0.84 0.89 0.90 
（備考） 
𝑒ଵ： 桁部材に等分布荷重が作用する場合又は集中荷重が等間隔で 6 箇所以上に作用する場合

の有効幅 
𝑒ଶ： 桁部材に集中荷重が3箇所以下作用する場合の有効幅 
ℓ： 防撓材の有効長さで，次による。 

両端単純支持の場合：ℓ 
両端固定支持の場合：0.6ℓ 
ℓ： 桁部材の支持点間距離 

𝑒： 桁部材が支持する板の幅で，隣接する支持されない部分の中央間距離とする。 
 

（削除） 
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-1. 鋼製ハッチカバーの強度計算は，次の有限要素法解析

によらなければならない。ただし，本 14.6.5.5 に規定するも

の以外にあっては，8章によること。 
(1) 荷重 

(a) 鋼製ハッチカバーに加わる荷重については，荷

重の種類及び積付状態により 4.10 の規定によ

る。ただし，本会が特に必要と認める場合を除

き，荷重の重ね合わせは行わない。 
(b) 荷役専用車両（停泊中フォークリフト等）による

荷重については，船体運動に伴う動的成分を考

慮する必要はない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよ

うな構造モデルにする。荷重を受ける防撓材，

桁板については構造モデルに含めること。ただ

し，座屈防止用防撓材については省略して差し

支えない。 
(b) モデル化は，腐食予備厚を除いたネット寸法を

用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。ま

た，アスペクト比は3を超えないこと。 
(d) 桁部材のウェブのパネル分割については，深さ

方向に3分割以上とすること。 
(e) 防撓材はシェル要素，平面応力要素又は梁要素

としてモデル化して差し支えない。 
(f) 図 14.6.5-2 に示すような U 型防撓材を設ける

ハッチカバーは，有限要素解析により評価する

こと。 
(g) U型防撓材の形状は，シェル要素又は平面要素

-3. 有限要素法解析の一般規定は次による。 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるような構

造モデルにする。荷重を受ける防撓材，桁板について

は構造モデルに含めること。ただし，座屈防止用防撓

材については省略して差し支えない。 
(2) モデル化は，腐食予備厚を除いたネット寸法を用い

ること。 
(3) 要素サイズは適切に有効幅を考慮できるものでなけ

ればならない。 
(4) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，アス

ペクト比は1:4を超えないこと。 
(5) 桁部材のウェブのパネル分割については，深さ方向

に3分割以上とすること。 
(6) 防撓材はシェル要素，平面応力要素又は梁要素とし

てモデル化して差し支えない。 
（新規） 

UR S21 3.5.1 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新規） 
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により正確にモデル化すること。 
(h) 節点は，U型防撓材のウェブとハッチカバーの

頂板/底板との交点及び U 型防撓材のウェブと

面材との交点に適切に設けること。 
(3) 境界条件 

有限要素モデルには，適用可能な限り，次の境界条件

を適用しなければならない。 
(a) ハッチコーミングのベアリングパッドの境界節

点は，パッドに直角な方向の変位に対して固定

しなければならない。 
(b) ストッパーは，ストッパーによって定められる

変位方向に対して固定しなければならない。 
(c) フォールディングタイプのハッチカバーの場

合，ヒンジを介して接続された節点は，ハッチカ

バーの頂板に対して垂直な方向に同じ並進変位

量としなければならない。 
-2. 前-1.の規定に加えてハッチカバーの上に貨物を積載

する場合の詳細は，次の(1)から(6)によらなければならない。 
(1) ハッチカバーと船体構造の損傷を防止するため，ス

トッパーはハッチカバーと船体構造間の相対運動を

考慮して配置する。 
(2) ハッチカバー及び支持構造は，ハッチカバー上の荷

重に十分耐える構造とする。 
(3) 各ハッチカバー相互の継手部には，ハッチカバー上

に貨物を積載するハッチカバー及び貨物を積載しな

いハッチカバーの上下方向の過度の相対変位を防止

するよう措置を講じる。 
(4) 暴露部及び下層甲板のハッチカバーの上に貨物を積

載する場合，ハッチカバーの構造及び寸法について
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は，14.6の規定によるほか，次によること。 
(a) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用提出図面

に明記する。コンテナを積載する場合は，コンテ

ナの種類及び積付位置も承認用提出図面に明記

する。 
(b) コンテナの隅金具の下部には，桁板ないし防撓

材を設け適当に補強する。 
(5) ハッチカバー上に加わる集中荷重に対する補強部材

の寸法の算出については，本 14.6 に規定する設計貨

物荷重及び許容応力を考慮すること。 
(6) ハッチカバー上に車両を積載する場合の頂板及び防

撓材の寸法は，有限要素解析又は 2-6 編 10.1 の規定

を準用して差し支えない。 
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図14.6.5-2 U型防撓材を設けるハッチカバーの例 

 
 

UR S21 Fig.5 
（新規） 

14.6.5.6 鋼製ハッチカバーの座屈強度 
（削除） 

14.6.5.6 鋼製ハッチカバーの座屈強度 
鋼製ハッチカバーを形成する各構造部材の座屈強度につ

いては，次の(1)から(3)の規定によらなければならない。 
(1) 鋼製ハッチカバー頂板及び底板の各パネルの座屈強

度については，次の基準を満足しなければならない。 

ቆ
|𝜎௫|𝐶௦
𝜅௫𝜎ி

ቇ
భ
 ቆ

ห𝜎௬ห𝐶௦
𝜅௬𝜎ி

ቇ
మ

െ 𝐵 ቆ
𝜎௫𝜎௬𝐶௦ଶ

𝜎ிଶ
ቇ  ቆ

|𝜏|𝐶௦√3
𝜅ఛ𝜎ி

ቇ
య



൬
𝜎௫𝐶௦
𝜅௫𝜎ி

൰
భ
 1.0 

ቆ
𝜎௬𝐶௦
𝜅௬𝜎ி

ቇ
మ
 1.0 

ቆ
|𝜏|𝐶௦√3
𝜅ఛ𝜎ி

ቇ
య

 1.0 

𝜎௫，𝜎௬： x及び y方向の膜応力（N/mm2）。

有限要素解析により応力を求める場合で，算

出されたポアソン効果を含む応力𝜎௫∗及び

（削除） 
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𝜎௬∗がどちらも圧縮応力の場合には，次の算

式により求まる値として差し支えない。 
𝜎௫ ൌ ሺ𝜎௫∗ െ 0.3𝜎௬∗ሻ/0.91 
𝜎௬ ൌ ሺ𝜎௬∗ െ 0.3𝜎௫∗ሻ/0.91 
𝜎௫∗及び𝜎௬∗： ポアソン効果を含む応力。

ただし，次の基準を満足すること。 
𝜎௬∗ ൏ 0.3𝜎௫∗の場合：𝜎௬ ൌ 0及び𝜎௫ ൌ 𝜎௫∗ 
𝜎௫∗ ൏ 0.3𝜎௬∗の場合：𝜎௫ ൌ 0及び𝜎௬ ൌ 𝜎௬∗ 

𝜏： xy平面のせん断応力（N/mm2） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2）。 
圧縮応力及びせん断応力を正とし，引張応力を負と

する。 
𝐶௦： 安全係数で，次による。 

𝐶௦ ൌ 1.25： 4.10.2.1 の規定による設計

荷重を用いて検討する場合 
𝐶௦ ൌ 1.10： 4.10.2.3-3.から-5.の規定に

よる設計荷重を用いて検討する場合 
𝐹ଵ： 修正係数で，パネル端部の長辺上にある防

撓材の境界条件により表14.6.5-3.による。 
𝑒ଵ，𝑒ଶ，𝑒ଷ及び𝐵： 係数で，表14.6.5-4.による。 
𝜅௫，𝜅௬及び𝜅ఛ： 軽減係数で，表14.6.5-5.による。た

だし，次によること。 
𝜎௫  0（引張応力）の場合： 𝜅௫ ൌ 1.0 
𝜎௬  0（引張応力）の場合： 𝜅௬ ൌ 1.0 

𝑎： パネルの長辺の長さ（mm）（x方向） 
𝑏： パネルの短辺の長さ（mm）（y方向） 
𝑛： 部分パネル又は集合パネルの幅方向に含まれる

パネルの数（図14.6.5-3.参照） 
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𝛼： パネルのアスペクト比で，次の算式による。 

𝛼 ൌ
𝑎
𝑏 

𝜆： パネルの細長比で，次の算式による。 

𝜆 ൌ ඨ
𝜎ி
𝐾𝜎

 

𝐾： 座屈係数で，表14.6.5-5.による。 
𝜎： 参照応力（N/mm2）で，次の算式に

よる。 

𝜎 ൌ 0.9𝐸 ൬
𝑡
𝑏൰

ଶ
 

𝐸： 使用する鋼材の弾性係数で，2.06 ൈ
10ହ（N/mm2）とする。 

𝑡： 考慮する部材のネット板厚（mm） 
𝜓： 端部応力比で，次の算式による。 

𝜓 ൌ
𝜎ଶ
𝜎ଵ

 

𝜎ଵ： 最大圧縮応力（N/mm2） 
𝜎ଶ： 最小圧縮応力又は引張応

力（N/mm2） 

(2) 防撓されない桁部材のウェブ及び面材の座屈強度に

ついては，前-1.の規定による。 
(3) 鋼製ハッチカバーを形成する構造部材に含まれる部

分パネル及び集合パネルの座屈強度については，次

の(a)から(e)の規定による。 
(a) 縦通及び横式二次防撓材の座屈強度について

は，(d)及び(e)の規定による。ただし，U 型防撓

材においては，(e)の規定を省略して差し支えな
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い。 
(b) (d)及び(e)により座屈強度評価を行う場合，二次

防撓材及び桁部材のフランジとしての鋼製ハッ

チカバー頂板及び底板の有効幅は，次の i)及び ii)
による。 
i) 二次防撓材に取付けられる板部材の有効幅

𝑎又は𝑏は，次の算式による値として差し

支えない（図14.6.5-3.参照）。ただし，14.6.5.5
により定まる値より大きな値としてはなら

ない。 
縦通防撓材の場合：𝑏 ൌ 𝜅௫𝑏 
横式防撓材の場合：𝑎 ൌ 𝜅௬𝑎 
𝜅௫及び𝜅௬： 表14.6.5-5.による。 
𝑎及び𝑏： 前-1.による。 

ii) 桁部材に取付けられる板部材が防撓される

場合，有効幅𝑒ᇱは，次の i)及び ii)による値

として差し支えない。このとき，𝑎及び𝑏
は𝜓 ൌ 1として算出しなければならない。 
1) 桁部材のウェブに平行に防撓される場

合（図14.6.5-4.参照）。ただし，𝑏  𝑒
の場合は，bをaと読み替える。 

𝑏 ൏ 𝑒 
𝑒ᇱ ൌ 𝑛𝑏 
𝑛： 14.6.5.5 の規定により定まる有効幅𝑒

の間に含まれる防撓材心距𝑏の数で，次

の算式により定まる整数 

𝑛 ൌ int ቀ
𝑒
𝑏 ቁ 

2) 桁部材のウェブに直交に防撓される場



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

35/198 

合（図14.6.5-5.参照）。ただし，𝑎 ൏ 𝑒
の場合は，𝑎を𝑏と読み替える。 

𝑎  𝑒 
𝑒ᇱ ൌ 𝑛𝑎 ൏ 𝑒 

𝑛 ൌ 2.7
𝑒
𝑎  1 

(c) 鋼製ハッチカバーの板部材及び二次防撓材の寸

法の算出で考慮する応力は，次によること。 
i) 通常，桁部材のウェブ及び防撓材それぞれ

に作用する最大応力𝜎௫ሺ𝑦ሻを考慮して算出

すること。 
ii) 桁部材に平行で圧縮応力が作用する心距𝑏

の二次防撓材を考慮する場合，𝜎௫ሺ𝑦 ൌ 𝑏ሻ
が0.25𝜎ிよりも小さい場合には，0.25𝜎ிと
すること。 

iii) 隣接する桁部材間の応力分布は次の算式に

よって差し支えない。 

𝜎௫ሺ𝑦ሻ ൌ 𝜎௫ଵ ቄ1 െ
𝑦
𝑒 ቂ3  𝑐ଵ െ 4𝑐ଶ െ 2

𝑦
𝑒
ሺ1  𝑐ଵ െ 2𝑐ଶሻቃቅ 

𝑐ଵ： 次の算式による。ただし，0  𝑐ଵ 
1とする。 

𝑐ଵ ൌ
𝜎௫ଵ
𝜎௫ଶ

 

𝑐ଶ： 次の算式による。 

𝑐ଶ ൌ
1.5
𝑒
ሺ𝑒ଵ

ᇱᇱ  𝑒ଶ
ᇱᇱሻ െ 0.5 

𝜎௫ଵ及び𝜎௫ଶ： 心距𝑒で隣接する桁部材 1
及び 2 のフランジの位置において

有効幅を含む横断面を考慮して求

まる直応力 
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𝑒ଵ
ᇱᇱ： 考慮する状態に応じて定まる，心距

𝑒の桁部材の有効幅𝑒ଵ又は𝑒ଵ
ᇱ 

𝑒ଶ
ᇱᇱ： 考慮する状態に応じて定まる，心距

𝑒の桁部材の有効幅𝑒ଶ又は𝑒ଶ
ᇱ 

𝑦：  桁部材 1 から考慮する位置までの

距離 
iv) 桁部材のフランジに作用するせん断応力

は，一次分布しているものとして差し支え

ない。 
(d) 二次防撓材の面外座屈については，次の i)から

iii)の規定によらなければならない。 
i) 面外荷重が作用する二次防撓材は，次の基

準を満足しなければならない。 
𝜎  𝜎
𝜎ி

𝐶௦  1 

𝜎： 防撓材の軸方向に一様分布する圧

縮応力（N/mm2）で，次による。 
縦通防撓材の場合： 𝜎 ൌ 𝜎௫ 
横式防撓材の場合： 𝜎 ൌ 𝜎௬ 

𝜎： 防撓材に作用する曲げ応力

（N/mm2）で，次の算式による。 

𝜎 ൌ
𝑀 𝑀ଵ

𝑍௦௧10ଷ  

𝑀： 防撓材の変形𝑤により生じる曲げモーメン

ト（N-mm）で，次の算式による。ただし，

ሺ𝑐 െ 𝑝ሻ  0とする。 

𝑀0 ൌ 𝐹𝐾𝑖
𝑝𝑧𝑤

𝑐𝑓 െ 𝑝𝑍
 

𝑀ଵ： 曲げモーメント（N-mm）で，次に
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よる。 

縦通防撓材の場合：𝑀ଵ ൌ
𝑃𝑏𝑎ଶ

24 ∙ 10ଷ 

横式防撓材の場合：𝑀ଵ ൌ
𝑃ሺ𝑛𝑏ሻଶ

8𝑐ௌ10ଷ ，通常，𝑛 ൌ 1 とする。 

𝑍௦௧： 14.6.5.6-3.に規定する有効幅分の防

撓材の付く板を含む二次防撓材のネット断

面係数（cm3） 
𝑐ௌ： 横式防撓材の境界条件に応じた値で，

次による。 
単純支持の場合： 𝑐ௌ ൌ 1.0 
部分拘束の場合： 𝑐ௌ ൌ 2.0 

𝑃： 面外荷重（kN/m2）で，考慮する状態に応じ

て4.10.2の規定による。 
𝐹： 防撓材の弾性座屈荷重（N）で，次

による。 

縦通防撓材の場合：𝐹௫ ൌ
𝜋ଶ

𝑎2𝐸𝐼௫10ସ 

横式防撓材の場合：𝐹௬ ൌ
𝜋ଶ

ሺ𝑛𝑏ሻଶ 𝐸𝐼௬10ସ 

𝐼𝑥，𝐼𝑦： 14.6.5.6-3.に規定する有効幅分の防

撓材の付く板を含む縦通防撓材及

び横式防撓材のネット断面二次モ

ーメント（cm4）で，次の基準を満足

しなければならない。 

𝐼௫ 
𝑏𝑡ଷ

12 ⋅ 10ସ 
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𝐼௬ 
𝑎𝑡ଷ

12 ⋅ 10ସ 

𝑝௭： 𝜎௫，𝜎௬及び𝜏による公称面外荷重

（N/mm2）で，次による。 

縦通防撓材の場合：𝑝௭௫ ൌ
𝑡
𝑏 ቈ𝜎௫ ൬

𝜋𝑏
𝑎 ൰

ଶ

 2𝑐௬𝜎௬  𝜏ଵ√2 

横式防撓材の場合：𝑝௭௬ ൌ
𝑡
𝑏 2𝑐௫𝜎௫𝜎௬ ቀ

𝜋𝑎
𝑛𝑏ቁ

ଶ
൬1 

𝐴௬
𝑎𝑡

൰  𝜏

𝑡： 防撓材の付く板のネット板厚（mm） 
𝑐௫，𝑐௬： 防撓材の軸方向に垂直で，

長さ方向に分布する応力に対する係数

で，次による。 
0  𝜓  1の場合：0.5ሺ1  𝜓ሻ 

𝜓 ൏ 0 の場合：
0.5

1 െ 𝜓 

𝐴௫，𝐴௬： 防撓材の取付け板を含ま

ない縦通防撓材及び横式防撓材のネッ

ト断面積（mm2） 

𝜎௫ ൌ 𝜎௫ ൬1 
𝐴௫
𝑏𝑡

൰ 

𝜏ଵ ൌ ቈ𝜏 െ 𝑡ට𝜎ி𝐸 ቀ
𝑚ଵ

𝑎ଶ 
𝑚ଶ

𝑏ଶ ቁ  0 

𝑚1及び𝑚2： 係数で，次による。 
・縦通防撓材の場合 

𝑎
𝑏  2.0 の場合：𝑚1 ൌ 1.47，𝑚2 ൌ 0.49 

𝑎
𝑏 ൏ 2.0 の場合：𝑚1 ൌ 1.96，𝑚2 ൌ 0.37 
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・横式防撓材の場合 
𝑎
𝑛𝑏  0.5 の場合：𝑚1 ൌ 0.37，𝑚2 ൌ

1.96
𝑛2  

𝑎
𝑛𝑏 ൏ 0.5 の場合：𝑚1 ൌ 0.49，𝑚2 ൌ

1.47
𝑛2  

𝑤 ൌ 𝑤  𝑤ଵ 
𝑤0： 初期不整量（mm）で，次による。 

縦 通 防 撓 材 の 場 合 ：

 𝑤 ൌ min ቀ 
ଶହ

, 
ଶହ

, 10ቁ 

横 式 防 撓 材 の 場 合 ：

 𝑤 ൌ min ቀ 
ଶହ

, 
ଶହ

, 10ቁ 

両端スニップの防撓材にあっては，𝑤0
は，防撓材の付く板の中央から当該部

材の有効幅分を含む防撓材の中性軸ま

での距離以上としなければならない。 
𝑤ଵ： 防撓材スパン中央部の変形量（mm）。一様

分布荷重の場合，𝑤ଵは，次の算式により求ま

る値とすることができる。 

縦通防撓材の場合：𝑤ଵ ൌ
𝑃𝑏𝑎ସ

384 ∙ 10𝐸𝐼௫
 

横式防撓材の場合：𝑤ଵ ൌ
5𝑃𝑎ሺ𝑛𝑏ሻସ

384 ∙ 10𝐸𝐼௬𝑐ௌଶ
 

𝑐𝑓： 防撓材による弾性支持（N/mm2）で，

次による。 
・縦通防撓材の場合 

𝑐 ൌ 𝐹௫
𝜋ଶ

𝑎ଶ ሺ1  𝑐௫ሻ 
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𝑐௫ ൌ
1

1 
0.91 ൬12 ⋅ 10ସ𝐼௫

𝑡ଷ𝑏 െ 1൰
𝑐௫

 

𝑐௫： 係数で，次による。 

𝑎  2𝑏の場合：𝑐௫ ൌ ൬
𝑎

2𝑏 
2𝑏
𝑎 ൰

ଶ

 

𝑎 ൏ 2𝑏の場合：𝑐௫ ൌ 1  ቀ
𝑎

2𝑏ቁ
ଶ
൨
ଶ

 

・横式防撓材の場合 

𝑐 ൌ 𝑐ௌ𝐹௬
𝜋ଶ

ሺ𝑛 ⋅ 𝑏ሻଶ ሺ1  𝑐௬ሻ 

𝑐௬ ൌ
1

1 
0.91 ൬

12 ⋅ 10ସ𝐼௬
𝑡ଷ𝑏 െ 1൰
𝑐௬

 

𝑐௬：係数で，次による。 

𝑛𝑏  2𝑎の場合：𝑐௬ ൌ ൬
𝑛𝑏
2𝑎 

2𝑎
𝑛𝑏൰

ଶ

 

𝑛𝑏 ൏ 2𝑎の場合：𝑐௬ ൌ ቈ1  ൬
𝑛𝑏
2𝑎൰

ଶ


ଶ

 

ii) 面外荷重が作用しない二次防撓材について

は，曲げ応力𝜎は考慮する防撓材のスパン

中央位置での値としなければならない。 
iii) 面外荷重が作用する場合については，必要

に応じて防撓材の付く板の二軸圧縮を考慮

しなければならない。 
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(e) 二次防撓材の捩れ座屈に対しては，次の i)及び ii)
の規定によらなければならない。 
i) 縦通防撓材については，次の基準を満足し

なければならない。 
𝜎௫
𝜅்𝜎ி

𝐶௦  1.0 

𝜅்： 係数で，次による。 
𝜆்  0.2の場合：𝜅் ൌ 1.0 

𝜆்  0.2 の場合：𝜅் ൌ
1

𝜙 ට𝜙ଶ െ 𝜆்
ଶ
 

𝜙 ൌ 0.5ሺ1  0.21ሺ𝜆் െ 0.2ሻ  𝜆்
ଶሻ 

𝜆்： 細長比の参照次数で，次の算式によ

る。 

𝜆் ൌ ඨ
𝜎ி
𝜎்

 

𝜎் ൌ
𝐸
𝐼
ቆ
𝜋ଶ𝐼ఠ10ଶ

𝑎ଶ 𝜀  0.385𝐼்ቇ（N/mm2） 

𝐼： 図 14.6.5-6.に示す点 C における防撓材のネ

ット断面極二次モーメント（cm4）で，表

14.6.5-6.による。 
𝐼𝑇： 防撓材のサンブナンのねじり抵抗モーメン

ト（cm4）で，表14.6.5-6.による。 
𝐼ఠ： 図 14.6.5-6.に示す点 C における防

撓材のネット慣性面積モーメント（cm6）で，

表14.6.5-6.による。  
𝜀： 固着度に関する係数で，次の算式による。 
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𝜀 ൌ 1  10ିଷඩ
𝑎ସ

3
4𝜋

ସ𝐼௪ ൬
𝑏
𝑡ଷ 

4ℎ௪
3𝑡௪ଷ

൰
 

𝐴௪： ウェブのネット断面積（mm2）で，

次の算式による。 
𝐴௪ ൌ ℎ௪𝑡௪ 

𝐴： 面材のネット断面積（mm2）で，次

の算式による。 
𝐴 ൌ 𝑏𝑡 

𝑒 ൌ ℎ௪ 
𝑡
2 （mm） 

ℎ௪，𝑡௪，𝑏，𝑡： 二次防撓材の寸法（mm）

で，図14.6.5-6.による。 
ii) 軸圧縮応力が作用し，かつ，縦通防撓材に支

持されない横式防撓材にあっては，前 i)の規

定に準拠しなければならない。 
 

図14.6.5-3. パネルの配置 

 

（削除） 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

43/198 

表14.6.5-3. 修正係数 𝐹ଵ 
固着条件 𝐹ଵ(2) 防撓材の種類 

両端スニップの防撓材 1.00  
両端が隣接する部材に有効

に固着されている防撓材(1) 
1.05 平鋼 

1.10 バルブプレート 

1.20 山型鋼及びT 型鋼 

1.30 U型断面(3)又は剛性の高い桁部材 

(1) 直接計算により正確な値を求めることができる。 

(2) 両端における防撓材が異なる場合の𝐹ଵは，それぞれの値の平均値を用いなければ

ならない。 

(3) 非線形有限要素法解析による座屈強度検討の結果に基づき，本会が適当と認める

場合にはより大きい値とすることができる。ただし，2.0を超える値とすることは

できない。 
 

（削除） 

表14.6.5-4. 係数 𝑒ଵ，𝑒ଶ，𝑒ଷ及び係数 𝐵 
指数部の係数𝑒ଵ，𝑒ଶ及び𝑒ଷ 

並びに係数𝐵 
パネル 

𝑒ଵ 1  𝜅௫ସ 

𝑒ଶ 1  𝜅௬ସ 

𝑒ଷ 1  𝜅௫𝜅௬𝜅ఛଶ 

𝐵 

（𝜎௫及び𝜎௬が正（圧縮応力）の場合） 
൫𝜅௫𝜅௬൯

ହ
 

𝐵 
（𝜎௫又は𝜎௬が負（引張応力）の場合） 

1 

 
 
 
 
 
 

（削除） 
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表14.6.5-5. 平面パネルの座屈係数及び軽減係数 

応力状態 
端部応力比 

𝜓 

アスペクト比 
𝛼 ൌ 𝑎

𝑏ൗ  座屈係数 𝐾 軽減係数 𝜅 

1 
 

 

1  𝜓  0 

𝛼  1 

𝐾 ൌ
8.4

𝜓  1.1 𝜆  𝜆の場合： 𝜅௫ ൌ 1 

𝜆  𝜆の場合： 𝜅௫ ൌ 𝑐 ൬1
𝜆 െ

0.22
𝜆2 ൰ 

𝑐 ൌ ሺ1.25 െ 0.12𝜓ሻ  1.25 

𝜆 ൌ
𝑐
2
ቌ1 ඨ1 െ

0.88
𝑐
ቍ 

0  𝜓  െ1 𝐾 ൌ 7.63 െ 𝜓ሺ6.26 െ 10𝜓ሻ 

𝜓  െ1 𝐾 ൌ 5.975ሺ1 െ 𝜓ሻଶ 

2 
 
 

1  𝜓  0 𝛼  1 𝐾 ൌ 𝐹ଵ ൬1 
1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1
ሺ𝜓  1.1ሻ 

𝜅௬ ൌ 𝑐 ቆ
1
𝜆 െ

𝑅  𝐹ଶሺ𝐻 െ 𝑅ሻ
𝜆ଶ ቇ 

𝑐 ൌ ሺ1.25 െ 0.12𝜓ሻ  1.25 

𝜆 ൏ 𝜆の場合：𝑅 ൌ 𝜆 ቀ1 െ 𝜆
𝑐ቁ 

𝜆  𝜆の場合：𝑅 ൌ 0.22 

𝜆 ൌ
𝑐
2
ቌ1 ඨ1 െ

0.88
𝑐
ቍ 

𝐹 ൌ ൭1 െ
𝐾

0.91 െ 1

𝜆
ଶ

൱ 𝑐ଵ  0 

𝜆
ଶ ൌ 𝜆ଶ െ 0.5，ただし1  𝜆

ଶ  3とす

る。 

𝑐ଵ ൌ ൬1 െ
𝐹ଵ
𝛼 ൰  0 

𝐻 ൌ 𝜆 െ
2𝜆

𝑐൫𝑇  √𝑇ଶ െ 4൯
 𝑅 

0  𝜓  െ1 

1  𝛼  1.5 
𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ൬1 

1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1ሺ1  𝜓ሻ
1.1  

െ
𝜓
𝛼ଶ ሺ13.9 െ 10𝜓ሻ൨ 

𝛼  1.5 

𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ൬1 
1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1ሺ1  𝜓ሻ
1.1

െ
𝜓
𝛼ଶ ൬5.87  1.87𝛼ଶ  


8.6
𝛼ଶ െ 10𝜓൰ 

𝜓  െ1 1  𝛼 
3ሺ1 െ 𝜓ሻ

4  𝐾 ൌ 5.975𝐹ଵ ൬
1 െ 𝜓
𝛼 ൰

ଶ
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𝛼 
3ሺ1 െ 𝜓ሻ

4  

𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ3.9675 ൬
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1
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𝛼ଶ൰
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3 െ 𝜓
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0.84
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4
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図14.6.5-4. 桁部材のウェブに平行に防撓される場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（削除） 
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図14.6.5-5. 桁部材のウェブに直交に防撓される場合 

 
 

（削除） 

図14.6.5-6. 防撓材の寸法 

 
 

（削除） 
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表14.6.5-6. 慣性モーメント 

断面 𝐼 𝐼் 𝐼௪ 

平鋼 
ℎ௪

ଷ𝑡௪
3 ⋅ 10ସ 

ℎ௪𝑡௪ଷ

3 ⋅ 10ସ ൬1 െ 0.63
𝑡௪
ℎ௪
൰ 

ℎ௪
ଷ𝑡௪ଷ

36 ⋅ 10 

球平鋼，山形鋼 
又はT形鋼 

ቆ
𝐴௪ℎ௪

ଶ

3  𝐴𝑒ଶቇ10ିସ 

ℎ௪𝑡௪ଷ

3 ⋅ 10ସ ൬1 െ 0.63
𝑡௪
ℎ௪
൰ 

+ 

𝑏𝑡ଷ

3 ⋅ 10ସ ቆ1 െ 0.63
𝑡
𝑏
ቇ 

球平鋼，山形鋼の場合： 

𝐴𝑒ଶ𝑏
ଶ

12 ⋅ 10 ቆ
𝐴  2.6𝐴௪
𝐴  𝐴௪

ቇ 

T形鋼の場合： 

𝑏
ଷ𝑡𝑒ଶ

12 ⋅ 10  

 

 

（削除） 

-1. 鋼製ハッチカバーにおける各構造部材は，14.6.5.6 に

規定する条件において，附属書14.6「船体構造部材の座屈強

度評価」に規定する座屈評価基準を満足しなければならな

い。なお，14.6.5.6で使用する記号は，特に記載がない限り，

附属書14.6の定義による。 
-2. 細長比要件については，次による。 
(1) 附属書14.6An2.に規定されたものに従う。 
(2) 貨物倉がバラスト又は液体貨物を運送するよう設計

されていない限り，二重張り構造のハッチカバーの

下部境界には適用しなくても差し支えない。 
(3) 主要支持部材の支点間距離が3 mを超える場合，その

面材の幅はウェブ深さの40%未満としてはならない。ただし，

有効なトリッピングブラケットがあるときは，これを支点と

みなして差し支えない。 
-3. 圧縮応力，せん断応力及び外圧を受けるハッチカバー

構造の座屈評価に適用する。座屈評価は，次の構造要素に実

施しなければならない。 

（新規） （新規） 
UR S21 3.6 
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・曲面パネルやU型防撓材で補強されたパネルを含む防撓

パネル及び非防撓パネル 
・開口を有する主要支持部材のウェブパネル 
不規則パネルの理想化，参照応力及び座屈基準値を含む座

屈評価の手順と詳細要件は，附属書14.6An4.に従う。 
-4. パネルの種類と評価方法については，次による。 
(1) ハッチカバー構造の板パネルは，附属書14.6An4.2に

規定する防撓パネル（SP）又は非防撓パネル（UP）
としてモデル化しなければならない。表14.6.5-2.，図
14.6.5-3 及び図 14.6.5-4 に従い，附属書 14.6An1.3 に

定義する評価方法 A（-A）及び評価方法 B（-B）に

よって評価を行う。開口を有するウェブパネルは，開

口部の座屈評価手法に従って，評価を行わなければ

ならない。 
(2) U 型防撓材を有するハッチカバーについては，附属

書14.6An5.2.5に規定する，追加の座屈評価要件にも

従わなければならない。 
-5. ハッチカバーの座屈評価は，4.10.2.1 及び 4.10.2.2 で

定義した面外荷重及び有限要素解析で得られた応力

に基づいて行わなければならない。（14.6.5.5を参照） 
-6. すべてのハッチカバー構造部材について，附属書

14.6An5.2.2 及び An5.2.3 にそれぞれ定義する板部材

と防撓材の座屈強度評価に，安全係数 S=1.0 を適用

すること。 
-7. 構造部材の座屈強度は，次の基準を満たさなければな

らない。 
𝜂௧  𝜂 
𝜂௧:附属書14.6An1.3.2.2及びAn4.で定義された，応

力に基づく座屈使用係数で，附属書 14.6An5.に
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従って算出する。 
𝜂:許容座屈使用係数（表14.6.5-3.参照） 
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表14.6.5-2. 構造部材及び評価法 

構造要素 評価法(1)(2) 標準的なパネルの定義 

ハッチカバーの頂板／底板（図14.6.5-3参照） 

ハッチカバー頂板／底板 
SP-A 

長さ方向：横桁間 
幅方向：縦桁間 

不規則に防撓されたパネル UP-B 局部防撓材／主要支持部材間の板 

ハッチカバーの主要支持部材のウェブのパネル（図14.6.5-4参照） 

横桁／縦桁のウェブ(単板構造) 
UP-B 

局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

横桁／縦桁のウェブ（二重張構造） 
SP-B(3) 

長さ方向：主要支持部材間 
幅方向：全ウェブ深さ 

開口を有するウェブのパネル 
開口の手順 

ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

不規則に防撓されたパネル UP-B ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

備考1： SP及びUPは，それぞれ防撓パネル及び非防撓パネルを表す。 
備考2： A及びBは，それぞれ手法A及び手法Bを表す。 
備考3： 横桁／縦桁のウェブに座屈防撓材／ブラケットが不規則に配置される場合，UP-Bで評価して差し支えな

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.5 
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図14.6.5-3 ハッチカバーの頂板／底板 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.6 

SP-A 
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図14.6.5-4 ハッチカバーの主要支持部材のウェブ 

 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.7 

表14.6.5-3. 許容座屈使用係数 

構造部材 考慮する荷重 許容座屈使用係数𝜂 

板，防撓材及び 
主要支持部材のウェブ 

4.10.2.1に規定する垂直波浪荷重 0.80 

4.10.2.2から4.10.2.5に規定する他の荷重 
静的及び動的荷重組合せ状態の場合：0.90 

静的荷重状態の場合：0.72 

 
 
 
 
 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.6 
 

UP-B 
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（削除） 
14.6.5.7 有限要素解析 
有限要素解析により鋼製ハッチカバーの寸法を決定する

場合は，次の(1)から(4)の規定によらなければならない。ただ

し，本14.6.5.7に規定するもの以外にあっては，8章によるこ

と。 
(1) 荷重 

鋼製ハッチカバーに加わる設計荷重は，4.10 に規定

する𝑃としなければならない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにしなければならない。荷重を受

ける防撓材，桁板については構造モデルに含め

なければならない。ただし，座屈防止用の防撓材

については省略して差し支えない。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネ

ット寸法を用いなければならない。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えてはならない。

また，アスペクト比は1:4を超えてはならない。

桁部材のウェブのパネル分割については，深さ

方向に3分割以上としなければならない。 
(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるもの

としなければならない。なお，パッドの配置と防

撓材の配置が異なる場合には，ハッチコーミン

グもモデル化する。 
(3) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定する

荷重が作用した場合に各構造部材に生じる応力及び

撓みの大きさが，14.6.5.1に定める許容値を満足する

ように部材のネット寸法を決定する。 

（削除） 
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(4) その他 
(a) 鋼製ハッチカバーの頂板は，14.6.5.2の規定を満

足しなければならない。 
(b) 鋼製ハッチカバーの二次防撓材は，14.6.5.3の規

定を満足しなければならない。 
(c) 鋼製ハッチカバーの各構造部材の座屈強度に関

しては，14.6.5.6の規定を満足しなければならな

い。 
（削除） 

14.6.6 上に貨物を積載する場合のハッチカバーに対す

る規定 

14.6.6.1 
-1. 鋼製ハッチカバー上にコンテナ等の集中荷重が加わ

る場合は，次の(1)から(3)の規定に従い，有限要素解析による検

討を行わなければならない。ただし，本 14.6.6.1 に規定する

もの以外にあっては，8章によること。 
(1) 荷重 

(a) 鋼製ハッチカバーに加わる荷重については，荷

重の種類及び積付状態により 4.10 の規定によ

る。ただし，本会が特に必要と認める場合を除

き，荷重の重ね合わせは行わない。 
(b) 荷役専用車両（停泊中フォークリフト等）による

荷重については，船体運動に伴う動的成分を考

慮する必要はない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにする。荷重を受ける防撓材，桁板

については構造モデルに含めること。ただし，座

屈防止用防撓材については省略して差し支えな

（削除） 
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い。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネ

ット寸法を用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，

アスペクト比は1：4を超えないこと。桁部材の

ウェブのパネル分割については，深さ方向に3分
割以上とすること。 

(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるもの

とする。なお，パッドの配置と防撓材の配置が異

なる場合には，ハッチコーミングもモデル化す

る。 
(3) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定する

荷重が作用した場合に各構造部材に生じる応力及び

撓みの大きさが，14.6.5.1に定める許容値を満足する

ように部材のネット寸法を決定する。 
-2. ハッチカバーの上に貨物を積載する場合の詳細は，次

の(1)から(4)による。 
(1) ハッチカバーと船体運動の損傷を防止するため，ス

トッパーはハッチカバーと船体構造間の相対運動を

考慮して配置する。 
(2) ハッチカバー及び支持構造は，ハッチカバー上の荷

重に十分耐える構造とする。 
(3) 各ハッチカバー相互の継手部には，ハッチカバー上

に貨物を積載するハッチカバー及び貨物を積載しな

いハッチカバーの上下方向の過度の相対変位を防止

するよう措置を講じる。 
(4) 暴露部及び下層甲板のハッチカバーの上に貨物を積

載する場合，ハッチカバーの構造及び寸法について
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は，14.6の規定によるほか，次によること。 
(a) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用提出図面

に明記する。海上コンテナを積載する場合は，海

上コンテナの種類及び積付位置も承認用提出図

面に明記する。 
(b) 海上コンテナの隅金具の下部には，桁板ないし

防撓材を設け適当に補強する。 
(c) 車輌を積載する場合は，有限要素解析又は2-6編

10.1の規定を準用して差し支えない。 
-3. ハッチカバー上に加わる集中荷重に対する補強部材

の寸法の算出については，本14.6に規定する設計貨物荷重及

び許容応力を考慮すること。 
-4. ハッチカバー上に車両を積載する場合の頂板及び二

次防撓材の寸法は，有限要素解析又は本会が適当と認めると

ころによる。 
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14.6.7 ハッチビーム，ハッチプレート，鋼製ポンツーン

ハッチプレート及び鋼製風雨密ハッチカバーに

対する特別規定 

14.6.7.1 ハッチビーム 
（略） 
-8. 断面形状が変化する鋼製ハッチカバーのハッチビー

ムの寸法は，次の算式による値以上としなければならない。 
ハッチビームの中央におけるネット断面係数（cm3） 

𝑍௧ ൌ 𝑍௧_௦ 
𝑍௧ ൌ 𝑘ଵ𝑍௧_௦ 

ハッチビームの中央におけるネット断面二次モーメント

（cm4） 
𝐼௧ ൌ 𝐼௧_௦ 
𝐼௧ ൌ 𝑘ଶ𝐼௧_௦ 
𝑍௧_௦： 14.6.5.4-1.の規定を満足するネット

断面係数（cm3） 
𝐼௧_௦： 14.6.5.4-1.の規定を満足するネット断面二次

モーメント（cm4） 
𝑆： 考慮しているハッチビームの心距（m） 
ℓ： 考慮しているハッチビームの長さ（m） 
𝑏： 鋼製ハッチカバーの頂板の幅（m） 
𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 係数で，表14.6.5-4.による。 

 

14.6.7 ハッチビーム，ハッチプレート，鋼製ポンツーン

ハッチプレート及び鋼製風雨密ハッチカバーに

対する特別規定 

14.6.7.1 ハッチビーム 
（略） 
（新規） 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
（新規） 
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表14.6.5-4. 係数 𝑘ଵ及び 𝑘ଶ 
𝑘ଵ 1 

3.2𝛼 െ 𝛾 െ 0.8
7𝛾  0.4  ただし，𝑘ଵが1.0未満の場合は1.0とみなす 

𝛼 ൌ
ℓଵ
ℓ ，𝛽 ൌ

𝐼ଵ
𝐼
，𝛾 ൌ

𝑍ଵ
𝑍

 𝑘ଶ 1  8𝛼ଷ
1 െ 𝛽

0.2  3ඥ𝛽
 

ℓ： ハッチビームの全長（m） 

ℓଵ： ハッチビームの平行部の端部とハッチビーム桁部材の端部との間の長さ（m） 

𝐼： 中央におけるハッチビームの断面二次モーメント（cm4） 

𝐼ଵ： 両端におけるハッチビームの断面二次モーメント（cm4） 

𝑍： 中央におけるハッチビームの断面係数（cm3） 

𝑍ଵ： 両端におけるハッチビームの断面係数（cm3） 

 
 
 

 

（新規） 
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14.6.8 取外し式ハッチカバーで閉鎖する倉口の倉口覆

布及び締付装置 

14.6.8.1 一般 
-1. 乾舷甲板及び船楼甲板の暴露部に設ける倉口には，L

編6章の規定に適合する甲種覆布を少なくとも2層，その他

の暴露部における倉口には，同覆布を少なくとも1層備えな

ければならない。 
-2. ハッチバッテンは，倉口覆布を確実に押えうるものと

し，その幅及び厚さは，それぞれ65 mm及び9 mm以上でな

ければならない。 
-3. ハッチウェッジは，強じんな木材又はこれと同等の材

料のものでなければならない。ハッチウェッジは，その勾配

を1/6以下とし，先端における厚さを13 mm以上としなけれ

ばならない。 
-4. ハッチクリートは，ハッチウェッジの勾配に適合する

ように取付けなければならない。ハッチクリートの幅は，65 
mm以上とし，600 mmを超えない心距で配置しなければなら

ない。側縁材及び端縁材の端におけるハッチクリートは，倉

口の各すみから 150 mm 以内の箇所に取付けなければならな

い。 
-5. 乾舷甲板及び船楼甲板の暴露部に設ける倉口には，倉

口覆布を締付けた後に，ハッチプレートの各区間ごとに有効

にハッチプレートを固定するための帯鋼又はこれと同等の

装置を備えなければならない。長さが 1.5 m を超えるハッチ

プレートは，少なくとも2個のこれらの装置により固定させ

なければならない。その他の暴露部における倉口には，縛索

用の環付きボルトその他適当な装置を備えなければならな

い。 

14.6.8 取外し式ハッチカバーで閉鎖する倉口のハッチ

ターポリン及び締付装置 

14.6.8.1 一般 
-1. 乾舷甲板及び船楼甲板の暴露部に設ける倉口には，L

編6章の規定に適合する甲種覆布を少なくとも2層，その他

の暴露部における倉口には，同覆布を少なくとも1層備えな

ければならない。 
-2. ハッチバッテンは，ハッチターポリンを確実に押えう

るものとし，その幅及び厚さは，それぞれ 65 mm 及び 9 mm
以上でなければならない。 

-3. ハッチウェッジは，強じんな木材又はこれと同等の材

料のものでなければならない。ハッチウェッジは，その勾配

を1/6以下とし，先端における厚さを13 mm以上としなけれ

ばならない。 
-4. ハッチクリートは，ハッチウェッジの勾配に適合する

ように取付けなければならない。ハッチクリートの幅は，65 
mm以上とし，600 mmを超えない心距で配置しなければなら

ない。側縁材及び端縁材の端におけるハッチクリートは，倉

口の各すみから 150 mm 以内の箇所に取付けなければならな

い。 
-5. 乾舷甲板及び船楼甲板の暴露部に設ける倉口には，ハ

ッチターポリンを締付けた後に，ハッチプレートの各区間ご

とに有効にハッチプレートを固定するための帯鋼又はこれ

と同等の装置を備えなければならない。長さが 1.5 m を超え

るハッチプレートは，少なくとも2個のこれらの装置により

固定させなければならない。その他の暴露部における倉口に

は，縛索用の環付きボルトその他適当な装置を備えなければ

ならない。 
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14.6.9 ハッチコーミングの構造及び強度基準 

14.6.9.2 ハッチコーミングの寸法 
-1. ハッチコーミングの板部材のネット板厚𝑡,௧は，

次の(1)又は(2)の算式により定まる値以上としなければなら

ない。 
(1) タイプ1船舶の場合 

𝑡,௧

ൌ 0.0142𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
（mm），ただし，6


𝐿ଷ
100 （mm）未満としてはならない。  

𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃： 設計波浪荷重で，4.10.2.2-1.の規定による。 

 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

(2) タイプ2船舶の場合 

𝑡,௧ ൌ 0.016𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
（mm）， 

ただし，9.5 𝑚𝑚未満としてはならない。 
𝑃： 設計波浪荷重で，4.10.2.2-2.の規定による。 
𝑠及び𝜎： 前(1).の規定による。 

 

14.6.9 ハッチコーミングの構造及び強度基準 

14.6.9.2 ハッチコーミングの寸法 
-1. ハッチコーミングの板部材のネット板厚𝑡,௧は，

次の算式により定まる値以上としなければならない。 
 
 

𝑡,௧

ൌ 14.2𝑆ඨ
𝑃ு

𝜎,
（mm），ただし，6


𝐿ଷ
100 （mm）未満としてはならない。  

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃ு： 設計波浪荷重で，4.10.2.2の規定による。 
𝜎, ൌ 0.95𝜎ி 

𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

 

UR S21 5.1 
 

-2. タイプ1船舶において，ハッチコーミング付防撓材が

両端スニップの場合，防撓材端部位置でのハッチコーミング

-2. ハッチコーミング付二次防撓材が両端スニップの場

合，二次防撓材端部位置でのハッチコーミングのグロス板厚

UR S21 5.1 
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のグロス板厚𝑡,௦௦は，次の算式により求まる値以上と

しなければならない。 

𝑡,௦௦ ൌ 19.6ඨ
𝑃𝑠ሺℓ െ 0.0005𝑠ሻ

1000𝜎
（mm） 

ℓ： 防撓材の支点間距離（m） 
𝑠，𝑃及び𝜎： 前-1.の規定による。 

 

𝑡,௦௦は，次の算式により求まる値以上としなければな

らない。 

𝑡,௦௦ ൌ 19.6ඨ
𝑃ு𝑆ሺℓ െ 0.5𝑆ሻ

𝜎ி
（mm） 

ℓ： 二次防撓材の支点間距離（m） 
𝑆，𝑃ு及び𝜎ி： 前-1.の規定による。 

-3. ハッチコーミング付防撓材のネット断面係数𝑍௧及
びネット断面積𝐴௧は，次の算式により求まる値以上としな

ければならない。 
 
 

(1) タイプ1船舶の場合 

𝑍௧ ൌ
𝑃𝑠𝑙ଶ

𝑓𝜎
（cm3） 

𝐴௧ ൌ
𝑃𝑠ℓ
𝜎

10ିଶ（cm2） 

𝑠，ℓ，𝑃及び𝜎： 前-2.の規定による。 

𝑓：防撓材の端部の支持条件に関する係数で，次によ

る。 
両端固定：12 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

8 
ハッチコーミングの両端でスニップとなる防撓材のネッ

ト断面積については，算式により求まる値の1.35倍以上の値

としなければならない。 
(2) タイプ2船舶の場合 

-3. ハッチコーミング付二次防撓材のネット断面係数

𝑍௧及びネット断面積𝐴௧は，次の算式により求まる値以上

としなければならない。ただし，ハッチコーミングの両端で

スニップとなる二次防撓材のネット断面係数及びネット断

面積については，それぞれ次の算式により求まる値の1.35 倍

以上の値としなければならない。 

𝑍௧ ൌ
83 𝑆 𝑙ଶ𝑃ு

𝜎ி
（cm3） 

𝐴௧ ൌ
10 𝑆 ℓ 𝑃ு

𝜎ி
（cm2） 

𝑆，ℓ，𝑃ு及び𝜎ி： 前-2.の規定による。 

UR S21 5.2 
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𝑍௧ ൌ 1.21
𝑃𝑠𝑙ଶ

𝑓𝑐𝜎
（cm3） 

𝑓： 防撓材の端部の支持条件に関する係数で，

次による。 
両端固定：16 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

12 
𝑐： 防撓材の塑性断面係数を弾性断面係数で除

した値。ただし，各断面係数の算定にあたって

は，付き板の幅は，40𝑡,௧（mm）としなけ

ればならない。各断面係数を算定しない場合は，

1.16として差し支えない。 
𝑠，ℓ及び𝜎： 前-2.の規定による。 

𝑃： 設計波浪荷重で，4.10.2.2-2.の規定による。 
 

（略） 
-5. ハッチコーミングステイのネット寸法は，次の(1)から

(3)の規定による。なお，ハッチコーミングステイは，伝達さ

れる荷重及び 14.6.5.1 に規定する許容応力に対して設計しな

ければならない。 
(1) 単純梁とみなせるハッチコーミングステイ（図

14.6.9-1.の例1及び例2参照）については，ステイ基

部におけるハッチコーミングステイのネット断面係

数𝑍௧及びウェブのネット板厚𝑡௪,௧は，次の算式に

より定まる値以上としなければならない。 

𝑍௧ ൌ
𝐻ଶ𝑠𝑃
1.9𝜎

（cm3） 

（略） 
-5. ハッチコーミングステイのネット寸法は，次の(1)か

ら(3)の規定による。 
 
 
(1) 単純梁とみなせるハッチコーミングステイ（図

14.6.9-1.の例1及び例2参照）については，ステイ基

部におけるハッチコーミングステイのネット断面係

数𝑍௧及びウェブのネット板厚𝑡௪,௧は，次の算式に

より定まる値以上としなければならない。 

𝑍௧ ൌ
526𝐻ଶ𝑆𝑃ு

𝜎ி
（cm3） 

 
UR S21 5.3.1 
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𝑡௪,௧ ൌ
2𝐻𝑠𝑃
𝜎ℎ

（mm） 

𝐻： ステイの高さ（m） 
ℎ： ステイの深さ（mm） 
𝑠： ステイの心距（mm） 

𝜎： 前-1.による。 

𝑃： 設計波浪荷重で，次による。 
タイプ1船舶：4.10.2.2-1.に規定するPA 
タイプ2船舶：4.10.2.2-2.に規定する𝑃 

(2) 前(1)以外の構造のハッチコーミングステイ（図

14.6.9-1.の例3参照）は，原則として有限要素法解析

により応力を求めなければならない。なお，ステイの

応力は14.6.5.1の基準を満足すること。 
 
(3) ハッチコーミングステイのネット断面係数の算定に

あたっては，当該ステイが甲板に完全溶け込み溶接

されており甲板下構造が応力を適切に伝達できるよ

うになっている場合に限り，面材の面積を考慮して

差し支えない。 

𝑡௪,௧ ൌ
2𝐻𝑆𝑃ு
𝜎ிℎ

（mm） 

𝐻： ステイの高さ（m） 
ℎ： ステイの深さ（m） 
𝑆： ステイの心距（m） 

𝜎ி及び𝑃ு： 前-1.による。 

 
 

 
(2) 前(a)以外の構造のハッチコーミングステイ（図

14.6.9-1.の例3参照）は，原則として骨組構造解析又

は有限要素法解析により応力を求めなければならな

い。なお，ステイの応力は14.6.5.1の基準を満足する

こと。 
(3) ハッチコーミングステイのネット断面係数の算定に

あたっては，当該ステイが甲板に完全溶け込み溶接

されており甲板下構造が応力を適切に伝達できるよ

うになっている場合に限り，面材の面積を考慮して

差し支えない。 
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14.6.10 閉鎖装置 

14.6.10.1 締付装置 
（略） 
-2. ガスケットと締付装置により風雨密を確保する方法

は，次の(1)から(6)による。風雨密ハッチカバーの風密確保の

方法は，本会が適当と認めるところによる。なお，この配置

は，いかなる海面状態でも風雨密を確保することができるも

のでなければならない。 
(1) ハッチカバー及びその上の荷重は，船体構造へ伝達

するように設計する。 
(2) ハッチカバーと船体構造間及び各ハッチカバーの継

手部に取付けられるガスケット及び圧縮材は，次に

よる。 
(a) 圧縮材は，耐蝕材料であり，ガスケットとの接触

面に十分な丸みを有するもの。 
(b) ガスケットの材質は，十分圧縮性があり，貨物の

種類に適合するもので，船舶に生じる全ての環

境条件に対して適当なもの。 
(c) ガスケットは，連続したものをハッチカバー側

に取付け，その形状は，ハッチカバーの形式，締

付装置の形式及びハッチカバーと船体構造との

相対変動を考慮して決定する。 
(d) ガスケットの仕様又はグレードは，図面に記載

しなければならない。 
 

14.6.10 閉鎖装置 

14.6.10.1 締付装置 
（略） 
-2. ガスケットと締付装置により風雨密を確保する方法

は，次の(1)から(6)による。風雨密ハッチカバーの風密確保の

方法は，本会が適当と認めるところによる。なお，この配置

は，いかなる海面状態でも風雨密を確保することができるも

のでなければならない。 
(1) ハッチカバー及びその上の荷重は，鋼構造のみによ

って船体構造へ伝達するように設計する。 
(2) ハッチカバーと船体構造間及び各ハッチカバーの継

手部に取付けられるガスケット及び圧縮材は，次に

よる。 
(a) 圧縮材は，耐蝕材料であり，ガスケットとの接触

面に十分な丸みを有するもの。 
(b) ガスケットの材質は，十分圧縮性があり，貨物の

種類に適合するもので，船舶に生じる全ての環

境条件に対して適当なもの。 
(c) ガスケットは，連続したものをハッチカバー側

に取付け，その形状は，ハッチカバーの形式，締

付装置の形式及びハッチカバーと船体構造との

相対変動を考慮して決定する。 
（新規） 
 

UR S21 6.1.1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新規） 
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(3) 次の(a)から(f)を満足する締付装置を，ハッチカバー

材，甲板又はハッチカバーに設ける。 
(a) 締付装置の配置及び間隔は，ハッチカバーの端

部材の剛性，形式及び寸法を考慮して，有効に風

雨密性を確保するよう決定する。 
(b) 鋼製ハッチカバーの端部桁部材の断面二次モー

メントは，次の算式による値以上とする。 
𝐼 ൌ 6𝑝𝑎ସ（cm4） 
𝑎： 鋼製ハッチカバーに設置される締付装置のうち

隣接する締付装置間距離（m） 
ただし2 m以上とすること。 
𝑝： ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。ただし，

5 N/mm未満の場合は5 N/mmとする。 
(c) 締付装置に用いるボルト又はロッドのグロス断

面積は，次の算式による値以上とする。なお，倉

口面積が 5 m2を超える場合には，ボルト又はロ

ッドの径は19 mm以上とすること。 
𝐴 ൌ 0.28𝑎𝑝/𝑓（cm2） 

 
 
 
 
 

𝑓： 次の算式による。 
𝑓 ൌ ሺ𝜎 235⁄ ሻ 

𝜎： 用いる鋼材の規格最小降伏応力

（N/mm2）。ただし，引張強さの70%以

下の値とすること。 
𝑒： 𝜎の値に応じて定まる係数で，次によ

る。 

(3) 次の(a)から(e)を満足する締付装置を，ハッチカバー

材，甲板又はハッチカバーに設ける。 
(a) 締付装置の配置及び間隔は，ハッチカバーの端

部材の剛性，形式及び寸法を考慮して，有効に風

雨密性を確保するよう決定する。 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 締付装置に用いるボルト又はロッドのグロス断

面積は，次の算式による値以上とする。なお，倉

口面積が 5 m2を超える場合には，ボルト又はロ

ッドの径は19 mm以上とすること。 
𝐴 ൌ 0.28𝑎ത𝑝/𝑓（cm2） 
𝑎ത： 当該締付装置の両側に隣接する締付装置間

距離の半分の距離（m）（図14.6.5-2.参照） 
𝑝： ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。た

だし，5 N/mm未満の場合は5 N/mmとする。 
𝑓： 次の算式による。 
𝑓 ൌ ሺ𝜎ி 235⁄ ሻ 

𝜎ி： 用いる鋼材の降伏応力の規格値

（N/mm2）。ただし，引張強さの70%以

下の値とすること。 
𝑒： 𝜎ிの値に応じて定まる係数で，次によ

る。 

UR S21 6.1.4 
 
 
 
 
 

（新規） 
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𝜎  235 N/mm2の場合：1.0 

𝜎  235 N/mm2の場合：0.75 

𝑎及び𝑝： 前(b)による。 
(d) 1つのハッチカバーに設けられる各締付装置は，

ほぼ同一の剛性を持つものとする。 
(e) 締付装置としてロッドクリートを用いる場合

は，弾力性を有するワッシャ又はクッションを

組み入れる。 
(f) 油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった場

合でも，機械的に締付け状態を保持できるもの

である。 

𝜎ி  235 N/mm2の場合：1.0 

𝜎ி  235 N/mm2の場合：0.75 

 
(c) 1つのハッチカバーに設けられる各締付装置は，

ほぼ同一の剛性を持つものとする。 
(d) 締付装置としてロッドクリートを用いる場合

は，弾力性を有するワッシャ又はクッションを

組み入れる。 
(e) 油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった場

合でも，機械的に締付け状態を保持できるもの

である。 
(4) 次に示す方法等により，排水を行えるようにする。 

(a) ガスケットの船内側には，ガッタバーを設ける

か，又はハッチコーミングを上方向に延長させ

る等して，これらと圧縮材との間の排水を容易

にできるようにする。ただし，コンテナ運搬船に

おいては，船主の申し出があり，かつ，本会が適

当と認める場合にはこの規定を斟酌することが

できる。 
(b) 排水口には逆止弁を設けるか，又は同等の方法

により外部からの水の流入を防げる構造にす

る。ただし，この目的のために排水口に消火ホー

スを接続しないこと。 
(c) ハッチカバー相互間の継手部には，ガスケット

の上部の排水溝のほかに，ガスケットの下部に

も排水溝を設ける。 
(d) ハッチカバーと船体構造が連続メタルタッチ構

造の場合には，メタルタッチ構造とガスケット

の間に排水設備を設ける。 

(4) 次に示す方法等により，排水を行えるようにする。 
(a) ガスケットの船内側には，ガッタバーを設ける

か，又はハッチコーミングを上方向に延長させ

る等して，これらと圧縮材との間の排水を容易

にできるようにする。ただし，コンテナ運搬船に

おいては，船主の申し出があり，かつ，本会が適

当と認める場合にはこの規定を斟酌することが

できる。 
(b) 排水口には逆止弁を設けるか，又は同等の方法

により外部からの水の流入を防げる構造にす

る。 
 
(c) ハッチカバー相互間の継手部には，ガスケット

の上部の排水溝のほかに，ガスケットの下部に

も排水溝を設ける。 
(d) ハッチカバーと船体構造が連続メタルタッチ構

造の場合には，メタルタッチ構造とガスケット

の間に排水設備を設ける。 

(4)(a),(b),(d): UR S21 
5.4.5 

(4)(c): Rec.No14 3.2.2 
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(e) ハッチコーミングの排水口は，応力が集中する

エリア（ハッチコーナー及びクレーン支柱への

移行部など）から十分な距離をおいて配置する。 
（略） 
(6) 曲げ応力及びせん断応力について十分な強度を有す

る特別な設計を行う締付装置については，14.6.10.2に
規定するハッチカバーの浮き上がり防止のための締

付装置としても考慮して差し支えない。その際，ガス

ケットに作用する線圧力𝑞を指定し，荷重として𝑞に
固定装置間の間隔𝑎（m）を乗じたものを適用する。  

（略） 
(6) 曲げ応力及びせん断応力について十分な強度を有す

る特別な設計を行う締付装置については，14.6.10.2に
規定するハッチカバーの浮き上がり防止のための締

付装置としても考慮して差し支えない。 

 
UR S21 6.1.4 

14.6.10.2 ハッチカバーの上に貨物を積載する場合 
-1. ハッチカバーの上に貨物を積載する場合，船体運動の

加速度によりハッチカバーに発生する垂直方向の力に対し

て，ハッチカバーの浮き上がり防止のための締付装置を設け

なければならない。締付装置を設計する場合，通常想定され

る非対称な荷重が作用した時の締付装置の等価応力𝜎ா
（N/mm2）が次の算式による値を超えてはならない。 

 

𝜎ா ൌ
150
𝑘

 

𝑘： 次の算式による。 

𝑘 ൌ ቆ
235
𝜎

ቇ


 

𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力

（N/mm2） 
𝑒： 次による。 

𝜎  235の場合：0.75 

14.6.10.2 ハッチカバーの上に貨物を積載する場合 
-1. ハッチカバーの上に貨物を積載する場合，船体運動の

加速度によりハッチカバーに発生する垂直方向の力に対し

て，ハッチカバーの浮き上がり防止のための締付装置を設け

なければならない。締付装置を設計する場合，通常想定され

る非対称な荷重が作用した時の締付装置の等価応力𝜎ா
（N/mm2）が次の算式による値を超えてはならない（図

14.6.10-1.参照）。 

𝜎ா ൌ
150
𝑘

 

𝑘： 次の算式による。 

𝑘 ൌ ቆ
235
𝜎ி

ቇ


 

𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力

（N/mm2） 
𝑒： 次による。 

𝜎ி  235の場合：0.75 

UR S21 6.1.5 
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𝜎  235の場合：1.00 𝜎ி  235の場合：1.00 

 
図14.6.10-1. ハッチカバーに発生する垂直方向の力 

 

（削除） 
UR S21 6.1.5 

14.6.11 ハッチカバーの支持部材，移動防止用装置及び支

持構造 

14.6.11.1 
-1. 本 14.6 が適用となるハッチカバーの支持部材，移動

防止用装置及び支持構造は，次の(1)及び(2)によらなければな

らない。 
(1) 移動防止用装置の応力は14.6.5.1-1.の基準を満足しな

ければならない。 

14.6.11 ハッチカバーの支持部材，移動防止用装置及び支

持構造 

14.6.11.1 
本14.6が適用となるハッチカバーの支持部材，移動防止用

装置及び支持構造は，次の(1)から(3)によらなければならな

い。 
(1) 移動防止用の締付装置を設ける場合，締付装置の設

計は次の算式による水平方向の力𝐹を考慮しなけれ

ばならない。なお，縦方向の加速度𝑎及び横方向の

加速度𝑎を同時に考慮する必要は無い。 
𝐹 ൌ 𝑚𝑎 
𝑚： ハッチカバー及びハッチカバー上に積載される

貨物の質量の合計 
𝑎： 加速度で，次による。 

縦方向の場合：𝑎 ൌ 0.2𝑔 
横方向の場合：𝑎 ൌ 0.5𝑔 

UR S21 6.2.1 
 

垂直方向の力 
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(削除) (2) 移動防止用装置の寸法を定める場合の設計荷重は，

4.10.2.2 及び前(1)の規定による値のうち大きい方の

値を考慮しなければならない。また，移動防止用装置

の応力は 14.6.5.1-1.の基準を満足しなければならな

い。 

(削除) 
UR S21 6.2.3 
 

(2) ハッチカバーの支持部材の詳細は次の(a)から(d)によ

る。 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) ハッチカバーの支持部材表面において大きな相

対変位が予想される場合，磨耗が少なく摩擦に

強い材料を使用すること。 
(b) ハッチカバー支持部材の図面を提出すること。

図面には，ハッチカバー支持部材の材料を製造

するメーカ作成の許容最大圧力に関するデータ

を含めること。 
 

(3) ハッチカバーの支持部材の詳細は次の(a)から(g)によ

る。 
(a) ハッチカバーの支持部材に作用する公称表面圧

力（N/mm2）が次の算式により求まる値を超えて

はならない。 
𝑝 ௫ ൌ 𝑑𝑝： 一般 
𝑝 ௫ ൌ 3𝑝： 相対変位のないメタルタッチ構造

の場合 
𝑑： 次の算式により求まる値。ただし，3を超える場

合は3とする。また，積付状態により，次の値以

上とする。 
𝑑 ൌ 3.75 െ 0.015𝐿 
𝑑 ൌ 1.0： 一般 
𝑑 ൌ 2.0： 部分積付状態の場合 

𝑝： 表14.6.11-1.による。 
(b) ハッチカバーの支持部材表面において大きな相

対変位が予想される場合，磨耗が少なく摩擦に

強い材料を使用すること。 
(c) ハッチカバー支持部材の図面を提出すること。

図面には，ハッチカバー支持部材の材料を製造

するメーカ作成の許容最大圧力に関するデータ

を含めること。 

UR S21 6.2.2 
 

（削除） 
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（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 支持部材の応力は，14.6.5.1-1.の基準を満足しな

ければならない。 
(d) 水平方向の力𝑃が作用する支持部材の二次部材

及び隣接する構造については，疲労強度に対し

十分な配慮を払わなければならない。 

(d) ハッチカバー支持部材の材料を製造するメーカ

が，静的荷重及び動的荷重による最大応力に対

して材料が十分な強度を有することを確認した

場合，前(a)に規定する𝑝 ௫を軽減して差し支

えない。なお，計算に用いる垂直荷重及びハッチ

カバーと支持部材の水平方向の相対運動による

応力の長期分布は，本会の適当と認めるものと

しなければならない。 
(e) 移動防止用装置の配置にかかわらず，支持部材

は次の算式により定まる水平方向の力𝑝を縦方

向及び横方向に伝達することができるものとし

なければならない。 

𝑝 ൌ 𝜇
𝑝௩
√𝑑

 

𝑝௩： 当該部材に作用する上下方向の支持力 
𝜇： 摩擦係数で，通常0.5とする。ただし，非金属又

は低摩擦材料を使用する場合の摩擦係数は，本

会が適当と認める値として差し支えない。ただ

し，いかなる場合も0.35未満としてはならない。 
(f) 支持部材の応力は，14.6.5.1-1.の基準を満足しな

ければならない。 
(g) 水平方向の力𝑝が作用する支持部材の二次部材

及び隣接する構造については，疲労強度に対し

十分な配慮を払わなければならない。 

（削除） 
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表14.6.11-1. 許容公称表面圧力 𝑝 

材料 
𝑝 

上下方向 水平方向 

船体用圧延鋼材 25 40 
硬化鋼材 35 50 
低摩擦材料 50 - 

 

（削除） 
UR S21 6.2.2 Tab.7 

 

-2. タイプ2船舶の場合，青波の水平荷重により起こるハ

ッチカバーの移動を防止する装置を備えなければならない。

なお，当該装置は表14.6.11-2.に規定する強度要件に適合しな

ければならない。 

（新規） （新規） 
UR S21 6.2.3  
 

 
表14.6.11-2 鋼製風雨密ハッチカバー移動防止装置に関する強度要件 

設計圧力 4.10.6の規定による。 

許容等価応力 移動防止装置及び当該装置の支持部材並びに当該装置の取付け溶接部分（のど厚で計算すること）

において，使用材料の規格最小降伏応力の0.8倍以下とすること。 

 
 

（新規） 
UR S21 6.2.3  
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14.6.12 コンテナ運搬船のハッチカバー 

14.6.12.1 適用 
-1. 本 14.6 の規定を適用するハッチカバーを設備する場

所におけるハッチコーミングの甲板上面上の高さは，600 mm
以上としなければならない。 

-2. 特に大きい乾舷を有するコンテナ運搬船に設備する

ハッチカバーにあっては，船級登録の申込者から申し出があ

った場合には，次の(1)から(4)の要件を満たすことを条件にガ

スケット及び締付装置の要件を参酌することができる。 
（略） 
-3. 危険物を含むコンテナの取扱いについては，

MSC/Circ.1087の関連規定によることで差し支えない。 
（略） 

14.6.12 コンテナ運搬船のハッチカバー 

14.6.12.1 適用 
-1. 本 14.6 の規定を適用するハッチカバーを設備する場

所におけるハッチコーミングの甲板上面上の高さは，第2 位

置でも600 mm以上としなければならない。 
-2. 特に大きい乾舷を有するコンテナ運搬船に設備する

ハッチカバーにあっては，船級登録の申込者から申し出があ

った場合には，次の(1)から(4)によりガスケット及び締付装置

の要件を参酌することができる。 
（略） 
-3. 危険物を含むコンテナの取扱いについては，

MSC/Circ.1087の関連規定によることで差し支えない。 
（略） 

-1.: UR S21 4.2.2/UI 
LL64 3 

-2: UR S21 4.2.2 
-3.: UR S21 4.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.6.13 バラスト兼用倉の倉口 

14.6.13.1 一般 
-1. バラストを漲水する貨物倉に設けられる上甲板暴露

部の鋼製ハッチカバー又はこれに類するハッチカバー並び

にハッチコーミングのグロス寸法は，次によることを標準と

する。本規定のハッチカバー又はこれに類するハッチカバー

並びにハッチコーミングは，バラストによる荷重に対して十

分な強度を有するよう特別な考慮を払わなければならない。 
(1) 頂板の厚さは，次の算式による値以上とする。ただ

し，二重張構造の場合には，実際に圧力を受ける板部

材にのみ，本規定を適用する。 
1.15𝑠√ℎ ൈ 10ିଷ  3.0（mm） 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 

14.6.13 バラスト兼用倉の倉口 

14.6.13.1 一般 
-1. バラストを漲水する貨物倉に設けられる上甲板暴露

部の鋼製ハッチカバー又はこれに類するハッチカバー並び

にハッチコーミングのグロス寸法は，次によることを標準と

する。本規定のハッチカバー又はこれに類するハッチカバー

並びにハッチコーミングは，バラストによる荷重に対して十

分な強度を有するよう特別な考慮を払わなければならない。 
(1) 頂板の厚さは，次の算式による値以上とする。ただ

し，二重張構造の場合には，実際に圧力を受ける板部

材にのみ，本規定を適用する。 
1.15𝑆√ℎ  3.0（mm） 
𝑆： 防撓材の心距（m） 
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ℎ： 4.10.3.1-1.(1)による。（kN/m2） 
(2) 防撓材の寸法は，次による。 

防撓材の中央における断面係数： 
𝐶ଵ𝐾𝑘ଵ𝑠ℎℓଶ ൈ 10ିଷ（cm3） 
防撓材の中央における断面二次モーメント：

𝐶ଶ𝑘ଶ𝑠ℎℓଷ ൈ 10ିଷ（cm4） 
防撓材の両端におけるウェブの断面積：

𝐶ଷ𝐾𝑠ℎℓ ൈ 10ିଷ（cm2） 
𝑠： 前(1)による。 
ℓ： 防撓材の支点間の距離（m） 
𝐶ଵ，𝐶ଶ及び𝐶ଷ： 係数で，表14.6.13-1.による。 
𝐾： 使用する鋼材の材料係数で，3.2の規定による。 
𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 係数で，表14.6.13-1.による。 
ℎ： 防撓材の配置の方向により算定される荷重で，

4.10.3.1-1.(2)による。（kN/m2） 
（略） 
-2. 有限要素解析によりハッチカバーの寸法を決定する

場合は，4.10.3.1-2.による荷重を考慮して，14.6.5 の規定によ

り算定すること。 
（略） 

ℎ： 4.10.3.1-1.(1)による。（kN/m2） 
(2) 防撓材の寸法は，次による。 

防撓材の中央における断面係数： 
𝐶ଵ𝐾𝑘ଵ𝑆ℎℓଶ（cm3） 
防撓材の中央における断面二次モーメント：

𝐶ଶ𝑘ଶ𝑆ℎℓଷ（cm4） 
防撓材の両端におけるウェブの断面積： 
𝐶ଷ𝐾𝑆ℎℓ（cm2） 
𝑆： 前(1)による。 
ℓ： 防撓材の支点間の距離（m） 
𝐶ଵ，𝐶ଶ及び𝐶ଷ： 係数で，表14.6.13-1.による。 
𝐾： 使用する鋼材の材料係数で，3.2の規定による。 
𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 係数で，表14.6.13-1.による。 
ℎ： 防撓材の配置の方向により算定される荷重で，

4.10.3.1-1.(2)による。（kN/m2） 
（略） 
-2. 有限要素解析によりハッチカバーの寸法を決定する

場合は，4.10.3.1-2.による荷重を考慮して，14.6.5.6 の規定に

より算定すること。 
（略） 
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2-2 編 ボックス型ばら積貨物船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 （削除） 

 

2-2 編 ボックス型ばら積貨物船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 ネット寸法手法 

3.1.1 腐食予備厚 

3.1.1.1 ハッチカバー及びハッチコーミング 
本 2-2 編の適用を受けるボックス型ばら積貨物船のハッチ

カバー及びハッチコーミングの両側の腐食予備厚は，1 編

3.3.4 に規定する表 3.3.4-2.に代えて，表 3.1.1-1.によらなけれ

ばならない。 

“3.1（削除）”と残す 

 
表3.1.1-1. ハッチカバー及びハッチコーミングの両側の腐食予備厚 

構造様式 𝑡（mm） 

単板構造のハッチカバー 2.0 

二重張構造のハッチカバー 
頂板及び底板 2.0 

内部構造部材 1.5 

ハッチコーミング及びハッチコーミングステイ 1.5 
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4 章 荷重 

4.1 一般 

4.1.1 概要 

4.1.1.1 本章の構成及び概要 
本章の各節には，本2-2編及び1編の各章に規定する構造寸法を定めるための各算式及び各強度評価に用いる荷重として，

表4.1.1-1.に示す追加要件を規定する。 
 

表4.1.1-1. 4章の概要 

節 表題 概要 

4.1 一般 4章の一般原則に関する要件 

4.2 縦強度において考慮する荷重 
5章及び1編5章に規定する曲げ捩り強度の要件において考

慮するハルガーダ荷重に関する追加要件 

4.3 局部強度において考慮する荷重 
6章及び1編6章に規定する局部強度の要件において考慮す

る荷重に関する追加要件 

4.4 主要支持構造強度の評価において考慮する荷重 
7章及び1編7章に規定する主要支持構造強度の要件におい

て考慮する荷重に関する追加要件 

4.5 貨物倉解析による強度評価において考慮する荷重 
8章及び1編8章に規定する貨物倉解析による強度評価の要

件において考慮する積付状態等に関する追加要件 

4.6 疲労において考慮する荷重 
9章及び1編9章に規定する疲労強度評価の要件において考

慮する荷重に関する追加要件 

4.7 追加の構造要件において考慮する荷重 
10章及び1編10章に規定する追加の構造要件において考慮

する荷重に関する追加要件 

4.8 艤装において考慮する荷重 
14章及び1編14章に規定する艤装の要件のうちハッチカバ

ー等の強度要件において考慮する荷重に関する追加要件 

附属書4.5 運航上積付状態と解析用積付状態の関係 貨物倉解析による強度評価において考慮する積付状態とロ
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ーディングマニュアルに記載される積付状態の関係につい

ての指針 
 

（削除） 4.8 艤装において考慮する荷重 

4.8.1 一般 

4.8.1.1 一般 
-1. 14.1 に規定するハッチカバー等において考慮する荷

重は，1 編 4.10.2 に代えて，本 4.8.2 によらなければならな

い。ただし，本会が適当と認めた場合，CSR-B&T 編の関連

規定を用いて差し支えない。 
-2. 本 4.8 の規定の適用にあたり，暴露甲板の位置（第 1

位置，第2位置等）は1編1.4.3.2の規定によらなければなら

ない。 

（削除） 

（削除） 
4.8.2 ハッチカバー等において考慮する荷重 

4.8.2.1 一般 
-1. 鋼製ハッチカバー，鋼製ポンツーンカバー及び鋼製の

風雨密ハッチカバーの強度評価で考慮する荷重は 4.8.2.2 及

び4.8.2.3によらなければならない。 
-2. ハッチビームの強度評価で考慮する荷重は 4.8.2.4 に

よらなければならない。 
-3. ハッチコーミングの強度評価で考慮する荷重は

4.8.2.5によらなければならない。 
-4. 閉鎖装置の強度評価で考慮する荷重は 4.8.2.6 によら

なければならない。 
-5. 移動防止装置の強度評価で考慮する荷重は 4.8.2.7 に

（削除） 
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よらなければならない。 
-6. バラスト兼用倉の倉口の強度評価で考慮する荷重は

4.8.2.8によらなければならない。 

（削除） 
4.8.2.2 ハッチカバーの強度評価で考慮する波浪荷重 
ハッチカバーに作用する垂直波浪荷重𝑃（kN/m2）は，表

4.8.2-1.による。なお，2 つ以上のハッチカバーがヒンジ結合

されている場合は，パネルごとに荷重を考慮しなければなら

ない。ただし，4.8.2.3に規定する貨物荷重と同時に考慮する

必要はない。 

（削除） 

 
表4.8.2-1. 垂直波浪荷重𝑃（kN/m2） 

 𝐿  100 𝐿  100 

第1 
位置 

船首部

0.25𝐿間(1) 

9.81
76 ቈ൫4.28𝐿  28൯

𝑥
𝐿

െ 1.71𝐿  95 

B型乾舷船舶の場合， 

9.81 ቈ൫0.0296𝐿ଵ  3.04൯
𝑥
𝐿

െ 0.0222𝐿ଵ  1.22 

B-60及びB-100型乾舷船舶の場合， 

9.81 ቈ൫0.1452𝐿ଵ െ 8.52൯
𝑥
𝐿

െ 0.1089𝐿ଵ  9.89 

その他 
9.81
76 ൫1.5𝐿  116൯ 9.81 ൈ 3.5 

第2位置  
9.81
76 ൫1.1𝐿  87.6൯ 9.81 ൈ 2.6 (2) 

（備考） 

𝑥： 𝐿の後端から考慮する鋼製ハッチカバーの長さ中央位置までの距離（m） 

𝐿ଵ： 𝐿（m）。ただし，340を超える場合は，340とする。 
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(4) 乾舷甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する倉口に対しては，第1位置のその他に対する荷重を用いること。 

(5) 第2位置の甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する船楼甲板暴露部の倉口に対しては，9.81 ൈ 2.1（kN/m2）として差し支えない。 

(6) 第1位置及び第2位置以外の暴露部における倉口に対する荷重は，本会が適当と認めるところによる。 
 

（削除） 
4.8.2.3 ハッチカバーの強度評価で考慮する貨物荷重 
-1. 等分布荷重の場合，設計貨物荷重𝑃ௗ（kN/m2）は次の

算式による。ただし，0未満としてはならない。 
𝑃ௗ ൌ 𝑃ௗ௦  𝑃ௗௗ 
𝑃ௗ௦： 静的圧力（kN/m2）で，次の(1)による。 
𝑃ௗௗ： 変動圧力（kN/m2）で，次の(2)による。 

(1) 静的圧力𝑃ௗ௦（kN/m2）は，次の(a)から(c)による。 
(a) 次の算式による。ただし，甲板の単位面積当りの

計画最大貨物積載重量（kN/m2）が次の算式と異

なる場合にはその値とする。なお，この場合に

は，貨物の積付高さを十分考慮して定めること。 
𝑃ௗ௦ ൌ 0.71𝑔ℎ 
ℎ： 考慮している場所の直上の構造配置に応じ

た貨物の積付高さで，甲板からその直上の

甲板までの船側における甲板間高さ（m）又

は直上の甲板のハッチコーミングの上端ま

での高さ（m）。 
(b) 暴露甲板に木材その他の貨物を積む場合は，甲

板の単位面積当りの計画最大貨物積載重量

（kN/m2）。 
(c) デッキビームに貨物を吊す場合又は甲板補機を

有する場合は，それらを考慮した重量。 

（削除） 
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(2) 変動圧力𝑃ௗௗ（kN/m2）は，次の(a)から(c)による。 

(a) 次の算式による。ただし，1 編 4.2.4 に規定する

包絡加速度を考慮した甲板の単位面積当りの計

画最大貨物積載重量（kN/m2）が次の算式と異な

る場合にはその値とする。なお，この場合には，

貨物の積付高さを十分考慮して定めること。 
𝑃ௗௗ ൌ 0.71𝑎௭ℎ 
𝑎௭： 1 編 4.2.4 に規定する上下方向の包

絡加速度 
ℎ： 考慮している場所の直上の構造配置に応じ

た貨物の積付高さで，甲板からその直上の

甲板までの船側における甲板間高さ（m）又

は直上の甲板のハッチコーミングの上端ま

での高さ（m） 
(b) 暴露甲板に木材その他の貨物を積む場合は，1編

4.2.4 に規定する上下方向の包絡加速度を考慮し

た甲板の単位面積当りの計画最大貨物積載重量

（kN/m2）。 
(c) デッキビームに貨物を吊す場合又は甲板補機を

有する場合は，それらを考慮した重量に1編4.2.4
に規定する上下方向の包絡加速度を考慮した

値。 
-2. 集中荷重の場合には，各荷重点に加わる計画最大貨物

積載荷重とする。 
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4.8.2.4 ハッチビームの強度評価で考慮する垂直波浪荷重 
ハッチビームの強度評価で考慮する垂直波浪荷重𝑃（kN/m2）は，表4.8.2-2.による。 

 
表4.8.2-2. 垂直波浪荷重𝑃(1)（kN/m2） 

 𝐿  100 𝐿  100 

第1位置 
9.81
76 ൫1.5𝐿  116൯ 9.81 ൈ 3.5 

第2位置 
9.81
76 ൫1.1𝐿  87.6൯ 9.81 ൈ 2.6(2) 

（備考） 

(1) 第1位置及び第2位置以外の暴露部における倉口に対するそれぞれの荷重は，本会が適当と認めるところによる。 

(2) 第2位置の甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する船楼甲板暴露部の倉口に対しては，9.81 ൈ 2.1（kN/m2）として

差し支えない。 

 

 

 

（削除） 
4.8.2.5 ハッチコーミングの強度評価で考慮する波浪荷

重 
 
ハッチコーミングの強度評価で考慮する波浪荷重𝑃は

次の(1)又は(2)による。 
(1) 最前端貨物倉の前端ハッチコーミング： 290 

kN/m2 
ただし，2-3 編 11.1 の規定に従う船首楼が設置され

ている場合は，220 kN/m2として差し支えない。 
(2) 前(1)以外のハッチコーミング： 220 kN/m2 

（削除） 
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（削除） 
4.8.2.6 閉鎖装置の強度評価で考慮する荷重 
締付装置に用いるボルト又はロッドの断面積を算出する

にあたり，ガスケットに作用する線圧力𝑝（N/mm）を考慮し

なければならない。ただし，5 N/mm 未満の場合は，5 N/mm
とする。 

（削除） 

（削除） 

4.8.2.7 移動防止装置の強度評価で考慮する波浪荷重 
移動防止装置の強度評価で考慮する設計波浪荷重𝑃௦௧

は，次の(1)又は(2)による。 
(1) 最前端貨物倉のハッチカバーに対する移動防止装置 

(a) ハッチカバー前端に働く船尾方向の圧力：

 230 kN/m2 
ただし，2-3編11.1の規定に従う船首楼が設置さ

れている場合は，175 kN/m2として差し支えない。 
(b) 船幅方向の圧力： 175 kN/m2 

(2) 前(1)以外のハッチカバーに対する移動防止装置 
ハッチカバー前端に働く船尾方向の圧力及び船幅方

向の圧力： 175 kN/m2 

（削除） 

（削除） 
4.8.2.8 バラスト兼用倉の倉口の強度評価で考慮する荷

重 
バラスト兼用倉の倉口の強度評価で考慮する荷重は，1 編

4.10.3の規定による。 

（削除） 
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（削除） 14章 艤装 

14.1 ハッチカバー 

14.1.1 適用 

14.1.1.1 一般 
-1. 本 14.1 の規定は，1 編 14.6 の規定に代えて適用しな

ければならない。 
-2. 本2-2編が適用される船舶の貨物用その他の倉口の構

造及び閉鎖装置は，14.1の規定によるものと同等以上の効力

を有するものでなければならない。ただし，本14.1の規定に

代えて，CSR-B&T編の関連規定を準用しても差し支えない。 
-3. ヘリコプタ甲板を兼ねるハッチカバーにあっては，1

編10.4.6の規定によらなければならない。 

（削除） 

（削除） 
14.1.1.2 ネット寸法手法 
-1. 特に規定する場合を除き，本 14.1 に規定する構造寸

法は腐食予備厚を含まないネット寸法とする。 
-2. 要求グロス寸法は，ネット寸法に3.1に規定する腐食

予備厚𝑡を加えた値以上としなければならない。 
-3. 14.1.1.1-2.の規定により，CSR-B&T編の関連規定を準

用する場合にあっては，CSR-B&T 編の規定中，ハッチコー

ミング，ハッチコーミングステイ及びステイに付く防撓材の

腐食予備厚は1.5 mmと読替える。 

（削除） 
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（削除） 
14.1.2 ハッチコーミングの構造及び強度基準 

14.1.2.1 ハッチコーミングの高さ 
ハッチコーミングの高さは，1 編 14.6.9.1 によらなければ

ならない。 

（削除） 
 

（削除） 
14.1.2.2 ハッチコーミングの寸法 
ハッチコーミングの寸法は，次の各規定により求まる値以

上としなければならない。ただし，後端ハッチコーミングに

ついては，次の(1)(b)のみ適用する。 
(1) ハッチコーミングの板部材のネット板厚𝑡,௧

は，次の算式により定まる値以上としなければなら

ない。 
(a) 前端及び船側ハッチコーミング 

𝑡,௧ ൌ 14.9𝑆ඨ
1.15𝑃
𝜎,

（mm），ただし，9.5 mm 未満

としてはならない。

 

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃： 波浪荷重（kN/m2）で，4.8.2.5 の規

定による 
𝜎, ൌ 0.95𝜎ி 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

(b) 後端ハッチコーミング 
𝐿が100 m以下の場合： 𝑡,௧ ൌ

4.5  0.05𝐿（mm） 
𝐿が100 mを超える場合： 𝑡,௧ ൌ 9.5

（mm） 

（削除） 
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（削除） (2) ハッチコーミング付二次防撓材のネット断面係数

𝑍௧は，次の算式により求まる値以上としなければ

ならない。 

𝑍௧ ൌ
1150ℓଶ𝑆𝑃
𝑚𝑐𝜎,

（cmଷ） 

𝑚： 16，ただしコーミング端部でのスニップの防撓

材の支点間に対しては，12 
ℓ： 二次防撓材の支点間距離（m） 
𝑆，𝑃及び𝜎,： 前(1)の規定による。 
𝑐： 二次防撓材の塑性断面係数を弾性断面係数

で除した値。ただし，各断面係数の算定にあたっ

ては，防撓される板の幅は，40𝑡,௧（mm）
としなければならない。各断面係数を算定しな

い場合は，1.16として差し支えない。 

（削除） 
 

（削除） (3) ハッチコーミングステイのネット寸法は，次の(a)，
(b)及び(c)の規定を満足しなければならない。 
(a) 甲板との結合部において，面材が甲板にラグ固

着される，又は，スニップ固着されブラケットが

設けられるハッチコーミングステイ（図 14.1.2-
1.参照）のネット断面係数及びウェブのネット板

厚は，次の算式により定まる値以上としなけれ

ばならない。なお，断面係数の算定にあたって

は，ステイ基部を規定位置とする。 

𝑍௧ ൌ
1000𝐻ଶ𝑆𝑃

2𝜎,
（cmଷ） 

𝑡௪,௧ ൌ
1000𝐻𝑆𝑃

ℎ𝜏,
（mm） 

𝐻： ステイの高さ（m） 

（削除） 
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𝑆： ステイの心距（m） 
ℎ： ステイの深さ（mm） 
𝜏, ൌ 0.5𝜎ி 
𝜎ி，𝑃及び𝜎,： 前(1)の規定によ

る。 
(b) ハッチコーミングステイのネット断面係数の算

定にあたっては，当該ステイが甲板に完全溶け

込み溶接されており甲板下構造が応力を適切に

伝達できるようになっている場合に限り，面材

の面積を考慮して差し支えない。 
(c) 前(a)によらない設計のハッチコーミングステイ

（図14.1.2-2.参照）については，前(1)に規定する

荷重がハッチコーミングステイに作用した場

合，当該部材に生じる応力が次の許容応力を超

えないように寸法を定めなければならない。 
直応力 𝜎：0.8𝜎ி 
せん断応力 𝜏：0.46𝜎ி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

87/198 

図14.1.2-1. ハッチコーミングステイの例 

 
 

図14.1.2-2. ハッチコーミングステイの例 

 
 

 

（削除） 
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（削除） 
14.1.2.3 ハッチコーミングの構造 
-1. 第1 位置における倉口及びコーミング高さが760 mm

を超える第2位置におけるハッチコーミングには，その上縁

より下方の適当な位置に，幅が 180 mm 以上の水平防撓材を

設けなければならない。 
-2. コーミングは，前-1.の水平防撓材から甲板に達する堅

固な肘板又は支柱を約3 mの間隔で設けて支持しなければな

らない。 
-3. 暴露部にあるハッチコーミングの上縁には，半丸鋼又

は類似の形鋼を設けて防撓し，その下縁は曲縁するか，又は

適当な構造としなければならない。 
-4. 小さい倉口の縁材の構造及び寸法については，

14.1.2.2-1.及び前-1.から-3.までの規定を適当に参酌して差し

支えない。 
-5. コーミングの高さが900 mmを超える場合及び倉口閉

鎖装置の形式により 14.1.2.2 の規定を適用することが困難な

場合のハッチコーミング及び深水タンクのハッチコーミン

グの構造及び寸法は，本会が適当と認めるところによる。 
-6. ハッチコーミング及びその構造部材は，次の詳細要件

を満足しなければならない。 
(1) ハッチコーミングの二次防撓材は，その全幅，全長に

わたり連続的に取付けなければならない。 
(2) ハッチコーミング及び甲板下構造物の構造は,ハッチ

カバーからハッチコーミングを通り甲板下構造物へ

と荷重伝達されるような構造としなければならな

い。ハッチコーミング及びその支持構造部材につい

ては，ハッチカバーからの荷重が適切に伝達される

よう船長，船幅及び上下方向に適切に防撓されなけ

ればならない。 

（削除） 
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(3) 甲板下構造部材は，ハッチコーミングから伝達され

る荷重に対して，当該部材に生じる応力が前-1.(4)に
規定する許容応力を超えないよう十分な強度を有し

ていなければならない。 
(4) 甲板とステイウエブとの溶接は両面連続溶接とし，

溶接のど厚は0.44𝑡௪,௦௦以上としなければならな

い。ただし，𝑡௪,௦௦はステイウエブのグロス板厚と

する。 
 
(5) ステイウエブの甲板との固着部の止端は，両側に十

分な開先をとった溶け込み溶接とし，その溶接長さ

はステイの幅の15%未満としてはならない。 
（削除） 

14.1.3 ハッチビーム，ハッチプレート，鋼製ポンツーン

ハッチカバー及び鋼製風雨密ハッチカバー 

14.1.3.1 一般 
-1. 鋼製ハッチプレート，鋼製ポンツーンハッチカバー及

び鋼製風雨密ハッチカバー（以下，「鋼製ハッチカバー」と

いう。）並びにハッチビームの各構造部材の寸法は，14.1.3 の

各規定によるものでなければならない。なお，荷重条件又は

構造様式が本14.1.3の各規定によらない場合には，本会が適

当と認める計算方法によらなければならない。 
-2. 鋼製ハッチカバーの許容応力は，表14.1.3-1.による。 
-3. 格子構造等の特別な場合には，鋼製ハッチカバーの各

桁部材に生じる応力は，骨組構造解析又は有限要素法解析に

より算定しなければならない。なお，モデル化にあたっては

ネット寸法を用いなければならない。 
-4. 暴露部のハッチカバー上に貨物を積載する場合の寸

法は，本14.1.3に定める暴露部のハッチカバーに関する規定

（削除） 
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と，14.1.4 に定める上に貨物を積載する場合のハッチカバー

に関する規定による値のうちの大きいもの以上としなけれ

ばならない。 
-5. ハッチカバーを形成する桁部材及び二次防撓材は，そ

の全幅及び全長にわたり連続的に取付けなければならない。

不連続となる場合は，十分な荷重伝達ができるよう適切に配

置し，かつ端部をスニップ固着してはならない。 
-6. ハッチカバー相互間の継手部は,垂直方向の相対変位

を制限する目的で備え付けなければならない。 
 

表14.1.3-1. 許容応力 
荷重の種類 対象部材 直応力：𝜎 せん断応力：𝜏 

設計波浪荷重 

鋼製ハッチプレート及び鋼製風雨

密ハッチカバー 
0.8𝜎ி 0.46𝜎ி 

ハッチビーム及び鋼製ポンツーン

ハッチカバー 
0.68𝜎ி 0.39𝜎ி 

（備考） 

𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 
 

 

（削除） 

（削除） 
14.1.3.2 ハッチカバー頂板のネット板厚 
鋼製倉口蓋ハッチカバーの頂板部材のネット板厚𝑡௧は，

次の算式により求まる値以上としなければならない。ただ

し，二次防撓材の心距の1%又は6 mmいずれか大きい方の値

以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 15.8𝐹𝑆ඨ
𝑃

0.95𝜎ி
（mm） 

𝐹𝑝： 係数で次による値 
1.9𝜎/𝜎（桁部材の付く鋼板において，𝜎/𝜎 

（削除） 
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0.8の場合） 
1.5（桁部材の付く鋼板において，𝜎/𝜎 ൏ 0.8の

場合） 
𝜎： 桁部材の付く鋼板に生じる直応力（N/mm2） 
𝜎： 許容応力で表14.1.3-1.による。（N/mm2） 
𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃： 4.8.2.2の規定による垂直波浪荷重（kN/m2） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

 
（削除） 

14.1.3.3 鋼製ハッチカバーの二次防撓材 
-1. 鋼製ハッチカバーの二次防撓材のネット断面係数

𝑍௧は，次の算式により定まる値以上としなければならな

い。なお，ネット断面係数の算定にあたっては，防撓される

板の幅を二次防撓材心距の値として算定しなければならな

い。 
 

𝑍௧ ൌ
1000𝑆𝑃ℓଶ

12𝜎
（cm3） 

ℓ： 二次防撓材の支点間距離（m）で，桁部材とそれ

に隣接する桁部材又は端部支持材との距離とす

る。すべての二次防撓材の両端に肘板が取付けら

れる場合は，最も小さい肘板の腕の長さの 2/3 減

じて差し支えない。ただし，減じる量は，減じる

前の支点間距離の 10%未満としなければならな

い。 
 

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃： 4.8.2.2の規定による垂直波浪荷重（kN/m2） 

（削除） 
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𝜎： 許容応力で表14.1.3-1.による。 
-2. 鋼製ハッチカバーの二次防撓材ウェブのネット断面

積𝐴𝑛𝑒𝑡は次の算式により定まる値以上としなければならな

い。 

𝐴௧ ൌ
5𝑆𝑃ℓ
𝜏

（𝑐𝑚ଶ） 

ℓ及び𝑃： 前-1.による 
𝜏： 許容応力で表14.1.3-1.による。 

-3. 平鋼の二次防撓材及び座屈防止用防撓材については，

次の算式を満足すること。 
ℎ

𝑡ௐ,௧
 15√𝑘 

 
ℎ： 防撓材の高さ（mm） 
𝑡ௐ,௧： 防撓材のネット板厚（mm） 
𝑘 ൌ 235/𝜎ி 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

（削除） 
14.1.3.4 鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビーム 
-1. ハッチコーミング間で単純支持され，かつ，等分布荷

重が加わる場合の鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビ

ームの寸法は，次の算式による値以上でなければならない。

ただし，鋼製ハッチプレートの場合，𝑆及びℓをそれぞれ𝐵及
び𝑆に読み替えて適用する。 
ハッチビーム又は桁部材の中央におけるネット断面係数 

𝑍௧ ൌ
1000𝑆𝑃ℓଶ𝑘ଵ

8𝜎
（cm3） 

ハッチビーム又は桁部材の中央におけるネット断面二次

モーメント 

（削除） 
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𝐼௧ ൌ
0.0063𝑆𝑃ℓଷ𝑘ଶ

𝜇 （cm4） 

ハッチビーム又は桁部材の両端におけるウェブのネット

断面積 

𝐴𝑛𝑒𝑡 ൌ
5𝑆𝑃𝑉ℓ
𝜏𝑎

（cm2） 

𝑆： 考慮しているハッチビーム又は桁部材の心距

（m） 
ℓ： 考慮しているハッチビーム又は桁部材の長さ

（m） 
𝐵： 鋼製ハッチプレートの幅（m） 
𝑃： 4.8.2.4 又は 4.8.2.2 の規定による垂直波浪荷

重（kN/m2） 
𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 係数で，1 編 14 章表 14.6.5-1.によ

る値 
𝜎𝑎及び𝜏： 許容応力で表14.1.3-1.による。 
𝜇： 係数で，表14.1.3-2.による値 

表14.1.3-2. 𝜇 
 𝜇 
鋼製ハッチプレート及び 
鋼製風雨密ハッチカバー 

0.0056 

ハッチビーム及び 
鋼製ポンツーンハッチカバー 

0.0044 

 
 

（削除） 
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（削除） -2. 4.8.2.2 に規定する荷重が鋼製ハッチカバーに作用し

たときに，当該部材に生じる応力を有限要素解析により算出

する場合，ネット板厚を用いてモデル化を行い，表 14.1.3-1.
に定める許容値を超えてはならない。梁解析又は骨組解析に

より応力を算出する場合，桁部材の付く圧縮側の鋼板のネッ

ト有効断面積𝐴ி,௧は次の算式による値とすること。このと

き，二次防撓材の断面積を𝐴ி,௧に加えてはならない。 
𝐴ி,௧ ൌ ∑ ൫10𝑏𝑡௧൯ （cm2） 
𝑛𝑓： 2（桁部材の付く鋼板が桁板ウェブの両側に

防撓される場合） 
  1（桁部材の付く鋼板が桁板ウェブの片側の

みに防撓される場合） 
𝑡௧： 桁部材の付く鋼板のネット板厚（mm） 
𝑏： 桁部材とそれに隣接する桁部材との距離の

半分（m）。ただし，0.165ℓを超えてはならない。 
ℓ： 桁部材のスパン（m） 

-3. 二次防撓材に平行な桁部材の心距は，桁部材の全長の

1/3を超えてはならない。 
-4. 桁部材の支点間距離が3.0 mを超える場合，その面材

の幅はウェブ深さの40%未満としてはならない。ただし，有

効なトリッピングブラケットがあるときは，これを支点とみ

なして差し支えない。また，面材の張り出し幅は面材のグロ

ス板厚の15倍を超えてはならない。 

（削除） 
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（削除） 
14.1.3.5 鋼製ハッチカバーの座屈強度 
鋼製ハッチカバーを形成する各構造部材の座屈強度につ

いては，次の(1)から(3)の規定によらなければならない。 
(1) 鋼製ハッチカバー頂板パネルの座屈強度について

は，次の(a)から(c)の規定による。 
(a) 二次防撓材に平行な桁部材の曲げにより生じる

鋼製ハッチカバー頂板パネルの圧縮応力は，次

の算式により定まる限界座屈応力𝜎ଵ（N/mm2）

の0.8倍を超えてはならない。 

𝜎ଵ ൌ 𝜎ாଵ      （𝜎ாଵ 
𝜎ி
2 の場合） 

𝜎ଵ ൌ 𝜎ி ൬1 െ
𝜎ி

4𝜎ாଵ
൰   （𝜎ாଵ 

𝜎ி
2 の場合） 

𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力

（N/mm2） 

𝜎ாଵ ൌ 3.6𝐸 ൬
𝑡௧

1000𝑆൰
ଶ
 

𝑡௧： パネルのネット板厚（mm） 
𝑆： 二次防撓材間の距離（m） 

(b) 二次防撓材に直交する桁部材の曲げにより生じ

る鋼製ハッチカバー頂板パネルの平均圧縮応力

は，次の算式により定まる限界座屈応力𝜎ଶの
0.8倍を超えてはならない。 

𝜎ଶ ൌ 𝜎ாଶ       （𝜎ாଶ 
𝜎ி
2 の場合） 

𝜎ଶ ൌ 𝜎ி ൬1 െ
𝜎ி

4𝜎ாଶ
൰   （𝜎ாଶ 

𝜎ி
2 の場合） 

（削除） 
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𝜎ாଶ ൌ 0.9𝑚𝐸 ൬
𝑡௧

1000𝑆௦
൰
ଶ
 

𝜎ி，𝐸及び𝑡௧： 前(a)による。 

𝑚 ൌ 𝑐 ቊ1  ൬
𝑆௦
ℓ௦
൰
ଶ

ቋ
ଶ

2.1
𝜓  1.1 

𝑆௦： パネルの短辺長さ（m） 
ℓ௦： パネルの長辺長さ（m） 
𝜓： 考慮しているパネルに作用する圧縮応

力の最小値を最大値で除した値 
𝑐： 考慮しているパネルを圧縮作用側に防

撓する部材に応じた次の値 
桁部材により防撓されている場合：1.30 
アングル又は T 型の防撓材により防撓

されている場合：1.21 
球平鋼により防撓されている場合：1.1 
平鋼により防撓されている場合：1.05 

(c) シェル要素でモデル化し有限要素法解析を行う

場合，二軸圧縮応力については，1編8章附属書

8.6「貨物倉解析に基づく座屈強度評価」による。 
(2) 二次防撓材に平行な桁部材の曲げにより生じる二次

防撓材の付く鋼板の圧縮応力は，次の算式により定

まる限界座屈応力𝜎ௌの0.8倍を超えてはならない。 

𝜎ௌ ൌ 𝜎ாௌ      （𝜎ாௌ 
𝜎ி
2 の場合） 

𝜎ௌ ൌ 𝜎ி ൬1 െ
𝜎ி

4𝜎ாௌ
൰   （𝜎ாௌ 

𝜎ி
2 の場合） 

𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 
𝜎ாௌ： 次の算式により定まる𝜎ாଷ及び𝜎ாସの値のう
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ちいずれか小さい方 

𝜎ாଷ ൌ
0.001𝐸𝐼,௧

𝐴௧ℓଶ
 

𝐼,௧： 二次防撓材心距に等しい幅をもつ

防撓材の付く鋼板を含む二次防撓材のネッ

ト断面二次モーメント（cm4） 
𝐴௧： 二次防撓材心距に等しい幅をもつ

防撓材の付く鋼板を含む二次防撓材のネッ

ト断面積（cm2） 
ℓ： 二次防撓材のスパン（m） 

𝜎ாସ ൌ
𝜋ଶ𝐸𝐼௪,௧

10ସ𝐼,௧ℓଶ
൬𝑚ଶ 

𝐾
𝑚ଶ൰  0.385𝐸

𝐼௧,௧

𝐼,௧
 

𝐾 ൌ
𝐶ℓସ

𝜋ସ𝐸𝐼௪,௧
ൈ 10 

𝑚： 𝐾の値に応じた値で，表14.1.3-3.による。 
𝐼௪,௧： 二次防撓材の形状に応じ，次の算式による

値 
二次防撓材が平鋼の場合 

𝐼௪,௧ ൌ
ℎ௪

ଷ𝑡௪,௧
ଷ

36 ൈ 10ି（cm6） 

二次防撓材がT型の場合 

𝐼௪,௧ ൌ
𝑡,௧𝑏

ଷℎ௪
ଶ

12 ൈ 10ି（cm6） 

二次防撓材がアングル材及び球平鋼の場合 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

98/198 

𝐼௪,௧ ൌ
𝑏

ଷℎ௪
ଶ

12൫𝑏  ℎ௪൯
ଶ ൣ𝑡,௧൫𝑏

ଶ  2𝑏ℎ௪

 4ℎ௪
ଶ൯  3𝑡௪,௧𝑏ℎ௪൧

ൈ 10ି（cm6） 
𝐼,௧： 二次防撓材の形状に応じ，次の算式による

値 
二次防撓材が平鋼の場合 

𝐼,௧ ൌ
ℎ௪

ଷ𝑡௪,௧

3 ൈ 10ିସ（cm4） 

二次防撓材が面材付の場合 

𝐼,௧ ൌ ቆ
ℎ௪

ଷ𝑡௪,௧

3  ℎ௪
ଶ𝑏𝑡,௧ቇ ൈ 10ିସ（cm4） 

𝐼௧,௧： 二次防撓材の形状に応じ，次の算式による

値 
二次防撓材が平鋼の場合 

𝐼௧,௧ ൌ
ℎ௪𝑡௪,௧

ଷ

3 ൈ 10ିସ（cm4） 

二次防撓材が面材付の場合 

𝐼௧,௧ ൌ
1
3 ቈℎ௪𝑡௪,௧

ଷ  𝑏𝑡,௧
ଷ ቆ1 െ 0.63

𝑡,௧

𝑏
ቇ

ൈ 10ିସ（cm4）

 

ℎ௪： ウェブの高さ（mm） 
𝑡௪,௧： ウェブのネット板厚（mm） 
𝑏： 面材の幅（mm） 
𝑡,௧： 面材のネット板厚（mm） 

𝐶： 次の算式による値 
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𝐶 ൌ
𝑘𝐸𝑡,௧

ଷ

3𝑠 ቆ1 
1.33𝑘ℎ௪𝑡,௧

ଷ

𝑠𝑡௪,௧
ଷ ቇ

 

𝑠： 二次防撓材の心距（mm） 
𝑘： 次の算式による値。ただし，負の値とし

ないこと。なお，面材付の二次防撓材に

あっては，0.1未満とする必要はない。 
𝑘 ൌ 1 െ 𝜂 

𝜂 ൌ
𝜎
𝜎ாଵ

 

𝜎ாଵ： 前(1)による 
𝑡,௧： 鋼製ハッチカバー頂板パ

ネルのネット板厚（mm） 
(3) 鋼製ハッチカバーを形成する桁部材のウェブパネル

のせん断応力は，次の算式により定まる限界座屈応

力𝜏の0.8倍を超えてはならない。なお，二次防撓材

に直交する桁部材ウェブ又は二次防撓材無しで形成

されている鋼製ハッチカバーの桁部材ウェブのせん

断応力は，考慮するパネルの端部間の平均せん断応

力とする。 

𝜏 ൌ 𝜏ா      （𝜏ா 
𝜏ி
2 の場合） 

𝜏 ൌ 𝜏ி ൬1 െ
𝜏ி

4𝜏ா
൰   （𝜏ா 

𝜏ி
2 の場合） 

𝜏ி ൌ
𝜎ி
√3

 

𝜏ா ൌ 0.9𝑘௧𝐸 ൬
𝑡,௧

1000𝑑൰
ଶ
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𝜎ி： 前(1)による。 
𝑡,௧： 桁部材ウェブのネット板厚（mm） 

𝑘௧ ൌ 5.35 
4.0

ሺ𝑎/𝑑ሻଶ 

𝑎： 桁部材ウェブパネルの長辺長さ（m）。ただし，

二次防撓材に直交する桁部材又は鋼製ハッチカ

バーが二次防撓材無しで形成されている場合

は，短辺長さ𝑑とする。 
𝑑： 桁部材ウェブパネルの短辺長さ（m） 

表14.1.3-3. 𝑚の値 
 1 ൏ 𝐾 ൏ 4 4  𝐾 ൏ 36 36  𝐾 ൏ 144 ሺ𝑚 െ 1ሻଶ𝑚ଶ  𝐾 ൏ 𝑚ଶሺ𝑚  1ሻଶ 

𝑚 1 2 3 𝑚 
 

（削除） 

（削除） 
14.1.3.6 撓み制限 
鋼製ハッチカバー及びハッチビームの垂直方向の撓み量

は，𝜇𝑙を超えてはならない。ただし，𝑙 は桁部材の最大支点

間距離，𝜇は表14.1.3-2.による。 

（削除） 

（削除） 
14.1.4 上に貨物を積載する場合等のハッチカバーに対

する要件 

14.1.4.1 一般 
-1. 上に貨物を積載する鋼製ハッチプレート，鋼製ポンツ

ーンハッチカバー及び鋼製風雨密ハッチカバー（以下，「鋼

（削除） 
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製ハッチカバー」という。）並びにハッチビームの各構造部

材の寸法は，14.1.3 の規定によるほか，本 14.1.4 の規定に適

合しなければならない。なお，荷重条件又は構造様式が本

14.1.4 の各規定によらない場合には，本会が適当と認める計

算方法によらなければならない。 
-2. 本14.1.4の各規定により求められる要求値は，腐食予

備厚を含む値とする。 
-3. 貨物の積付高さ及び貨物の形状により貨物荷重と波

浪荷重が同時に加わるような場合には，波浪荷重と貨物荷重

の重ね合わせを行い算定する等の特別な考慮を払わなけれ

ばならない。 
（削除） 

14.1.4.2 鋼製ハッチカバー頂板の板厚 
上に貨物を積載する場合のハッチカバー頂板の板厚𝑡は，

次の算式による値以上でなければならない。 
𝑡 ൌ 1.25𝑆ඥ𝐾𝑃ௗ  2.5（mm） 
𝑆： 防撓材の心距（m） 
𝑃ௗ： 設計貨物荷重で，4.8.2.3による。（kN/m2） 
𝐾： 使用する鋼材の材料係数で，1編3.2の規定によ

る。 
 

（削除） 

（削除） 
14.1.4.3 鋼製ハッチカバーの二次防撓材 
防撓桁により支持され，かつ，等分布荷重が加わる防撓材

の寸法は，有限要素解析によるほか，次の算式により定めて

もよい。 
0.71𝐶𝐾𝑆𝑃ௗℓଶ（cm3） 
𝐶： 防撓材の端部条件に応じた係数で，次による。 

両端ラグ固着のとき：1.0 

（削除） 
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両端スニップ又は一端スニップ他端ラグのと

き：1.5 
𝐾： 使用する鋼材の材料係数で，1編3.2の規定によ

る。 
𝑆： 防撓材の心距（m） 
𝑃ௗ： 設計貨物荷重で，4.8.2.3による。（kN/m2） 
ℓ： 防撓材の支点間の距離（m） 

（削除） 
14.1.4.4 鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビーム 
ハッチコーミング間で単純支持され，かつ，等分布荷重が

加わる場合の鋼製ハッチカバーの桁部材及びハッチビーム

の寸法は，次の算式による値以上でなければならない。ただ

し，鋼製ハッチプレートの場合，𝑆及び𝑙をそれぞれ𝑏及び𝑆に
読み替えて適用する。 

梁又は防撓材の中央における断面係数 
𝐶ଵ𝐾𝑘ଵ𝑆𝑃ௗℓଶ（cm3） 

梁又は防撓材の中央における断面二次モーメント 
𝐶ଶ𝑘ଶ𝑆𝑃ௗℓଷ（cm4） 

梁又は防撓材の両端におけるウェブの断面積 
𝐶ଷ𝐾𝑆𝑃ௗℓ（cm2） 
𝑆，𝑏，ℓ，𝑘ଵ及び𝑘ଶ： 14.1.3.4による。 
𝐶ଵ，𝐶ଶ及び𝐶ଷ： 係数で，表14.1.4-1.により

定まる値 
𝑃ௗ： 設計貨物荷重で，4.8.2.3 による。

（kN/m2） 
𝐾： 使用する鋼材の材料係数で，1編3.2の規定

による。 

（削除） 
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表14.1.4-1. 係数𝐶ଵ，𝐶ଶ及び𝐶ଷ 
𝐶ଵ 𝐶ଶ 𝐶ଷ 

1.07 1.81 0.064* 
（備考） 
*：鋼製ハッチプレートについては，適用されない。 

 

（削除） 

（削除） 
14.1.4.5 鋼製ハッチカバーの圧縮座屈強度 
鋼製ハッチカバーは，次の算式を満たさなければならな

い。ただし，二重張構造の場合は，実際に圧縮応力を受ける

板について考慮する。 
𝜎/𝜎  1.2 
𝜎： 限界圧縮座屈応力で，次による。 

𝜎′ 
𝜎ி
2 の場合：𝜎′ 

𝜎′ 
𝜎ி
2 の場合：𝜎ி ൬1 െ

𝜎ி
4𝜎′

൰ 

𝜎′ ൌ 0.74ሺ𝑡/𝑆ሻଶ（N/mm2） 
𝑡： 考慮している鋼板の板厚（mm） 
𝑆： 考慮している鋼板の防撓材の心距（m） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力

（N/mm2） 
𝜎： 考慮している鋼板に働く圧縮応力（N/mm2） 

（削除） 
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（削除） 
14.1.4.6 撓み制限 
鋼製ハッチカバー及びハッチビームの垂直方向の撓み量

は，0.0035lを超えてはならない。ただし，𝑙は桁部材の最大支

点間距離。 

（削除） 

（削除） 
14.1.4.7 コンテナ積み等の集中荷重に対する考慮 
コンテナ積み等の集中荷重が加わる場合には，次の(1)から

(4)の規定による検討を行わなければならない。ただし，本

14.1.4.7に規定するもの以外にあっては，1編8章の規定によ

ること 
(1) 荷重 

鋼製ハッチカバーに加わる荷重については，荷重の

種類により次の(a)又は(b)による。ただし，14.1.4.1-3
を適用する場合を除き，荷重の重ね合わせは行わな

い。 
(a) 積載荷重は，等分布荷重の場合には，4.8.2.3に規

定する𝑃ௗとし，集中荷重の場合には，各荷重点

に加わる計画最大貨物積載荷重とする。 
(b) 液体貨物・バラスト等による荷重は，4.8.2.8-2.に

よる。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにする。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を含む図面

寸法を用いて差し支えない。 
(c) 骨組構造にモデル化する場合，原則として，部材

の両面それぞれに部材寸法の 0.1 倍の幅に含ま

（削除） 
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れる鋼板を含めて差し支えない。ただし，含まれ

る鋼板は，他の部材により有効に補強されてい

るか，又は十分な板厚を有していると本会が認

めるものとする。また，部材の長さの0.1倍の幅

は，隣接する部材までの距離の半分を超えない

ようにする。 
(d) 構造モデルは，パッド（液体貨物・バラスト等に

よる荷重の場合にはクリート）において支持さ

れるものとする。なお，パッド（液体貨物・バラ

スト等による荷重の場合にはクリート）の配置

と防撓材の配置が異なる場合には，ハッチカバ

ー縁部材もモデル化する。 
(3) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定する

荷重が作用した場合に各構造部材に生じる応力及び

撓みの大きさが，表14.1.4-2.に定める許容値を満足す

るように部材寸法を決定する。 
(4) その他 

(a) 鋼製ハッチカバーの頂板の厚さは，14.1.4.2及び

1編14.6.13.1-1.(1)の規定による。 
(b) 防撓桁により支持され，かつ，等分布荷重が加わ

る防撓材の寸法は，有限要素解析によるほか，

14.2.5.4の規定により定めてもよい。 
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表14.1.4-2. 許容値 
荷重の種類 曲げ応力 せん断応力 撓み/スパン 

載荷荷重及び液体荷重・バラスト等による荷重 0.5𝜂𝜎ி 0.33𝜂𝜎ி 0.0035 

停泊中フォークリフト等の荷役用車両が使用されている場合 
（車両荷重に対して） 

0.625𝜂𝜎ி 0.415𝜂𝜎ி 0.0035 

（備考） 
𝜎ி： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 
𝜂： 材料に対する係数で次による 

KA，KB，KD，及びKE  1.00 
KA32，KD32，KE32及びKF32 0.96 
KA36，KD36，KE36及びKF36 0.92 
KA40，KD40，KE40及びKF40 0.89 

 

（削除） 

（削除） 
14.1.5 ハッチビーム，ハッチプレート，鋼製ポンツーン

ハッチカバー及び鋼製風雨密ハッチカバーに対

する特別規定 

14.1.5.1 ハッチビーム 
ハッチビームについては，1 編 14 章 14.6.7 の規定に加え

て，次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) ハッチビームに軽目孔をあける場合，その径はハッ

チビームの当該箇所の深さの 1/3 を越えないように

する。また，木材を積む場合は，軽目孔を設けないこ

とが望ましい。 
(2) 桁板の厚さは，次の算式による。 

10ℎ  4（mm） 
ℎ： ハッチビームの中央の深さ（m） 

(3) 14.1.3及び14.1.4の規定を適用する場合，ハッチビー

ムの長さ𝑙は，ハッチコーミングの内端間の距離とし

て差し支えない。 

（削除） 
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（削除） 
14.1.5.2 ハッチプレート 
ハッチプレートについては，1編14.6.7.2によること。 

（削除） 

（削除） 
14.1.5.3 鋼製ポンツーンハッチカバー 
鋼製ポンツーンハッチカバーについては，1 編 14.6.7.3 に

よること。 

（削除） 

（削除） 
14.1.5.4 鋼製風雨密ハッチカバー 
鋼製風雨密ハッチカバーについては，次の(1)から(5)による

こと。 
(1) 鋼製ハッチカバーの両端における深さは，中央にお

ける深さの1/3と150 mmのうちの大きい方のもの以

上でなければならない。 

（削除） 

（削除） (2) 特殊な形式のため又は小型のために14.1.3，14.1.4 及

び前(1)の規定を適用し難い場合並びに 14.1.2.1 によ

りハッチコーミングを省略する場合の鋼製風雨密ハ

ッチカバーの寸法及び構造は，本会が適当と認める

ところによる。 

（削除） 
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（削除） (3) 鋼製風雨密ハッチカバーの風雨密確保の方法は，次

の(a)から(g)による。ただし，ハッチカバーと船体構

造及び各ハッチカバー相互の相対変位が特に大きい

と予想される場合は，ガスケットと締付装置に対し

て特別の考慮を払う必要がある。なお，この配置は，

いかなる海面状態でも風雨密を確保することができ

るものでなければならない。 

（削除） 

（削除） (a) ハッチカバー及びその上の荷重は，鋼構造のみ

によって船体構造へ伝達するように設計する。 
（削除） 

（削除） (b) ハッチカバーと船体構造間及び各ハッチカバー

の継手部に取付けられるガスケット及び圧縮材

は，次による。 
i) 圧縮材は，耐蝕材料であり，ガスケットとの

接触面に十分な丸みを有するもの。 
ii) ガスケットの材質は，十分圧縮性があり，貨

物の種類に適合するもので，船舶に生じる

全ての環境条件に対して適当なもの。 
iii) ガスケットは，連続したものをハッチカバ

ー側に取付け，その形状は，ハッチカバーの

形式，締付装置の形式及びハッチカバーと

船体構造との相対変動を考慮して決定す

る。 

（削除） 
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（削除） (c) 次の(i)から(vi)を満足する締付装置を，ハッチカ

バー材，甲板又はハッチカバーに設ける。 
i) 締付装置の配置及び間隔は，ハッチカバー

の端部材の剛性，形式及び寸法を考慮して，

有効に風雨密性を確保するよう決定する。 
ii) 締付装置に用いるボルト又はロッドのグロ

ス断面積は，次の算式による値以上とする。

なお，倉口面積が 5 m2を超える場合には，

ボルト又はロッドの径は 19 mm 以上とする

こと。 
𝐴 ൌ 1.4𝑎ത/𝑓（cm2） 
𝑎ത： 当該締付装置の両側に隣接する締付装置間

距離の半分の距離（m）（図14.1.5-1.参照） 
𝑓： 次の算式による値 
𝑓 ൌ ሺ𝜎/235ሻ 
𝜎： 用いる鋼材の降伏応力の規格値

（N/mm2）。ただし，引張強さの70%未満の

値とすること。 
𝑒： 𝜎の値に応じて定まる係数で，次によ

る。 
𝜎  235 N/mm2の場合： 1.0 
𝜎  235 N/mm2の場合： 0.75 

iii) ガスケットに作用する線圧力が，5 N/mmを

超える場合には，締付装置に用いるボルト

又はロッドの断面積を ii)の算式及び算定さ

れる値に作用する線圧力と5 N/mmの比を乗

じて求まる値以上とする。 
iv) 1 つのハッチカバーに設けられる各締付装

置は，ほぼ同一の剛性を持つものとする。 

（削除） 
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v) 締付装置としてロッドクリートを用いる場

合は，弾力性を有するワッシャ又はクッシ

ョンを組み入れる。 
vi) 油圧式締付装置は，油圧系統に異常があっ

た場合でも，機械的に締付け状態を保持で

きるものである。 

（削除） (d) ハッチカバー縁部材の断面二次モーメントは，

次の算式による値以上とする。 
𝐼 ൌ 6𝑝𝑎ସ（cm4） 
𝑎： 当該ハッチカバーに設置される締付装置のうち

隣接する締付装置間距離の最大値（m） 
ただし2.5𝑎以上とすること。 
𝑎： maxሺ𝑎ଵ.ଵ, 𝑎ଵ.ଶሻ（m）（図14.1.5-1.参照） 
𝑝： 4.8.2.6の規定による。 

ハッチカバー縁部材の実際の断面二次モーメン

トを算出する場合，ハッチカバー縁部材付き板

部材の有効幅は次の2つのうち小さい方とする。 
i) 0.165𝑎 
ii) ハッチカバー縁部材と隣接する桁部材との

距離の半分の長さ  

（削除） 

（削除） (e) 形鋼又はラバーシールを支える部材の断面は十

分な大きさを有し，ハッチカバーの全周が均一

の圧力で線接触できるようハッチカバー端部構

造に結合すること。 

（削除） 
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（削除） (f) 次の i)から iv)に示す方法等により，排水を行え

るようにする。 
i) ガスケットの船内側には，ガッタバーを設

けるか，又はハッチコーミングを上方向に

延長させる等して，これらと圧縮材との間

の排水を容易にできるようにする。ただし，

コンテナ運搬船においては，船主の申し出

があり，かつ，本会が適当と認める場合には

この規定を斟酌することができる。 
ii) 排水口には，逆止弁を設けるか，又は同等の

方法により外部からの水の流入を防げる構

造にする。 
iii) ハッチカバー相互間の継手部には，ガスケ

ットの上部の排水溝のほかに，ガスケット

の下部にも排水溝を設ける。 
iv) ハッチカバーと船体構造間が連続メタルタ

ッチ構造の場合には，メタルタッチ構造と

ガスケットの間に排水設備を設ける。 

（削除） 

（削除） (g) 鋼製風雨密ハッチカバーを設ける船舶には，次

の i)から v)に示す事項を記載したハッチカバー

の操作と保守に関する手引き書を備えることを

推奨する。 
i) 開閉の方法 
ii) ガスケット，締付装置及び操作装置の保守

方法 
iii) 排水設備の清掃方法 
iv) 腐食の防止方法 

v) 予備品表 

（削除） 
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（削除） (4) ハッチカバーの上に貨物を積載する場合には，前(3)
の要件に加え次の(a)から(e)による。 
(a) 船体運動の加速度によりハッチカバーに発生す

る水平方向及び垂直方向の力に対して，ハッチ

カバーの移動を防止する措置を講じる。なお，風

雨密倉ハッチカバーの場合には，風雨密の喪失

を防止する措置を講じる。 
(b) ハッチカバーと船体運動の損傷を防止するた

め，ストッパーはハッチカバーと船体構造間の

相対運動を考慮して配置する。 
(c) ハッチカバー材及び支持構造は，ハッチカバー

上の荷重に十分耐える構造とする。 
(d) 各ハッチカバー相互の継手部には，ハッチカバ

ー上に貨物を積載するハッチカバー及び貨物を

積載しないハッチカバーの上下方向の過度の相

対変位を防止するよう措置を講じる。 
(e) 暴露部のハッチカバーの上に貨物を積載する場

合，ハッチカバーの構造及び寸法については，

14.1.3及び14.1.4の規定によるほか，次による。 
i) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用提出

図面に明記する。海上コンテナを積載する

場合は，海上コンテナの種類及び積付位置

も承認用提出図面に明記する。 
ii) 海上コンテナの隅金具の下部には，桁板な

いし防撓材を設け適当に補強する。 
iii) 車両を積載する場合，ハッチカバーの頂板

の厚さは，2-6編10.1の規定を準用する。 

（削除） 
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（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 鋼製風雨密ハッチカバーは，青波の水平荷重により

起こるハッチカバーの移動を防止する装置を備えなければな

らない。なお，当該装置は表14.1.5-1.に規定する強度要件に適

合しなければならない。 

（削除） 
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図14.1.5-1. 締付装置間距離の取り方 

 

（削除） 

 
表14.1.5-1 鋼製風雨密ハッチカバー移動防止装置に関する強度要件 

設計圧力 4.8.2.7の規定による。 

許容等価応力 移動防止装置及び当該装置の支持部材並びに当該装置の取付け溶接部分（のど厚で計算すること）

において，使用材料の降伏点又は耐力の0.8倍以下とすること。 
 

（削除） 
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（削除） 
14.1.6 取外し式ハッチカバーで閉鎖する倉口のターポ

リン及び締付装置 

14.1.6.1 
取外し式ハッチカバーで閉鎖する倉口のターポリン及び

締付装置は，1編14.6.8の規定による。 

（削除） 

（削除） 
14.1.7 バラスト兼用倉の倉口 

14.1.7.1  
バラストを漲水する貨物倉に設けられる上甲板暴露部の

ハッチカバー又はこれに類するハッチカバー並びにハッチ

コーミングの寸法は，1編14.6.13の規定による。 
 

（削除） 

2-3 編 鉱石運搬船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 （削除） 

 

2-3 編 鉱石運搬船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 ネット寸法手法 

3.1.1 腐食予備厚 

3.1.1.1 ハッチカバー及びハッチコーミング 
本 2-3 編の適用を受ける鉱石運搬船のハッチカバー及びハ

ッチコーミングの両側の腐食予備厚は，1編3.3.4に規定する

表 3.3.4-2.に代えて，2-2 編 3.1.1 に規定する表 3.1.1-1.によら

なければならない。 

“3.1（削除）”と残す 
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4 章 荷重 

 
（削除） 
 

4 章 荷重 

 
4.5 艤装において考慮する荷重 

4.5.1 一般 

4.5.1.1 一般 
14.1に規定するハッチカバー等において考慮する荷重は，

1編4.10に代わって，2-2編4.8の規定によらなければならな

い。ただし，本会が適当と認めた場合，CSR-B&T 編の関連

規定を用いて差し支えない。 

（削除） 

11章 貨物区域外の構造 

11.1 船楼 

11.1.1 船首楼 

11.1.1.1  
-1. B 編 1.3.1(13)に定義するばら積貨物船にあっては，次

の(1)から(5)の規定に従う船首楼を設けなければならない。本

船の配置等により，本規定を適用し難い場合は本会の適当と

認めるところによる。 
（略） 

(4) 1 編 4.10.2.2-2.に規定する最前端貨物倉の前端ハッチ

コーミングの荷重及び 1 編 4.10.6 に規定する最前端

貨物倉ハッチカバー前端に働く船尾方向の圧力を減

じる場合には，船首楼甲板後端と最前端貨物倉の前端

ハッチコーミングの距離ℓி（m）が，次の算式を満足

11章 貨物区域外の構造 

11.1 船楼 

11.1.1 船首楼 

11.1.1.1  
-1. B編1.3.1(13)に定義するばら積貨物船にあっては，次

の(1)から(5)の規定に従う船首楼を設けなければならない。本

船の配置等により，本規定を適用し難い場合は本会の適当と

認めるところによる。 
（略） 

(4) 2-2 編 4.8.2.5 に規定する最前端貨物倉の前端ハッチ

コーミングの荷重及び 2-2 編 4.8.2.7 に規定する最前

端貨物倉ハッチカバー前端に働く船尾方向の圧力を

減じる場合には，船首楼甲板後端と最前端貨物倉の

前端ハッチコーミングの距離ℓி（m）が，次の算式を
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すること。 
ℓி  5ඥ𝐻ி െ 𝐻 
𝐻ி及び𝐻： 前(3)による 

 

満足すること。 
ℓி  5ඥ𝐻ி െ 𝐻 
𝐻ி及び𝐻： 前(3)による 

 

（削除） 14章 艤装 

14.1 ハッチカバー 

14.1.1 適用 

14.1.1.1 一般 
貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖装置は，2-2 編 14.1 の

規定によらなければならない。 

（削除） 

2-5 編 一般貨物船，冷凍運搬船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 （削除） 

 

2-5 編 一般貨物船，冷凍運搬船 

3 章 構造設計の原則 

3.1 ネット寸法手法 

3.1.1 腐食予備厚 

3.1.1.1 ハッチカバー及びハッチコーミング 
本2-5編の適用を受けるB編 1.3.1(19)に定義するセルフア

ンローダ船のハッチカバー及びハッチコーミングの両側の

腐食予備厚は，1 編 3.3.4 に規定する表 3.3.4-2.に代えて，2-2

“3.1（削除）”と残す 
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編3.1.1に規定する表3.1.1-1.によらなければならない。 

10章 追加の構造要件 

10.5 セルフアンローダ船に対する追加要件 

10.5.1 一般 

10.5.1.1 適用 
B 編 1.3.1(19)に規定するセルフアンローダ船については，

次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) 1 編 14.6，2-3 編 3.2 及び 11.1 を適用しなければなら

ない。 
(2) 貨物倉区域が単船側構造のセルフアンローダ船のサ

イドフレームについては，IACS 統一規則 S12 に適合

しなければならない。 
(3) 1.1.1.2 の規定により，2-2 編 1 章附属書 1.1「SOLAS

条約第 XII 章におけるばら積貨物船の追加要件」を

適用するセルフアンローダ船にあっては，当該附属書

の適用にあたり，自動揚貨を行う設備により貨物倉間

の水密性を維持できない場合には，同附属書 An3.及
び An5.の規定にかかわらず，実際に想定される浸水

状態における荷重を考慮しなければならない。 
 

10章 追加の構造要件 

10.5 セルフアンローダ船に対する追加要件 

10.5.1 一般 

10.5.1.1 適用 
B 編 1.3.1(19)に規定するセルフアンローダ船については，

次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) 2-2 編 14.1，2-3 編 3.2 及び 11.1 を適用しなければな

らない。 
(2) 貨物倉区域が単船側構造のセルフアンローダ船のサ

イドフレームについては，IACS統一規則S12に適合

しなければならない。 
(3) 1.1.1.2の規定により，2-2編1章附属書 1.1「SOLAS

条約第 XII 章におけるばら積貨物船の追加要件」を

適用するセルフアンローダ船にあっては，当該附属

書の適用にあたり，自動揚貨を行う設備により貨物

倉間の水密性を維持できない場合には，同附属書

An3.及びAn5.の規定にかかわらず，実際に想定され

る浸水状態における荷重を考慮しなければならな

い。 
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附  則 
 

1. この規則は，2024年7月1日（以下，「施行日」と

いう。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，

この規則による規定にかかわらず，なお従前の例に

よる。 
3. 全面改正された鋼船規則C編（2022年7月1日 規

則 第61号）及び同検査要領（2022年7月1日 達 
第46号）前の鋼船規則C編及び同検査要領（以下，

規則 旧 C 編及び検査要領 旧 C 編）が適用される

船舶であって，この規則の施行日以降に建造契約*
が行われたものにあっては，次に示す規定にこの規

則を適用する。 
規則 旧C編 20章 
検査要領 旧C編 C20 

* 建造契約とは，最新の IACS Procedural Requirement 
(PR) No.29に定義されたものをいう。 

 
IACS PR No.29 (Rev.0, July 2009) 

 
英文（正） 仮訳 

1. The date of “contract for construction” of a 
vessel is the date on which the contract to build 
the vessel is signed between the prospective 
owner and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all 
the vessels included in the contract are to be 
declared to the classification society by the 
party applying for the assignment of class to a 
newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者
と造船所との間で建造契約のサインが交
わされた日をいう。なお，この契約日及び
契約を交わす全ての船舶の建造番号（船番
等）は，新造船に対し船級登録を申込む者
によって，船級協会に申告されなければな
らない。 
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2. The date of “contract for construction” of a 
series of vessels, including specified optional 
vessels for which the option is ultimately 
exercised, is the date on which the contract to 
build the series is signed between the 
prospective owner and the shipbuilder. 

 For the purpose of this Procedural Requirement, 
vessels built under a single contract for 
construction are considered a “series of vessels” 
if they are built to the same approved plans for 
classification purposes. However, vessels 
within a series may have design alterations from 
the original design provided: 
(1) such alterations do not affect matters 

related to classification, 
or 

(2) If the alterations are subject to classification 
requirements, these alterations are to 
comply with the classification 
requirements in effect on the date on which 
the alterations are contracted between the 
prospective owner and the shipbuilder or, 
in the absence of the alteration contract, 
comply with the classification 
requirements in effect on the date on which 
the alterations are submitted to the Society 
for approval.  

 The optional vessels will be considered part of 
the same series of vessels if the option is 
exercised not later than 1 year after the contract 
to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示され
ている場合，オプション行使によるシリー
ズ船の「建造契約日」は，予定所有者と造
船所との間で建造契約のサインが交わさ
れた日をいう。本Procedural Requirementの
適用において，1つの建造契約書に基づく
船舶が同一の承認図面によって建造され
る場合は，シリーズ船と見なす。しかしな
がら，以下の条件を満たす設計変更にあっ
ては，シリーズ船は原設計から設計変更を
行うことができる。 

 
(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさ

ない， 
又は， 

(2) 設計変更が船級規則の対象となる場
合，当該変更が予定所有者と造船所と
の間で契約された日に有効な船級規
則に適合している，又は設計変更の契
約が無い場合は承認のために図面が
船級協会に提出された日に有効な船
級規則に適合している。 

 
 
オプションによる建造予定船は，シリーズ
船の建造契約が結ばれてから 1 年以内に
オプションが行使される場合，シリーズ船
として扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to 
include additional vessels or additional options, 
the date of “contract for construction” for such 
vessels is the date on which the amendment to 
the contract, is signed between the prospective 
owner and the shipbuilder. The amendment to 
the contract is to be considered as a “new 
contract” to which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加の
オプションを含める契約の変更がなされ
た場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。こ
の契約変更は前1.及び2.に対して，「新し
い契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to 
change the ship type, the date of “contract for 
construction” of this modified vessel, or vessels, 
is the date on which revised contract or new 
contract is signed between the Owner, or 
Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更
があった場合，改造された船舶の「建造契
約日」は，予定所有者と造船所との間で契
約変更又は新規契約のサインが交わされ
た日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 

2009. 

備考：  
1. 本PRは，2009年7月1日から適用する。 
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鋼船規則CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

19章 倉口，機関室口その他の甲板口 

 

19.1 一般 

19.1.3 定義 
19.2 の規定において，使用される用語の定義は，次のとお

りとする。 
(1) タイプ 1 船舶とは，次(2)で規定する船種以外の船舶

とする。 
(2) タイプ2船舶とは，B編1.3.1(13)に定義する鉱石運搬

船及び鉱石運搬船兼油タンカー（CSRの付記を有する

船舶を除く）並びに B 編 1.3.1(19)に定義するセルフ

アンローダ船とする。 

19.1 一般 

（新規） 
 

（新規） 
UR S21 1.1 
 

19.2 倉口 

19.2.1 適用* 
-1. 暴露部に設ける貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖

装置は，19.2 の規定によるものと同等以上の効力を有するも

のでなければならない。 
 
 
 
 
 
-2. 荷重条件又は構造様式が本節の各規定によらない場合

には，本会が適当と認める計算方法によらなければならない。 

19.2 倉口 

19.2.1 適用* 
-1. 貨物用その他の倉口の構造及び閉鎖装置は，19.2の規

定によるものと同等以上の効力を有するものでなければな

らない。 
-2. 本節の規定にかかわらず，B編1.3.1(13)に定義するば

ら積貨物船，B 編 1.3.1(19)に定義するセルフアンローダ船及

びばら積貨物船として登録を受けようとする船舶の貨物用

その他の倉口の構造及び閉鎖装置は，本会の適当と認めると

ころによる。 
-3. 荷重条件又は構造様式が本節の各規定によらない場合

には，本会が適当と認める計算方法によらなければならない。 

UR S21 1.1 
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-3. 非暴露部の倉口蓋及び倉口縁材並びに漁船の倉口蓋

及び倉口縁材については，本会が適当と認めるところによる。 

19.2.2 一般規定 
-1. 鋼製蓋板，鋼製ポンツーン蓋及び鋼製風雨密蓋を形成

する桁部材及び防撓材は，その全幅及び全長にわたり連続的

に取り付けなければならない。不連続となる場合は，十分な

荷重伝達ができるよう適切に配置し，かつ端部をスニップ固

着してはならない。 
-2. 防撓材に平行な桁部材の心距は，桁部材の全長の 1/3

を超えてはならない。ただし，有限要素法解析による強度計

算を行う場合はこの限りではない。 
-3. 倉口縁材の防撓材は，その全幅，全長にわたり可能な

限り連続的に取り付けなければならない。 

19.2.2 一般規定 
-1. 鋼製蓋板，鋼製ポンツーン蓋及び鋼製風雨密蓋を形成

する桁部材及び二次防撓材は，その全幅及び全長にわたり連

続的に取り付けなければならない。不連続となる場合は，十

分な荷重伝達ができるよう適切に配置し，かつ端部をスニッ

プ固着してはならない。 
-2. 二次防撓材に平行な桁部材の心距は，桁部材の全長の

1/3を超えてはならない。ただし，有限要素法解析による強度

計算を行う場合はこの限りではない。 
-3. 倉口縁材の二次防撓材は，その全幅，全長にわたり連

続的に取り付けなければならない。 

UR S21 1.4 
 

19.2.3 ネット寸法手法 
（略） 
-5. 有限要素法解析により強度評価を行う場合のモデル

は，ネット寸法としなければならない。 

19.2.3 ネット寸法手法 
（略） 
-5. 骨組解析及び有限要素法解析により強度評価を行う

場合のモデルは，ネット寸法としなければならない。 
 

UR S21 1.5 
 

 
 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

123/198 

表CS19.1 腐食予備厚 tc 
船種 構造様式 腐食予備厚 

コンテナ運搬船 
自動車運搬船 

鋼製倉口蓋（全般） 1.0 

倉口縁材 1.5 

本節の適用を受ける船舶で

あって，上記以外の船舶 

単板構造の鋼製倉口蓋 2.0 

二重張構造の鋼製倉口蓋 
頂板，側板及び底板 1.5 
内部構造材 1.0 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及びステイに付く防撓材 1.5 

 
表CS19.1 腐食予備厚 tc 

タイプ 船種 構造様式 𝑡（mm） 

タイプ1船舶 

下記以外の船舶 

単板構造の鋼製倉口蓋 2.0 

二重張構造の鋼製倉口蓋 頂板，側板及び底板 1.5 

内部構造部材 1.0 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び倉口縁材に付く防撓材 1.5 

コンテナ運搬船 
自動車運搬船 

鋼製倉口蓋（全般） 1.0 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び倉口縁材に付く防撓材 1.5 

タイプ2船舶 

鉱石運搬船 
鉱石運搬船兼油タンカー 
セルフアンローダ船 
（B編1.3.1(13)（CSRの付

記を有する船舶を除く）

及び(19)に定義する船舶） 

単板構造の鋼製倉口蓋 2.0 

二重張構造の鋼製倉口蓋 
頂板，側板及び底板 2.0 

内部構造部材 1.5 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び倉口縁材に付く防撓材 1.5 

（備考） 

(1) 非暴露部の倉口蓋及び倉口縁材（倉口縁材ステイ及び縁材に付く防撓材を含む）については，本会が適当と認めるところによる。 

(2) タイプ1船舶及びタイプ2船舶の定義は，19.1.3による。 
 

UR S21 7.1 
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19.2.4 鋼製倉口蓋，倉口梁及び倉口縁材の設計荷重* 
19.2 の適用を受ける鋼製蓋板，鋼製ポンツーン蓋，鋼製風

雨密蓋，倉口梁倉口縁材の設計荷重は，次の(1)から(5)による

値とする。 
(1) 垂直波浪荷重𝑃ு（kN/m2）は，表CS19.2による。た

だし，(3)及び(4)に規定する貨物荷重と同時に考慮す

る必要は無い。特に大きい乾舷を有する船舶について

は本会の適当と認めるところによる。 

19.2.4 鋼製倉口蓋，倉口梁及び倉口縁材の設計荷重 
19.2の適用を受ける鋼製蓋板，鋼製ポンツーン蓋，鋼製風

雨密蓋，倉口梁倉口縁材の設計荷重は，次の(1)から(5)による

値とする。 
(1) 垂直波浪荷重PV（kN/m2）は，表CS19.2 による。た

だし，(3)及び(4)に規定される貨物荷重と同時に考慮

する必要は無い。特に大きい乾舷を有する船舶につ

いては本会の適当と認めるところによる。 

UR S21 2.1 
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表CS19.2 垂直波浪荷重𝑃ு (*1) (*2)（kN/m2） 

 𝑃ு（kN/m2） 

位置 I  

船首部0.25𝐿間 9.81
76 ቊ൫4.28𝐿  28൯ 𝑥𝐿𝑓

െ 1.71𝐿  95ቋ(*3) 

その他 
9.81
76 ൫1.5𝐿  116൯ 

位置 II  
9.81
76 ൫1.1𝐿  87.6൯ 

（備考） 
(*1) 𝐿：A編2.1.3に定義する船の乾舷用長さ（m） 

 x：Lfの後端から鋼製倉口蓋の長さ中央位置までの距離（m） 
(*2) 位置I及び位置II以外の暴露部における倉口に対するそれぞれの荷重は，本会が適当と認めるところによる。 
(*3) 乾舷甲板から標準船楼高さ以上上方に位置する倉口に対しては，

ଽ.଼ଵ

൫1.5𝐿  116൯（kN/m2）として差し支えない。 

 

UR S21 2.1 
 

(2) 水平波浪荷重PA（kN/m2）は，次の算式により定まる

値とする。ただし，表CS19.3により定まる値未満と

してはならない。なお，移動防止用装置を支持する構

造部材を評価する場合を除き，倉口蓋の直接強度計算

に水平波浪荷重を考慮する必要は無い。 

𝑃 ൌ 𝑓𝑓 ቂ𝑓𝐶ଵ െ yቃ 
𝑓： 次の算式による値 

保護されない前端倉口縁材及び前端倉口蓋縁部

材の場合： 

20 
𝐿ᇱ

12 

表定乾舷よりも標準船楼高さの 1 層分以上上方に

位置する乾舷甲板にある，保護されない前端倉口縁

材及び前端倉口蓋縁部材の場合： 

(2) 水平波浪荷重PH（kN/m2）は，次の算式により定まる

値とする。ただし，表CS19.3により定まる値未満と

してはならない。なお，移動防止用装置を支持する構

造部材を評価する場合を除き，倉口蓋の直接強度計

算に水平波浪荷重を考慮する必要は無い。 
𝑃ு ൌ 𝑎𝑐ሺ𝑏𝐶ଵ െ 𝑦ሻ 

a： 次の算式による値 
保護されない前端倉口縁材及び前端倉口蓋縁部

材の場合： 

20 
𝐿ᇱ

12 

表定乾舷よりも標準船楼高さの 1 層分以上上方に

位置する乾舷甲板にある，保護されない前端倉口

縁材及び前端倉口蓋縁部材の場合： 

 

UR S21 2.2.1 
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10 
𝐿ᇱ

12 

倉口縁材側板及び倉口蓋縁部側板並びに保護され

た前端倉口縁材及び前端倉口蓋縁部材の場合： 

5 
𝐿ᇱ

15 

船体中央より後方にある後端倉口縁材及び後端

倉口蓋縁部材の場合： 

7 
𝐿ᇱ

100 െ 8
𝑥
𝐿ଵ

 

船体中央より前方にある後端倉口縁材及び後端

倉口蓋縁部材の場合： 

5 
𝐿ᇱ

100 െ 4
𝑥
𝐿ଵ

 

𝐿ᇱ ： 船の長さ𝐿ଵ（m） 
𝐿ଵ： 構造用喫水 dS における船首材の前面から，舵頭

材の中心までの距離（m）をいう。ただし，L1は，

構造用喫水 dSにおける全長の 96%以上としなけれ

ばならないが，97%を超える必要はない。舵頭材の

ない船舶（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）

にあっては，L1は，構造用喫水dSにおける全長（m）
の97%としなければならない。 

dS：構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求

寸法を算定するものであって，満載積付状態にお

ける喫水とする。構造用喫水 dSは，指定乾舷に対

応する喫水以上としなければならない。 
𝐶ଵ： 次の算式による値 

10 
𝐿ᇱ

12 

倉口縁材側板及び倉口蓋縁部側板並びに保護され

た前端倉口縁材及び前端倉口蓋縁部材の場合： 

5 
𝐿ᇱ

15 

船体中央より後方にある後端倉口縁材及び後端

倉口蓋縁部材の場合： 

7 
𝐿ᇱ

100 െ 8
𝑥
𝐿ଵ

 

船体中央より前方にある後端倉口縁材及び後端

倉口蓋縁部材の場合： 

5 
𝐿ᇱ

100 െ 4
𝑥
𝐿ଵ

 

𝐿ᇱ ： 船の長さ𝐿ଵ（m） 
𝐿ଵ： 構造用喫水 dS における船首材の前面から，舵頭

材の中心までの距離（m）をいう。ただし，L1は，

構造用喫水dSにおける全長の96%以上としなけれ

ばならないが，97%を超える必要はない。舵頭材の

ない船舶（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）

にあっては，L1は，構造用喫水dSにおける全長（m）
の97%としなければならない。 

dS：構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強度要求

寸法を算定するものであって，満載積付状態にお

ける喫水とする。構造用喫水dSは，指定乾舷に対

応する喫水以上としなければならない。 
𝐶ଵ： 次の算式による値 
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 𝐶ଵ ൌ 10.75 െ ቀଷିభ
ଵ

ቁ
ଵ.ହ

 

𝑐： 係数で1.0とする。 
𝑓： 次の算式による値 

 
௫
భ
が0.45未満の場合： 1.0  ൬

.ସହି ೣ
ಽభ

್భା.ଶ
൰
ଶ

 

 
௫
భ
が0.45以上の場合： 1.0 

1.5 ൬
ೣ
ಽభ
ି.ସହ

್భା.ଶ
൰
ଶ

 

𝑥 ： 考慮している倉口縁材又は倉口蓋縁部材から後

部垂線までの距離（m）。側板では側板の中央か

ら後部垂線までの距離とする。ただし，側板の長

さが 0.15 L1を超える場合には，0.15 L1を超えな

いようなほぼ等しい区画に分け，それぞれの区画

の中央から後部垂線までの距離とする。 
𝐶ଵ： 方形係数。ただし，𝐶が0.6以下のときは0.6

とし，0.8以上のときは0.8とする。また，船体中

央より前方にある後端倉口縁材及び後端倉口蓋

縁部材の𝑓を算定する場合は，𝐶ଵを0.8とする。 

 

𝑓： 次の算式による値。ただし，
ᇱ
ᇱ
の値が0.25未満の

ときは0.25とする。 

  0.3  0.7 ᇱ
ᇱ

 

𝑏ᇱ ： 考慮している位置における倉口縁材の幅

（m） 

 𝐶ଵ ൌ 10.75 െ ቀଷିభ
ଵ

ቁ
ଵ.ହ

 

𝑐： 係数で1.0とする。 
𝑏 ： 次の算式による値 

 
௫
భ
が0.45未満の場合： 1.0  ൬

.ସହି ೣ
ಽభ

್భା.ଶ
൰
ଶ

 

 
௫
భ
が0.45以上の場合： 1.0 

1.5 ൬
ೣ
ಽభ
ି.ସହ

್భା.ଶ
൰
ଶ

 

𝑥 ： 考慮している倉口縁材又は倉口蓋縁部材から後

部垂線までの距離（m）。側板では側板の中央か

ら後部垂線までの距離とする。ただし，側板の長

さが0.15 L1を超える場合には，0.15 L1を超えな

いようなほぼ等しい区画に分け，それぞれの区

画の中央から後部垂線までの距離とする。 
𝐶ଵ： 方形係数。ただし，𝐶が0.6以下のときは0.6

とし，0.8 以上のときは 0.8 とする。また，船体

中央より前方にある後端倉口縁材及び後端倉口

蓋縁部材の𝑏を算定する場合は，𝐶ଵを 0.8 とす

る。 

 

𝑐 ： 次の算式による値。ただし，
ᇱ
ᇱ
の値が0.25未満の

ときは0.25とする。 

  0.3  0.7 ᇱ
ᇱ

 

𝑏ᇱ ： 考慮している位置における倉口縁材の幅

（m） 
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𝐵ᇱ：  考慮している位置における暴露甲板上で測った

船の幅（m） 
𝑦 ： 計画最大満載喫水線から，防撓材の寸法を算定す

るにあたっては防撓材のスパン中央まで，周縁部

材の板の厚さを算定するにあたっては板の中央

までの垂直距離（m） 
（略） 

𝐵ᇱ：  考慮している位置における暴露甲板上で測った

船の幅（m） 
𝑦 ： 計画最大満載喫水線から，防撓材の寸法を算定

するにあたっては防撓材のスパン中央まで，周

縁部材の板の厚さを算定するにあたっては板の

中央までの垂直距離（m） 
（略） 

(3) 鋼製倉口蓋上に積載される貨物による荷重は次の(a)
及び(b)による。なお，部分積付状態についても考慮し

なければならない。 
(a) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び縦

揺れにより鋼製倉口蓋に作用する分布荷重𝑃
（kN/m2）は，次の算式により定まる値とする。 

𝑃 ൌ 𝑃ሺ1  𝑎ሻ 
𝑃：一様に分布する静的貨物荷重（kN/m2） 

𝑎：上下方向の付加加速度で，次の算式による値 

 

𝑎 ൌ
0.11𝑚𝑉ᇱ

ඥ𝐿ଵ
 

𝑚：次の算式による値 

 

0  ௫
భ
 0.2の場合： 𝑚 െ 5ሺ𝑚 െ

1ሻ ௫
భ

 

0.2 ൏ ௫
భ
 0.7の場合： 1.0 

0.7 ൏ ௫
భ
 1.0の場合： 1  బାଵ

.ଷ
ቀ ௫
భ
െ

(3) 鋼製倉口蓋上に積載される貨物による荷重は次の(a)
及び(b)による。なお，部分積付状態についても考慮

しなければならない。 
(a) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び

縦揺れにより鋼製倉口蓋に作用する分布荷重

Pcargo（kN/m2）は，次の算式により定まる値とす

る。 
𝑃 ൌ 𝑃ሺ1  𝑎ሻ 
𝑃：一様に分布する静的貨物荷重（kN/m2） 

𝑎：上下方向の付加加速度で，次の算式による

値 

𝑎 ൌ
0.11𝑚𝑉ᇱ

ඥ𝐿ଵ
 

𝑚：次の算式による値 

0  ௫
భ
 0.2の場合： 𝑚 െ 5ሺ𝑚 െ

1ሻ ௫
భ

 

0.2 ൏ ௫
భ
 0.7の場合： 1.0 

0.7 ൏ ௫
భ
 1.0の場合： 1  బାଵ

.ଷ
ቀ ௫
భ
െ

UR S21 2.3 
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0.7ቁ 

𝑚：次の算式による値 

𝑚 ൌ 1.5 
0.11𝑉ᇱ

ඥ𝐿ଵ
 

𝑉ᇱ： A編2.1.8に定める船の速力（kt）。

ただし，ඥ𝐿ଵ未満の場合はඥ𝐿ଵとする。 
𝑥及び𝐿ଵ：前(2)による。 

(b) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び縦

揺れにより鋼製倉口蓋に作用する集中荷重𝑃
（kN）は，次の算式により定まる値とする。ただ

し，コンテナによる荷重に関しては，次の(4)の規

定によらなければならない。 
𝑃 ൌ 𝑃ௌሺ1  𝑎ሻ 
𝑃ௌ： 貨物による静的集中荷重（kN） 

𝑎：前(a)による。 

0.7ቁ 

𝑚：次の算式による値 

𝑚 ൌ 1.5 
0.11𝑉ᇱ

ඥ𝐿ଵ
 

𝑉ᇱ： A編2.1.8に定める船の速力（kt）。

ただし，ඥ𝐿ଵ未満の場合はඥ𝐿ଵとする。 
𝑥及び𝐿ଵ：前(2)による。 

(b) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び

縦揺れにより鋼製倉口蓋に作用する集中荷重

Fcargo（kN）は，次の算式により定まる値とする。

ただし，コンテナによる荷重に関しては，次の(4)
の規定によらなければならない。 
𝐹 ൌ 𝐹ௌሺ1  𝑎ሻ 
𝐹ௌ： 貨物による静的集中荷重（kN） 

𝑎：前(a)による。 
(4) 倉口蓋上にコンテナを積載する場合については，次の

(a)から(c)による。 
（略） 
(b) 前(a)の適用の詳細は次による。 

 
 
 
 
 
i) 設計に用いた𝐴及び𝐵の値は，提出用承認

図面に記載すること。 
ii) 貨物固縛の計算に使用するコンテナスタッ

(4) 倉口蓋上にコンテナを積載する場合については，次

の(a)から(c)による。 
（略） 
(b) 前(a)の適用の詳細は次による。 

i) 19.2.5-5.に規定される骨組構造解析により

倉口蓋の強度評価を行う場合には，ℎ及び

𝑧は倉口蓋の頂板からではなく倉口蓋支持

部材から測らなければならない。本解析に

おいては𝐵を考慮する必要は無い。 
ii) 設計に用いた𝐴及び𝐵の値は，提出用承認

図面に記載すること。 
iii) 貨物固縛の計算に使用するコンテナスタッ

UR S21 2.4.2 
UR S21 2.4.3 
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ク最下部の隅金物に作用する動的荷重の値

は，原則として，前(a)により求めた値以下と

すること。 
(c) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び縦

揺れにより，コンテナスタック最下部の隅金物に

作用する集中荷重Pstack（kN）は，次の算式により

定まる値とする。 

𝑃௦௧ ൌ 9.81
𝑀
4 ሺ1  𝑎ሻ 

𝑎：前(3)による。 
𝑀：前(a)による。 

ク最下部の隅金物に作用する動的荷重の値

は，原則として，前(a)により求めた値以下と

すること。 
(c) 横傾斜していない状態で，船体の上下揺れ及び

縦揺れにより，コンテナスタック最下部の隅金

物に作用する集中荷重 Pstack（kN）は，次の算式

により定まる値とする。 

𝑃௦௧ ൌ 9.81
𝑀
4 ሺ1  𝑎ሻ 

𝑎：前(3)による。 
𝑀：前(a)による。 

(5) タイプ2船舶において，倉口縁材の強度評価で考慮す

る波浪荷重𝑃は次の(a)又は(b)による。 
(a) 最前端貨物倉の前端倉口縁材： 290 kN/m2 
ただし，2-3編11.1の規定に従う船首楼が設置されて

いる場合は，220 kN/m2として差し支えない。 
(b) 前(a)以外の倉口縁材： 220 kN/m2 

（新規） （新規） 
UR S21 2.2.2 
 

(6) 前(1)から(5)の荷重に加え，船体の弾性変形により生

じる荷重が作用する場合，発生する応力は，19.2.5-
1.(1)に規定する基準を満足しなければならない。 

(5) 前(1)から(4)の荷重に加え，船体の弾性変形によ

り生じる荷重が作用する場合，発生する応力は，

19.2.5-1.(1)に規定される基準を満足しなければ

ならない。 

UR S21 2.5 

(7) タイプ2船舶において，移動防止装置の強度評価で考

慮する設計波浪荷重𝑃௦௧は，次の(a)又は(b)によ

る。 
(a) 最前端貨物倉の倉口蓋に対する移動防止装置 

(i) 倉口蓋前端に働く船長方向の圧力：

230 kN/m2 
ただし，C 編 2-3 編 11.1 の規定に従う船首楼が

（新規） （新規） 
UR S21 6.2.3 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

131/198 

設置されている場合は，175 kN/m2 として差

し支えない。 
(ii) 船幅方向の圧力： 175 kN/m2 

(b) 前(a)以外の倉口蓋に対する移動防止装置 
倉口蓋前端に働く船長方向の圧力及び船幅方向

の圧力： 175 kN/m2 

 

19.2.5 鋼製倉口蓋及び倉口梁の強度基準* 
-1. 許容応力及び撓み制限 
(1) すべての倉口蓋の構造部材は，次の基準を満足しなけ

ればならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.2.5 鋼製倉口蓋及び倉口梁の強度基準 
-1. 許容応力及び撓み制限 
(1) 鋼製蓋板及び鋼製風雨密蓋の等価応力𝜎ா（N/mm2）は

次の(a)及び(b)による基準を満足しなければならな

い。 
(a) 骨組構造解析により検討する場合 
𝜎ா ൌ ඥ𝜎ଶ  3𝜏ଶ  0.8𝜎ி 

𝜎：直応力（N/mm2） 
𝜏：せん断応力（N/mm2） 
𝜎ி：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2）。ただ

し，降伏点が355 N/mm2を超える材料を使用

する場合については，本会の適当と認める

値とする。 
(b) 有限要素法解析により検討する場合は以下によ

る。シェル要素又は平面ひずみ要素による場合

は，応力は考慮する要素中心での値とする。 
19.2.4(1)に規定される設計荷重を用いて検討す

る場合： 

𝜎ா ൌ ට𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏ଶ  0.8𝜎ி 

上記以外の設計荷重を用いて検討する場合： 

UR S21 3.1.1 
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シェル要素の場合，原則として 𝜎௩  𝜎a 
ロッド又はビーム要素の場合，原則として 𝜎௫ 

𝜎a 
𝜎a： 許容応力で，表CS19.4による。 
𝜎௩： ミーゼス応力（N/mm2）で，次によ

る。 

𝜎௩ ൌ ට𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏௫௬ଶ  

𝜎௫： ロッド又はビーム要素の軸応力

（N/mm2） 
𝜎௫：x軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜎௬：y軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜏௫௬：x-y平面のせん断応力（N/mm2） 
𝑥，𝑦： 考慮する部材要素の平面における二次

元直交座標系でのそれぞれの座標軸 
 
𝜎：使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2）。た

だし，降伏点が355 N/mm2を超える材料を使

用する場合については，本会の適当と認める

値とする。 
 

𝜎ா ൌ ට𝜎௫ଶ െ 𝜎௫𝜎௬  𝜎௬ଶ  3𝜏ଶ  0.9𝜎ி 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜎௫：x軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜎௬：y軸方向の直応力（N/mm2） 
𝜏：せん断応力（N/mm2） 
x, y：考慮する部材要素の平面における二次

元直交座標系でのそれぞれの座標軸 
𝜎ி：前(a)の規定による。 

 

表CS19.4 許容応力 

倉口蓋の種類 考慮する荷重 𝜎（N/mm2） 

倉口蓋の構造 

19.2.4(1)に規定する垂直波浪荷重 0.80𝜎 

19.2.4(2)から19.2.4(6)に規定する 
その他の荷重 

静的及び動的荷重組合せ状態の場合：0.90𝜎  

静的荷重状態の場合：0.72𝜎 
 

（新規） 
UR S21 3.1.1 
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(2) 鋼製ポンツーン蓋及び倉口梁の等価応力は𝜎௩
（N/mm2）は，0.68𝜎を超えてはならない。ただし，

𝜎は，前(1)の規定による。 

(3) 鋼製蓋板及び鋼製風雨密蓋の非対称な面材が付く桁

部材にあっては，有限要素法解析により検討する場

合，次の(a)又は(b)により等価応力𝜎௩（N/mm2）を求

めなければならない。 
(a) 詳細メッシュ要素による検討 
(b) 考慮する要素の中心での応力の値又は端部での

応力の値のうち，いずれか大きい方の値による検

討 
（略） 

(2) 鋼製ポンツーン蓋及び倉口梁の等価応力は𝜎ா
（N/mm2）は，0.68𝜎ிを超えてはならない。ただし，

𝜎ிは，前(1)の規定による。 

(3) 鋼製蓋板及び鋼製風雨密蓋の非対称な面材が付く桁

部材にあっては，有限要素法解析により検討する場

合，次の(a)又は(b)により等価応力𝜎ா（N/mm2）を求

めなければならない。 
(a) 詳細メッシュ要素による検討 
(b) 考慮する要素の中心での応力の値又は端部での

応力の値のうち，いずれか大きい方の値による

検討 
（略） 

(2) LL 条約 AnnexⅠ 
ChapterⅡ Reg.15(4)(6) 

 
 

(3) UR S21 3.1.1 
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-2. 鋼製倉口蓋の板のネット板厚 
(1) 鋼製倉口蓋の頂板部材のネット板厚 tnetは，次の算式

により求まる値以上としなければならない。ただし，

防撓材の心距の 1%又は 6 mm いずれか大きい方の値

以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 0.0158𝐹𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
（mm） 

𝐹：係数で次による値 
1.9  𝜎 𝜎⁄ （桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄  0.8
の場合） 
1.5（桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ ൏ 0.8の場

合） 
𝜎 ： 桁部材の付く鋼板に生じる直応力の最大値

（N/mm2）（図CS19.2参照）。 
𝜎：許容応力（N/mm2）で，表CS19.4による。 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃：設計荷重（kN/m2）で，19.2.4(1)及び19.2.4(3)(a)の

規定による。 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

 
 
 

（略） 
 

(5) せん断座屈を引き起こす可能性のある貨物を倉口蓋

に積載する場合，二重張り構造の鋼製倉口蓋の底板の

ネット板厚 tnet（mm）は，次の算式による値以上とし

なければならない。ここで，せん断座屈を引き起こす

-2. 鋼製倉口蓋の頂板のネット板厚 
(1) 鋼製倉口蓋の頂板部材のネット板厚 tnetは，次の算式

により求まる値以上としなければならない。ただし，

二次防撓材の心距の1%又は6 mmいずれか大きい方

の値以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 15.8𝐹 𝑆 ට
ಹ
.ଽହఙಷ

（mm） 

𝐹 ： 係数で次による値 
1.9  𝜎 𝜎⁄ （桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ 
0.8の場合） 
1.5（桁部材の付く鋼板において，𝜎 𝜎⁄ ൏ 0.8の場

合） 
𝜎 ： 桁部材の付く鋼板に生じる直応力の最大値

（N/mm2）（図CS19.2参照）。 
𝜎：許容応力（N/mm2）で，次の算式による値。 
𝜎 ൌ 0.8𝜎ி 

S ： 二次防撓材の心距（m） 
PHC：設計荷重（kN/m2）で，19.2.4(1)及び19.2.4(3)(a)

の規定による。 
𝜎ி ： 使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

 
 

（略） 
 
(5) せん断座屈を引き起こす可能性のある貨物を倉口蓋

に積載する場合，二重張り構造の鋼製倉口蓋の底板

のネット板厚 tnet（mm）は，次の算式による値以上と

しなければならない。ここで，せん断座屈を引き起こ

す可能性のある貨物とは，倉口蓋に均等に荷重が分

(1)UR S21 3.2 
(5)UR S21 3.2.2 
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可能性のある貨物とは，倉口蓋に均等に荷重が分布す

る貨物（材木，パイプ，スチールコイル）ではなく，

倉口蓋に不均等に荷重が分布する特に大きな貨物（ク

レーン，風力発電設備の部品，タービン等）をいう。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑠：前(1)による。 

布する貨物（材木，パイプ，スチールコイル）ではな

く，倉口蓋に不均等に荷重が分布する特に大きな貨

物（クレーン，風力発電設備の部品，タービン等）を

いう。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑆 
𝑆：前(1)による。 

-3. 鋼製倉口蓋の防撓材 
(1) 鋼製倉口蓋の防撓材のネット断面係数Znetは，次の算

式により定まる値以上としなければならない。なお，

ネット断面係数の算定にあたっては，防撓される板の

幅を防撓材心距の値として算定しなければならない。 

𝑍௧ ൌ
𝑃𝑠ℓଶ

𝑓𝜎
（cm3） 

 
 
 
 
 
 
 
 

ℓ： 防撓材の支点間距離（m）で，桁部材とそれに隣接

する桁部材又は端部支持材との距離とする。すべ

ての防撓材の両端に肘板が取付けられる場合は，

最も小さい肘板の腕の長さの 2/3 減じて差し支え

ない。ただし，減じる量は，減じる前の支点間距

離の10%未満としなければならない。 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃：鋼製倉口蓋に作用する一様分布荷重（kN/m2）で，

-3. 鋼製倉口蓋の二次防撓材 
(1) 鋼製倉口蓋の二次防撓材のネット断面係数Znetは，次

の算式により定まる値以上としなければならない。

なお，ネット断面係数の算定にあたっては，防撓され

る板の幅を二次防撓材心距の値として算定しなけれ

ばならない。 

19.2.4(1)の規定による設計荷重を考慮する場合：

𝑍௧ ൌ
ଵସௌಹమ

ఙಷ
（cm3） 

19.2.4(3)(a)の規定による設計荷重を考慮する場合：

𝑍௧ ൌ
ଽଷௌಹమ

ఙಷ
（cm3） 

 
𝑙： 二次防撓材の支点間距離（m）で，桁部材とそれ

に隣接する桁部材又は端部支持材との距離とす

る。 
 
 
 
 

𝑆： 二次防撓材の心距（m） 
𝑃ு：鋼製倉口蓋に作用する一様分布荷重（kN/m2）で，

前-2.(1)の規定による。 

UR S21 3.3 
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前-2.(1)の規定による。 
𝜎： 許容応力で，表CS19.4による。 
𝑓：防撓材の端部の支持条件に関する係数で，次によ

る。 
両端固定：12 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

8 
(2) 鋼製倉口蓋の防撓材ウェブのネット断面積 Anet は次

の算式により定まる値以上としなければならない。 

𝐴௧ ൌ
8.7𝑃𝑠ℓ
𝜎

10ିଷ（cm2
） 

ℓ，𝑠及び𝑃：前(1)による 
 
 
 

 
 
 
（削除） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 桁部材に平行な防撓材は，桁部材との交差部で連続と

しなければならない。この場合，桁部材の断面性能の

算出に当該防撓材を考慮して差し支えない。 

𝜎ி：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 
 

 

 

 

 

(2) 鋼製倉口蓋の二次防撓材ウェブのネット断面積 Anet

は次の算式により定まる値以上としなければならな

い。 

19.2.4(1)の規定による設計荷重を考慮する場合：

𝐴௧ ൌ
ଵ .଼ௌಹ

ఙಷ
（cm2） 

19.2.4(3)(a)の規定による設計荷重を考慮する場合：

𝐴௧ ൌ
ଽ.ௌಹ

ఙಷ
（cm2） 

𝑙，𝑆及び𝑃ு：前(1)による 

(3) 平鋼の二次防撓材及び座屈防止用防撓材について

は，次の算式を満足しなければならない。 

ℎ
𝑡ௐ,௧

 15√𝑘 

ℎ： 防撓材の高さ（mm） 
𝑡ௐ,௧： 防撓材のネット板厚（mm） 
𝑘 ൌ 235 𝜎ி⁄  
𝜎ி：前(1)による 

(4) 桁部材に平行で，19.2.5-5.(2)の規定による桁部材に取

付けられる板の有効幅間に含まれる二次防撓材は，

桁部材との交差部で連続としなければならない。こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（削除） 
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(4) 桁部材の曲げ及び面外荷重により防撓材に作用する

合応力は，19.2.5-1.(1)の基準を満足しなければならな

い。 
(5) 圧縮応力が作用する防撓材は，19.2.5-6.の規定を満足

しなければならない。 
(6) 二重張り構造の鋼製倉口蓋の底板の防撓材は，面外荷

重がない場合，前(1)及び前(2)の規定を適用しなくて

も差し支えない。また，強度部材として考慮しない場

合，底板の防撓材に本-3.の規定を適用しなくても差

し支えない。 
(7) U 型防撓材を除く防撓材のウェブのネット板厚は，4 

mm以上としなければならない。 
（削除） 
 
（削除） 

の場合，桁部材の断面性能の算出に当該二次防撓材

を考慮して差し支えない。 
(5) 桁部材の曲げ及び面外荷重により二次防撓材に作用

する合応力は，19.2.5-1.(1)の基準を満足しなければな

らない。 
(6) 圧縮応力が作用する二次防撓材は，19.2.5-6.(3)の規定

を満足しなければならない。 
(7) 二重張り構造の鋼製倉口蓋の底板の二次防撓材は，

前(1)及び前(2)の規定を適用しなくても差し支えな

い。 
 

 
(8) U 型防撓材を除く二次防撓材のウェブのネット板厚

は，4 mm以上としなければならない。 
(9) U 型防撓材を除く二次防撓材は，片側溶接で固着し

てはならない。 
(10) 二重張り構造の鋼製倉口蓋の底板を強度部材として

考慮しない場合，底板の二次防撓材に本-3.の規定を

適用しなくても差し支えない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
 
（削除） 

-4. 鋼製倉口蓋の桁部材 
(1) 鋼製倉口蓋の桁部材の寸法は，当該部材に作用する応

力が 19.2.5-1.(1)に規定する基準を満足するよう-5.の
規定により定めなければならない。 
（削除） 

-4. 鋼製倉口蓋の桁部材及び倉口梁 
(1) 鋼製倉口蓋の桁部材の寸法は，当該部材に作用する

応力が 19.2.5-1.(1)に規定される基準を満足するよう-
5.の規定により定めなければならない。 

(2) 断面形状が変化する鋼製倉口蓋の桁部材及び倉口梁

の寸法は，次の算式による値以上としなければなら

ない。ただし，鋼製蓋板の場合，S及び lをそれぞれ

b及びSに読み替えて適用する。 
倉口梁又は桁部材の中央におけるネット断面係数

（cm3） 

UR S21 3.4.1 
 

 
 
（削除） 
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𝑍௧ ൌ 𝑍௧_௦ 
𝑍௧ ൌ 𝑘ଵ𝑍௧_௦ 

倉口梁又は桁部材の中央におけるネット断面二次モ

ーメント（cm4） 
𝐼௧ ൌ 𝐼௧_௦ 
𝐼௧ ൌ 𝑘ଶ𝐼௧_௦ 

𝑍௧_௦： 前(1)の規定を満足するネット断面

係数（cm3） 
𝐼௧_௦： 前(1)の規定を満足するネット断面二次モー

メント（cm4） 
S： 考慮している倉口梁又は桁部材の心距（m） 
l： 考慮している倉口梁又は桁部材の長さ（m） 
b： 鋼製蓋板の幅（m） 
k1及び k2：係数で，表CS19.4の算式による値 
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表CS19.4 係数 k1及び k2 

𝑘ଵ 1 
3.2𝛼 െ 𝛾 െ 0.8

7𝛾  0.4  ただし，𝑘ଵが1.0未満の場合は1.0とみなす 

𝛼 ൌ
ℓଵ
ℓ ，𝛽 ൌ

𝐼ଵ
𝐼
，𝛾 ൌ

𝑍ଵ
𝑍

 𝑘ଶ 1  8𝛼ଷ
1 െ 𝛽

0.2  3ඥ𝛽
 

ℓ： 倉口梁の全長（m） 

ℓଵ： 倉口梁の平行部の端部とハッチビームの端部との間の長さ（m） 

𝐼： 中央における倉口梁の断面二次モーメント（cm4） 

𝐼ଵ： 両端における倉口梁の断面二次モーメント（cm4） 

𝑍： 中央における倉口梁の断面係数（cm3） 

𝑍ଵ： 両端における倉口梁の断面係数（cm3） 

 

 
 

 

（削除） 

(2) 鋼製倉口蓋の桁部材の各構造部材は，前(1)に加え，-
6.の規定も満足しなければならない。 

（削除） 
 
 
(3) 前(1)及び(2)に加え，桁部材のウェブのネット板厚𝑡௧

（mm）は次の算式による値のうち大きい方の値以上

としなければならない。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑡௧ ൌ 5 

(3) 鋼製倉口蓋の桁部材の各構造部材は，前(1)及び(2)に
加え，-6.の規定も満足しなければならない。 

(4) 桁部材に取付けられる板の二軸圧縮応力を考慮する

場合には，取付けられる板の有効幅は 19.2.5-6.(3)の
規定によらなければならない。 

(5) 前(1)から(4)に加え，桁部材のウェブのネット板厚

𝑡௧（mm）は次の算式による値のうち大きい方の値

以上としなければならない。 
𝑡௧ ൌ 6.5𝑆 
𝑡௧ ൌ 5 

UR S21 3.4.1 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 

ℓ 

ℓଵ 
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𝑠： 防撓材の心距（mm） 
(4) 前(1)から(3)に加え，海水暴露する鋼製倉口蓋縁部材

のネット板厚𝑡௧（mm）は次の算式による値のうち大

きい方の値以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 0.0158𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
 

𝑡௧ ൌ 8.5𝑠 ൈ 10ିଷ 
𝑃：設計波浪荷重（kN/m2）で，19.2.4(2)の規定による。 

𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

 
（削除） 

𝑆：二次防撓材の心距（m） 
(6) 前(1)から(5)に加え，海水暴露する鋼製倉口蓋縁部材

のネット板厚𝑡௧（mm）は次の算式による値のうち

大きい方の値以上としなければならない。 

𝑡௧ ൌ 15.8𝑆ඨ
𝑃ு

0.95𝜎ி
 

𝑡௧ ൌ 8.5𝑆 
𝑃ு：設計波浪荷重（kN/m2）で，19.2.4(2)の規定によ

る。 
𝑆：二次防撓材の心距（m） 
𝜎ி：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

(7) 鋼製倉口蓋縁部材の断面二次モーメントは，次の算

式による値以上とする。 
𝐼 ൌ 6𝑝𝑎ସ（cm4） 
𝑎: 当該倉口蓋に設置される締付装置のうち隣接す

る締付装置間距離の最大値（m） 
ただし2.5𝑎以上とすること。 
𝑎: maxሺ𝑎ଵ.ଵ,𝑎ଵ.ଶሻ（m）（図CS19.3参照） 
𝑝: ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。ただし，

5 N/mm未満の場合は5 N/mmとする。 
倉口蓋縁部材の実際の断面二次モーメントを算出す

る場合，倉口蓋縁部材付き板部材の有効幅は次の 2
つのうち小さい方とする。 
a) 0.165 a 
b) 倉口蓋縁部材と隣接する桁部材との距離の半分

の長さ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
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図CS19.3 締付装置間距離の取り方 

 

（削除） 

-5. 強度計算 
（削除） 
 
 
 
 
 
 

-5. 強度計算 
(1) 鋼製倉口蓋の強度計算は，骨組構造解析又は有限要

素法解析のいずれかにより行って差し支えない。二

重張り構造の鋼製倉口蓋及びボックスガーダを有す

る鋼製倉口蓋の強度計算は，19.2.5-5.(3)に規定する有

限要素法解析によらなければならない。なお，モデル

化にあたってはネット寸法を用いなければならな

い。 

（削除） 
UR S21 3.5 
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（削除） (2) 骨組構造解析により強度計算を行う場合の有効横断

面性能は，次の(a)から(e)によらなければならない。 
(a) 横断面性能は，l/eの値に応じ，表CS19.5により

定まる取付け板の有効幅 emを考慮しなければな

らない。l/e の値が表の中間にあるときは，補間

法により定める。 
(b) 取付け板の有効幅が片側のみの場合又は非対称

の場合は別途検討しなければならない。 
(c) 板部材の有効断面積は面材の断面積以上としな

ければならない。 
(d) 桁部材に平行な二次防撓材が有効幅内に含まれ

る場合，二次防撓材の断面積を含めて差し支え

ない。（図CS19.5参照） 
(e) 桁部材に取付けられる板部材に圧縮応力が作用

する場合で，桁部材のウェブに二次防撓材が直

交して取付けられる場合の桁部材に取付けられ

る板の有効幅については，19.2.5-6.(3)の規定によ

らなければならない。 

（削除） 
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表CS19.5 桁部材の板部材の有効幅 em 
𝑙 𝑒⁄  0 1 2 3 4 5 6 7 8以上 

𝑒ଵ 𝑒⁄  0 0.36 0.64 0.82 0.91 0.96 0.98 1.00 1.00 

𝑒ଶ 𝑒⁄  0 0.20 0.37 0.52 0.65 0.75 0.84 0.89 0.90 

（備考） 

em1： 桁部材に等分布荷重が作用する場合又は集中荷重が等間隔で6箇所以上に作用する場合の有効幅 

em2： 桁部材に集中荷重が3箇所以下作用する場合の有効幅 

l： 防撓材の有効長さで，次による値 

 両端単純支持の場合：l0 

 両端固定支持の場合：0.6 l0 

l0： 桁部材の支持点間距離 

e： 桁部材が支持する板の幅で，隣接する支持されない部分の中央間距離とする。 

 

（削除） 

鋼製倉口蓋の強度計算は，次の有限要素法解析によらなけ

ればならない。ただし，本項に規定するもの以外にあ

っては，規則C編1編8章によること。 
(1) 荷重 

鋼製倉口蓋に加わる設計荷重は，19.2.4に規定す

る𝑃ுとしなければならない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できる

ような構造モデルにする。荷重を受ける防撓

材，桁板については構造モデルに含めるこ

と。ただし，座屈防止用防撓材については省

略して差し支えない。 
(b) モデル化は，腐食予備厚を除いたネット寸法

を用いること。 
（削除） 
 

(3) 有限要素法解析の一般規定は以下による。 
 
 
（新規） 
 
 

 
(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにする。荷重を受ける防撓材，桁板

については構造モデルに含めること。ただし，座

屈防止用防撓材については省略して差し支えな

い。 
(b) モデル化は，腐食予備厚を除いたネット寸法を

用いること。 
(c) 要素サイズは適切に有効幅を考慮できるもので

なければならない。 

UR S21 3.5.1 
 

 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
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(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。ま

た，アスペクト比は3を超えないこと。 
(d) 桁部材のウェブのパネル分割については，深

さ方向に3分割以上とすること。 
(e) 防撓材はシェル要素，平面応力要素又は梁要

素としてモデル化して差し支えない。 
(f) 図CS19.3に示すようなU型防撓材を設ける

倉口蓋は，有限要素解析により評価するこ

と。 
(g) U型防撓材の形状は，シェル要素又は平面要

素により正確にモデル化すること。 
(h) 節点は，U型防撓材のウェブと倉口蓋の頂板

/底板との交点及び U 型防撓材のウェブと面

材との交点に適切に設けること。 
(3) 境界条件 

有限要素モデルには，適用可能な限り，次の境界

条件を適用しなければならない。 
(a) 倉口縁材のベアリングパッドの境界節点は，

パッドに直角な方向の変位に対して固定し

なければならない。 
(b) ストッパーは，ストッパーによって定められ

る変位方向に対して固定しなければならな

い。 
(c) フォールディングタイプの倉口蓋の場合，ヒ

ンジを介して接続された節点は，倉口蓋の頂

板に対して垂直な方向に同じ並進変位量と

しなければならない。 
(4) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定

(d) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，

アスペクト比は1:4を超えないこと。 
(e) 桁部材のウェブのパネル分割については，深さ

方向に3分割以上とすること。 
(f) 防撓材はシェル要素，平面応力要素又は梁要素

としてモデル化して差し支えない。 
（新規） 

 
 
 
 
 
 
（新規） 
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する荷重が作用した場合に各構造部材に生じる

応力及び撓みの大きさが，19.2.5-1.に定める許容

値を満足するように部材のネット寸法を決定す

る。 
(5) その他 

(a) 鋼製倉口蓋の頂板は，19.2.5-2.の規定を満足

しなければならない。 
(b) 鋼製倉口蓋の防撓材は，19.2.5-3.の規定を満

足しなければならない。 
(c) 鋼製倉口蓋の各構造部材の座屈強度に関し

ては，19.2.5-6.の規定を満足しなければなら

ない。 
(6) 上に貨物を積載する場合の倉口蓋に対する追加

規定 
前(1)から(5)の規定に加えて倉口蓋の上に貨物を

積載する場合の詳細は，次の(a)から(f)によらなけ

ればならない。 
(a) 倉口蓋と船体構造の損傷を防止するため，ス

トッパーは倉口蓋と船体構造間の相対運動

を考慮して配置する。 
(b) 倉口蓋及び支持構造は，倉口蓋上の荷重に十

分耐える構造とする。 
(c) 各倉口蓋相互の継手部には，倉口蓋上に貨物

を積載する倉口蓋及び貨物を積載しない倉

口蓋の上下方向の過度の相対変位を防止す

るよう措置を講じる。 
(d) 暴露部及び下層甲板の倉口蓋の上に貨物を

積載する場合，倉口蓋の構造及び寸法につい

ては，19.2の規定によるほか，次によること。 
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i) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用

提出図面に明記する。コンテナを積載す

る場合は，コンテナの種類及び積付位置

も承認用提出図面に明記する。 
ii) コンテナの隅金具の下部には，桁板ない

し防撓材を設け適当に補強する。 
(e) 倉口蓋上に加わる集中荷重に対する補強部

材の寸法の算出については，本 19.2 に規定

する設計貨物荷重及び許容応力を考慮する

こと。 
(f) 車輌を積載する場合は以下による。 

i) 倉口蓋の頂板の厚さは，直接強度計算又

は 17.4.5 の規定を準用して差し支えな

い。 
ii) 倉口蓋の二次防撓材の寸法は，直接強度

計算又は10.7.1の規定を準用して差し支

えない。 
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図CS19.3 U型防撓材を設ける倉口蓋の例 

 
 

（新規） 

-6. 鋼製倉口蓋の座屈強度 
（削除） 

-6. 鋼製倉口蓋の座屈強度 
鋼製倉口蓋を形成する各構造部材の座屈強度については，

次の(1)から(3)の規定によらなければならない。 
(1) 鋼製倉口蓋頂板及び底板の各パネルの座屈強度につ

いては，次の基準を満足しなければならない。 

ቆ
|𝜎௫|𝐶௦
𝜅௫𝜎ி

ቇ
భ
 ቆ

ห𝜎௬ห𝐶௦
𝜅௬𝜎ி

ቇ
మ

െ 𝐵 ቆ
𝜎௫𝜎௬𝐶௦ଶ

𝜎ிଶ
ቇ

 ቆ
|𝜏|𝐶௦√3
𝜅ఛ𝜎ி

ቇ
య

 1.0 

൬
𝜎௫𝐶௦
𝜅௫𝜎ி

൰
భ
 1.0 

ቆ
𝜎௬𝐶௦
𝜅௬𝜎ி

ቇ
మ
 1.0 

ቆ
|𝜏|𝐶௦√3
𝜅ఛ𝜎ி

ቇ
య

 1.0 

𝜎௫，𝜎௬：x及び y方向の膜応力（N/mm2）。直接強度

（削除） 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

148/198 

計算により応力を求める場合で，算出されたポ

アソン効果を含む応力𝜎௫∗及び𝜎௬∗がどちらも圧縮

応力の場合には，次の算式により求まる値とし

て差し支えない。 
𝜎௫ ൌ ൫𝜎௫∗ െ 0.3𝜎௬∗൯/0.91 
𝜎௬ ൌ ൫𝜎௬∗ െ 0.3𝜎௫∗൯/0.91 
𝜎௫∗及び𝜎௬∗：ポアソン効果を含む応力。ただし，

次の基準を満足すること。 
𝜎௬∗ ൏ 0.3𝜎௫∗の場合：𝜎௬ ൌ 0及び𝜎௫ ൌ 𝜎௫∗ 
𝜎௫∗ ൏ 0.3𝜎௬∗の場合：𝜎௫ ൌ 0及び𝜎௬ ൌ 𝜎௬∗ 

𝜏 ：xy平面のせん断応力（N/mm2） 
𝜎ி ：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2）。 
圧縮応力及びせん断応力を正とし，引張応力を負と

する。 
𝐶௦ ：安全係数で，次による 

Csf = 1.25 ： 19.2.4(1)の規定による設計荷重を用

いて検討する場合 
Csf = 1.10 ： 19.2.4(3)から(5)の規定による設計荷

重を用いて検討する場合 
F1 ：修正係数で，パネル端部の長辺上にある防撓材

の境界条件により表CS19.6による。 
e1，e2，e3及びB：係数で，表CS19.7による。 
𝜅௫，𝜅௬及び𝜅ఛ：軽減係数で，表CS19.8による。ただ

し，次によること。 
𝜎௫  0（引張応力）の場合： 𝜅௫= 1.0 
𝜎௬  0（引張応力）の場合： 𝜅௬= 1.0 

a ：パネルの長辺の長さ（mm）（x方向） 
b ：パネルの短辺の長さ（mm）（y方向） 
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n ：部分パネル又は集合パネルの幅方向に含まれ

るパネルの数（図CS19.4参照） 
𝛼 ：パネルのアスペクト比で，次の算式による値 

𝛼 ൌ
𝑎
𝑏 

𝜆 ：パネルの細長比で，次の算式による値 

𝜆 ൌ ඨ
𝜎ி
𝐾𝜎

 

K ：座屈係数で，表CS19.8による。 
𝜎 ：参照応力（N/mm2）で，次の算式による値 

𝜎 ൌ 0.9𝐸 ൬
𝑡
𝑏൰

ଶ
 

E ：使用する鋼材の弾性係数で，2.06 ൈ 10ହ
（N/mm2）とする。 

t ：考慮する部材のネット板厚（mm） 
𝜓 ：端部応力比で，次の算式による値 

𝜓 ൌ
𝜎ଶ
𝜎ଵ

 

𝜎ଵ ：最大圧縮応力（N/mm2） 
𝜎ଶ ：最小圧縮応力又は引張応力（N/mm2） 

 
 
 
 



  

「ハッチカバー，ハッチコーミング及び閉鎖装置」 新旧対照表 
新 旧 備考 

 

150/198 

図CS19.4 パネルの配置 
 

 
 

（削除） 
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表CS19.6 修正係数 F1 
固着条件 F1

(2) 防撓材の種類 

両端スニップの防撓材 1.00  
両端が隣接する部材に有効

に固着されている防撓材(1) 
1.05 平鋼 

1.10 バルブプレート 

1.20 山型鋼及びT型鋼 

1.30 U型断面(3)又は剛性の高い桁部材 

(1) 直接計算により正確な値を求めることができる。 
(2) 両端における防撓材が異なる場合のF1は，それぞれの値の

平均値を用いなければならない。 
(3) 非線形有限要素法解析による座屈強度検討の結果に基づ

き，本会が適当と認める場合にはより大きい値とすること

ができる。ただし，2.0を超える値とすることはできない。 
 

 

（削除） 

表CS19.7 係数 e1，e2，e3及び係数B 
指数部の係数e1，e2及びe3 

並びに係数B 

パネル 

e1 1  𝜅௫ସ 

e2 1  𝜅௬ସ 

e3 1  𝜅௫𝜅௬𝜅ఛଶ 

B 
（𝜎௫及び𝜎௬が正（圧縮応力）の場合） 

ሺ𝜅௫𝜅௬ሻହ 

B 
（𝜎௫又は𝜎௬が負（引張応力）の場合） 

1 

 

（削除） 
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表CS19.8 平面パネルの座屈係数及び軽減係数 

応力状態 
端部応力比 

𝜓 

アスペクト比 
𝛼 ൌ 𝑎

𝑏ൗ  座屈係数 K 軽減係数 𝜅 

1 
 

 

1  𝜓  0 

𝛼  1 

𝐾 ൌ
8.4

𝜓  1.1 
𝜆  𝜆の場合： 𝜅௫ ൌ 1 

𝜆  𝜆の場合： 𝜅௫ ൌ 𝑐 ൬1
𝜆 െ

0.22
𝜆2 ൰ 

𝑐 ൌ ሺ1.25 െ 0.12𝜓ሻ  1.25 

𝜆 ൌ
𝑐
2
ቌ1 ඨ1 െ

0.88
𝑐
ቍ 

0  𝜓  െ1 𝐾 ൌ 7.63 െ 𝜓ሺ6.26 െ 10𝜓ሻ 

𝜓  െ1 𝐾 ൌ 5.975ሺ1 െ 𝜓ሻଶ 

2 
 
 1  𝜓  0 𝛼  1 𝐾 ൌ 𝐹ଵ ൬1 

1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1
ሺ𝜓  1.1ሻ 

𝜅௬ ൌ 𝑐 ቆ
1
𝜆 െ

𝑅  𝐹ଶሺ𝐻 െ 𝑅ሻ
𝜆ଶ ቇ 

𝑐 ൌ ሺ1.25 െ 0.12𝜓ሻ  1.25 

𝜆 ൏ 𝜆の場合： 𝑅 ൌ 𝜆 ቀ1 െ 𝜆
𝑐ቁ 

𝜆  𝜆の場合： R = 0.22 

𝜆 ൌ
𝑐
2
ቌ1 ඨ1 െ

0.88
𝑐
ቍ 

𝐹 ൌ ൭1 െ
𝐾

0.91 െ 1

𝜆
ଶ

൱ 𝑐ଵ  0 

𝜆
ଶ ൌ 𝜆ଶ െ 0.5，ただし1  𝜆

ଶ  3
とする。 

𝑐ଵ ൌ ൬1 െ
𝐹ଵ
𝛼 ൰  0 

𝐻 ൌ 𝜆 െ
2𝜆

𝑐൫𝑇  √𝑇ଶ െ 4൯
 𝑅 

𝑇 ൌ 𝜆 
14

15𝜆 
1
3 

0  𝜓  െ1 

1  𝛼  1.5 

𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ൬1 
1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1ሺ1  𝜓ሻ
1.1  

െ
𝜓
𝛼ଶ ሺ13.9 െ 10𝜓ሻ൨ 

𝛼  1.5 

𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ൬1 
1
𝛼ଶ൰

ଶ 2.1ሺ1  𝜓ሻ
1.1

െ
𝜓
𝛼ଶ ൬5.87  1.87𝛼ଶ  


8.6
𝛼ଶ െ 10𝜓൰       

𝜓  െ1 1  𝛼 
3ሺ1 െ 𝜓ሻ

4  𝐾 ൌ 5.975𝐹ଵ ൬
1 െ 𝜓
𝛼 ൰

ଶ

 

（削除） 
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𝛼 
3ሺ1 െ 𝜓ሻ

4  

𝐾 ൌ 𝐹ଵ ቈ3.9675 ൬
1 െ 𝜓
𝛼 ൰

ଶ

 

0.5375 ൬
1 െ 𝜓
𝛼 ൰

ସ

 1.87 

3 
 

1  𝜓  0 

𝛼  0 

𝐾 ൌ
4 ቀ0.425  1

𝛼ଶቁ

3𝜓  1  

𝜆  0.7の場合：𝜅௫ ൌ 1 

𝜆  0.7の場合：𝜅௫ ൌ
1

𝜆20.51
 

0  𝜓  െ1 
𝐾 ൌ 4 ൬0.425 

1
𝛼ଶ൰

ሺ1  𝜓ሻ 

െ5𝜓ሺ1 െ 3.42𝜓ሻ 

4 

 

1  𝜓  െ1 𝛼  0 𝐾 ൌ ൬0.425 
1
𝛼ଶ൰

3 െ 𝜓
2  

5 
 

- 

 𝐾 ൌ 𝐾ఛ√3 

𝜆  0.84の場合：𝜅ఛ ൌ 1 

𝜆  0.84の場合：𝜅ఛ ൌ
0.84
𝜆  

𝛼  1 𝐾ఛ ൌ 5.34 
4
𝛼ଶ
൨ 

0 ൏ 𝛼 ൏ 1 𝐾ఛ ൌ 4 
5.34
𝛼ଶ

൨ 

境界条件        - - - - -  自由 
  ──── 単純支持 

 

（削除） (2) 防撓されない桁部材のウェブ及び面材の座屈強度に

ついては，前(1)の規定による。 
(3) 鋼製倉口蓋を形成する構造部材に含まれる部分パネ

ル及び集合パネルの座屈強度については，次の(a)か
ら(e)の規定による。 
(a) 縦通及び横式二次防撓材の座屈強度について

は，(d)及び(e)の規定による。ただし，U 型防撓

（削除） 
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材においては，(e)の規定を省略して差し支えな

い。 
(b) (d)及び(e)により座屈強度評価を行う場合，二次

防撓材及び桁部材のフランジとしての倉口蓋頂

板及び底板の有効幅は，次の i)及び ii)による。 
i) 二次防撓材に取付けられる板部材の有効幅

𝑎又は𝑏は，次の算式による値として差し

支えない（図CS19.4参照）。ただし，19.2.5-
5.により定まる値より大きな値としてはな

らない。 
縦通防撓材の場合：𝑏 ൌ 𝜅௫𝑏 
横式防撓材の場合：𝑎 ൌ 𝜅௬𝑎 
𝜅௫及び𝜅௬：表CS19.8による値 
a及びb：前(1)による値 

ii) 桁部材に取付けられる板部材が防撓される

場合，有効幅𝑒ᇱ は，次の1)及び2)による値

として差し支えない。このとき，𝑎及び𝑏
は𝜓 ൌ 1として算出しなければならない。 
1) 桁部材のウェブに平行に防撓される場

合（図CS19.5 参照）。ただし，𝑏  𝑒
の場合は，bをaと読み替える。 
𝑏 ൏ 𝑒 
𝑒ᇱ ൌ 𝑛𝑏 
𝑛：19.2.5-5.の規定により定まる有効幅

𝑒の間に含まれる防撓材心距𝑏の
数で，次の算式により定まる整数 

𝑛 ൌ int ቀ
𝑒
𝑏 ቁ 
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図CS19.5 桁部材のウェブに平行に防撓される場合 

 
 

（削除） 

（削除） 2) 桁部材のウェブに直交に防撓される場

合（図CS19.6 参照）。ただし，𝑎 ൏ 𝑒
の場合は，aをbと読み替える。 
𝑎  𝑒 
𝑒ᇱ ൌ 𝑛𝑎 ൏ 𝑒 

𝑛 ൌ 2.7
𝑒
𝑎  1 

 

（削除） 
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図CS19.6 桁部材のウェブに直交に防撓される場合 

 
 

 

（削除） (c) 鋼製倉口蓋の板部材及び二次防撓材の寸法の算

出で考慮する応力は，次によること。 
i) 通常，桁部材のウェブ及び防撓材それぞれ

に作用する最大応力𝜎௫ሺ𝑦ሻを考慮して算出

すること。 
ii) 桁部材に平行で圧縮応力が作用する心距𝑏

の二次防撓材を考慮する場合，𝜎௫ሺ𝑦 ൌ 𝑏ሻが
0.25𝜎ிよりも小さい場合には，0.25𝜎ிとす

ること。 
iii) 隣接する桁部材間の応力分布は次の算式に

よって差し支えない。 

𝜎௫ሺ𝑦ሻ ൌ 𝜎௫ଵ ቄ1 െ
𝑦
𝑒 ቂ3  𝑐ଵ െ 4𝑐ଶ െ 2

𝑦
𝑒
ሺ1  𝑐ଵ െ 2𝑐ଶሻቃቅ 

𝑐ଵ：次の算式による値。ただし，0  𝑐ଵ  1
とする。 

（削除） 
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𝑐ଵ ൌ
𝜎௫ଵ
𝜎௫ଶ

 

𝑐ଶ：次の算式による値 

𝑐ଶ ൌ
1.5
𝑒 ሺ𝑒ଵ

ᇳ  𝑒ଶ
ᇳ ሻ െ 0.5 

𝜎௫ଵ及び𝜎௫ଶ：心距𝑒で隣接する桁部材1及び

2 のフランジの位置において有効幅を

含む横断面を考慮して求まる直応力 
𝑒ଵ
ᇳ ：考慮する状態に応じて定まる，心距𝑒

の桁部材の有効幅𝑒ଵ又は𝑒ଵ
ᇱ  

𝑒ଶ
ᇳ ：考慮する状態に応じて定まる，心距𝑒

の桁部材の有効幅𝑒ଶ又は𝑒ଶ
ᇱ  

𝑦：桁部材1から考慮する位置までの距離 
iv) 桁部材のフランジに作用するせん断応力

は，一次分布しているものとして差し支え

ない。 
(d) 二次防撓材の面外座屈については，次の i)から

iii)の規定によらなければならない。 
i) 面外荷重が作用する二次防撓材は，次の基

準を満足しなければならない。 
𝜎  𝜎
𝜎ி

𝐶௦  1 

𝜎 ：防撓材の軸方向に一様分布する圧縮

応力（N/mm2）で，次の算式による値 
縦通防撓材の場合： 𝜎 ൌ 𝜎௫ 
横式防撓材の場合： 𝜎 ൌ 𝜎௬ 

𝜎 ：防撓材に作用する曲げ応力（N/mm2）
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で，次の算式による値。  

𝜎 ൌ
𝑀 𝑀ଵ

𝑍௦௧10ଷ  

M0 ：防撓材の変形 w により生じる曲げモ

ーメント（N-mm）で，次の算式による

値 

𝑀 ൌ 𝐹
௪
ିೋ

 ただし，(cf – pz) > 0とす

る。 

M1 ：曲げモーメント（N-mm）で，次の算

式による値 

縦通防撓材の場合： 𝑀ଵ ൌ
మ

ଶସ⋅ଵయ
 

横式防撓材の場合： 𝑀ଵ ൌ
ሺሻమ

଼ೄଵయ
 通

常，n = 1とする。 

Zst ：19.2.5-6.(3)に規定する有効幅分の防撓

材の付く板を含む二次防撓材のネット

断面係数（cm3） 
cS ：横式防撓材の境界条件に応じた値で，

次による。 
単純支持の場合： cS = 1.0 
部分拘束の場合： cS = 2.0 

𝑃：面外荷重（kN/m2）で，考慮する状態に応

じて19.2.4の規定による。 
FKi ：防撓材の弾性座屈荷重（N）で，次の

算式による値 
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縦通防撓材の場合： 𝐹௫ ൌ
గమ

మ
𝐸𝐼௫10ସ 

横 式 防 撓 材 の 場 合 ： 

𝐹௬ ൌ
గమ

ሺሻమ
𝐸𝐼௬10ସ 

Ix，Iy ：19.2.5-6.(3)に規定する有効幅分の防

撓材の付く板を含む縦通防撓材及び横

式防撓材のネット断面二次モーメント

（cm4）で，次の基準を満足しなければ

ならない。 

𝐼௫ 
𝑏𝑡ଷ

12 ⋅ 10ସ 

𝐼௬ 
𝑎𝑡ଷ

12 ⋅ 10ସ 

pz ：𝜎௫，𝜎௬及び𝜏による公称面外荷重

（N/mm2）で，次の算式による。 

縦通防撓材の場合：  

𝑝௭௫ ൌ
𝑡
𝑏 ቆ𝜎௫ ൬

𝜋𝑏
𝑎 ൰

ଶ

 2𝑐௬𝜎௬  𝜏ଵ√2ቇ 

横式防撓材の場合：  

𝑝௭௬ ൌ
𝑡
𝑏 ൬2𝑐௫𝜎௫  𝜎௬ ቀ

𝜋𝑎
𝑛𝑏ቁ

ଶ
൬1 

𝐴௬
𝑎𝑡

൰  𝜏ଵ√2൰ 

ta ：防撓材の付く板のネット板厚（mm） 
cx，cy：防撓材の軸方向に垂直で，長さ方向

に分布する応力に対する係数で，次の

算式による値 
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0  𝜓  1の場合： 0.5ሺ1 𝜓ሻ 

𝜓 ൏ 0の場合： 
.ହ
ଵିట

 

Ax，Ay：防撓材の取り付け板を含まない縦通

防撓材及び横式防撓材のネット断面積

（mm2） 

𝜎௫ ൌ 𝜎௫ ൬1 
𝐴௫
𝑏𝑡

൰ 

𝜏ଵ ൌ ቈ𝜏 െ 𝑡ට𝜎ி𝐸 ቀ
𝑚ଵ

𝑎ଶ 
𝑚ଶ

𝑏ଶ ቁ  0 

m1及びm2：係数で，次による値 
・ 縦通防撓材の場合 



 2.0の場合：m1 = 1.47  m2 = 0.49 



൏ 2.0の場合：m1 = 1.96  m2 = 0.37 

・ 横式防撓材の場合 


 0.5 の 場 合 ： m1 = 0.37 

𝑚ଶ ൌ
ଵ.ଽ
మ

 



൏ 0.5 の 場 合 ： m1 = 0.49 

𝑚ଶ ൌ
ଵ.ସ
మ

 

w = w0 + w1 
w0 ：初期不整量（mm）で，次の算式によ

る値 

縦 通 防 撓 材 の 場 合 ： 
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𝑤 ൌ min ቀ 
ଶହ

, 
ଶହ

, 10ቁ 

横 式 防 撓 材 の 場 合 ： 

𝑤 ൌ min ቀ 
ଶହ

, 
ଶହ

, 10ቁ 

両端スニップの防撓材にあっては，w0は，防撓

材の付く板の中央から当該部材の有効幅分を

含む防撓材の中性軸までの距離以上としなけ

ればならない。 
w1 ：防撓材スパン中央部の変形量（mm）。

一様分布荷重の場合，w1は，次式により

求まる値とすることができる。 

縦通防撓材の場合： 𝑤ଵ ൌ
ర

ଷ଼ସ⋅ଵళாூೣ
 

横式防撓材の場合： 𝑤ଵ ൌ
ହሺሻర

ଷ଼ସ⋅ଵళாூೄ
మ 

cf ：防撓材による弾性支持（N/mm2）で，

次の算式による値 
・ 縦通防撓材の場合 

𝑐 ൌ 𝐹௫
𝜋ଶ

𝑎ଶ ൫1  𝑐௫൯ 

𝑐௫ ൌ
1

1 
0.91 ൬12 ⋅ 10ସ𝐼௫

𝑡ଷ𝑏 െ 1൰
𝑐௫

 

cxa：係数で，次の算式による値 
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𝑎  2𝑏の場合： 𝑐௫ ൌ ቂ 
ଶ
 ଶ


ቃ
ଶ
 

𝑎 ൏ 2𝑏 の 場 合 ： 

𝑐௫ ൌ 1  ቀ 
ଶ
ቁ
ଶ
൨
ଶ
 

・ 横式防撓材の場合 

𝑐 ൌ 𝑐ௌ𝐹௬
𝜋ଶ

ሺ𝑛 ⋅ 𝑏ሻଶ ൫1  𝑐௬൯ 

𝑐௬ ൌ
1

1 
0.91 ൬

12 ⋅ 10ସ𝐼௬
𝑡ଷ𝑏 െ 1൰
𝑐௬

 

cya：係数で，次の算式による値 

𝑛𝑏  2𝑎 の 場 合 ： 

𝑐௬ ൌ ቂ
ଶ
 ଶ


ቃ
ଶ
 

𝑛𝑏 ൏ 2𝑎 の 場 合 ： 

𝑐௬ ൌ 1  ቀ
ଶ
ቁ
ଶ
൨
ଶ
 

ii) 面外荷重が作用しない二次防撓材について

は，曲げ応力𝜎は考慮する防撓材のスパン

中央位置での値としなければならない。 
iii) 面外荷重が作用する場合については，必要に

応じて防撓材の付く板の二軸圧縮を考慮し

なければならない。 
(e) 二次防撓材の捩れ座屈に対しては，次の i)及び ii)

の規定によらなければならない。 
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i) 縦通防撓材については，次の基準を満足し

なければならない。 
𝜎௫
𝜅்𝜎ி

𝐶௦  1.0 

𝜅் ：係数で，次による。 
𝜆்  0.2の場合： 𝜅் ൌ 1.0 

𝜆்  0.2の場合： 𝜅் ൌ
ଵ

ఃାටఃమିఒ
మ
 

𝛷 ൌ 0.5ሺ1  0.21ሺ𝜆் െ 0.2ሻ  𝜆்ଶ ሻ 
𝜆் ：細長比の参照次数で，次式による。 

𝜆் ൌ ඨ
𝜎ி
𝜎்

 

𝜎் ൌ
ா
ூು
ቀగ

మூഘଵమ

మ
𝜀  0.385𝐼்ቁ （N/mm2） 

IP ：図CS19.7に示す点Cにおける防撓材

のネット断面極二次モーメント（cm4）

で，表CS19.9による。 
IT ：防撓材のサンブナンのねじり抵抗モ

ーメント（cm4）で，表CS19.9による。 
𝐼ఠ ：図CS19.7に示す点Cにおける防撓材

のネット慣性面積モーメント（cm6）で，

表CS19.9による。  
𝜀 ：固着度に関する係数で，次による。 
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𝜀 ൌ 1  10ିଷ ∙ ඩ
𝑎ସ

3
4𝜋

ସ𝐼௪ ൬
𝑏
𝑡ଷ 

4ℎ௪
3𝑡௪ଷ

൰
 

Aw ：ウェブのネット断面積（mm2）で，次

の算式による値 
Aw = hw tw 

Af ：面材のネット断面積（mm2）で，次の

算式による値 
Af = bf tf 

𝑒 ൌ ℎ௪ 
௧
ଶ
（mm） 

hw，tw，bf，tf：二次防撓材の寸法（mm）で，

図CS19.7による。 
ii) 軸圧縮応力が作用し，かつ，縦通防撓材に支

持されない横式防撓材にあっては，前 i)の規

定に準拠しなければならない。 
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図CS19.7 防撓材の寸法 

 
 

（削除） 

表CS19.9 慣性モーメント 

断面 IP IT Iw 

平鋼 
ℎ௪ଷ 𝑡௪

3 ⋅ 10ସ 
ℎ௪𝑡௪ଷ

3 ⋅ 10ସ ൬1 െ 0.63
𝑡௪
ℎ௪
൰ 

ℎ௪ଷ 𝑡௪ଷ

36 ⋅ 10 

球平鋼，山形鋼 
又はT形鋼 

ቆ
𝐴௪ℎ௪ଶ

3  𝐴𝑒ଶቇ10ିସ 

ℎ௪𝑡௪ଷ

3 ⋅ 10ସ ൬1 െ 0.63
𝑡௪
ℎ௪
൰ 

+ 
𝑏𝑡ଷ

3 ⋅ 10ସ ቆ1 െ 0.63
𝑡
𝑏
ቇ 

球平鋼，山形鋼の場合： 
𝐴𝑒ଶ𝑏ଶ

12 ⋅ 10 ቆ
𝐴  2.6𝐴௪
𝐴  𝐴௪

ቇ 

T形鋼の場合： 
𝑏ଷ𝑡𝑒ଶ

12 ⋅ 10 

 

（削除） 

(1) 鋼製倉口蓋における各構造部材は，19.2.5-6.に規定す

る条件において，C編1編附属書 14.6「船体構造部材

の座屈強度評価」に規定する座屈評価基準を満足しな

ければならない。なお，19.2.5-6.で使用する記号は，

特に記載がない限り，C 編 1 編附属書 14.6 の定義に

よる。 
(2) 細長比要件については，次による。 

(a) C 編 1 編附属書 14.6An2.に規定されたものに従

う。 

（新規） （新規） 
UR S21 3.6 
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(b) 貨物倉がバラスト又は液体貨物を運送するよう

設計されていない限り，二重張り構造の倉口蓋の

下部境界には適用しなくても差し支えない。 
(c) 主要支持部材の支点間距離が3 mを超える場合，

その面材の幅はウェブ深さの 40%未満としては

ならない。ただし，有効なトリッピングブラケッ

トがあるときは，これを支点とみなして差し支え

ない。 
(3) 圧縮応力，せん断応力及び外圧を受ける倉口蓋構造の

座屈評価に適用する。座屈評価は，次の構造要素に実

施しなければならない。 
・曲面パネルや U 型防撓材で補強されたパネルを含

む防撓パネル及び非防撓パネル 
・開口部における主要支持部材のウェブパネル 
不規則パネルの理想化，参照応力及び座屈基準値を含

む座屈評価の手順と詳細要件は，C 編 1 編附属書

14.6An4.に従う。 
(4) パネルの種類と評価方法については，次による。 

(a) 倉口蓋構造の板パネルは，C 編 1 編附属書

14.6An4.2に規定する防撓パネル（SP）又は非防

撓パネル（UP）としてモデル化しなければならな

い。表CS19.5，図CS19.4及び図CS19.5に従い，

C 編 1 編附属書 14.6An1.3 に定義する評価方法 
A（-A）及び評価方法 B（-B）によって評価を行

う。開口を有するウェブパネルは，開口部の座屈

評価手法に従って，評価を行わなければならな

い。 
(b) U型防撓材を有する倉口蓋については，C編1編

附属書 14.6An5.2.5 に規定する，追加の座屈評価
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要件にも従わなければならない。 
(5) 倉口蓋の座屈評価は，19.2.4-1.(1)，19.2.4-1.(2)及び

19.2.4-1.(5)で定義した面外荷重及び有限要素解析で

得られた応力に基づいて行わなければならない。

（19.2.5-5.を参照） 
(6) すべての倉口蓋構造部材について，C 編 1 編附属書

14.6An5.2.2 及び An5.2.3 にそれぞれ定義する板部材

と防撓材の座屈強度の公式の両方に，安全係数 S=1.0
を適用する。 

(7) 構造部材の座屈強度は，次の基準を満たさなければな

らない。 
𝜂௧  𝜂 
𝜂௧: C 編 1 編附属書 14.6An1.3.2.2 及びC 編 1 編

附属書14.6An4.で定義された，応力に基づく座屈

使用係数で，C編1編附属書14.6An5.に従って算

出する。 
𝜂: 許容座屈使用係数（表CS19.6 参照）要件にも従

わなければならない。 
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表CS19.5 構造部材及び評価法 

構造要素 評価法(1)(2) 標準的なパネルの定義 

倉口蓋の頂板／底板（図CS19.4参照） 

倉口蓋頂板／底板 
SP-A 

長さ方向：横桁間 
幅方向：縦桁間 

不規則に防撓されたパネル UP-B 局部防撓材／主要支持部材間の板 

倉口蓋の主要支持部材のウェブのパネル（図CS19.5参照） 

横桁／縦桁のウェブ(単板構造) 
UP-B 

 
局部防撓材／面材／主要支持部材間の板 

横桁／縦桁のウェブ（二重張構造） 
SP-B(3) 

長さ方向：主要支持部材間 
幅方向：全ウェブ深さ 

開口を有するウェブのパネル 
開口の手順 

ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

不規則に防撓されたパネル UP-B ウェブ防撓材／面材／主要支持部材間の板 

備考1： SP及びUPは，それぞれ防撓パネル及び非防撓パネルを表す。 
備考2： A及びBは，それぞれ手法A及び手法Bを表す。 
備考3： 横桁／縦桁のウェブに座屈防撓材／ブラケットが不規則に配置される場合，UP-Bで評価して差し支えない。 

 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.5 
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図CS19.4 倉口蓋の頂板／底板 

 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Fig.6 

  

SP-A 
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図CS19.5 倉口蓋の主要支持部材のウェブ 

 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Fig.7 

表CS19.6 許容座屈使用係数 

構造部材 考慮する荷重 許容座屈使用係数𝜂 

板，防撓材及び 
主要支持部材のウェブ 

19.2.4-1.(1)に規定する外圧 0.80 

19.2.4-1.(2)から19.2.4-1.(6)に規定する 
他の荷重 

静的及び動的荷重組合せ状態の場合：0.90 
静的荷重状態の場合：0.72 

 
 

（新規） 
UR S21 3.6.3.2 Tab.6 
 

UP-B 
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19.2.6 （削除） 
 

19.2.6 上に貨物を積載する場合の倉口蓋に対する追加規

定 
-1. 鋼製倉口蓋上にコンテナ等の集中荷重が加わる場合

には，本会が適当と認める直接強度計算による検討を行わな

ければならない。 
-2. 鋼製倉口蓋上に加わる集中荷重に対する補強部材の

寸法の算出については，本節に規定する設計貨物荷重及び許

容応力を考慮すること。 
-3. 鋼製倉口蓋上に車両を積載する場合の頂板及び二次

防撓材の寸法は，直接強度計算又は本会が適当と認めるとこ

ろによる。 

“19.2.6（削除）”と残す 

19.2.7 倉口梁，蓋板，鋼製ポンツーン蓋及び鋼製風雨密

蓋に対する特別規定 
-1. 倉口梁については，次の(1)から(8)によること。 
(1) 倉口梁を支える受材は，支面の幅が 75 mm 以上を有

する堅固な構造のものとし，倉口梁の有効な取付け

と保持のための装置を備えなければならない。 
(2) 受材を取り付ける箇所の倉口縁材は，防撓材その他

適当な方法により補強しなければならない。なお，こ

の防撓材は，甲板まで達しさせなければならない。 
(3) スライド式の倉口梁には，倉口を閉鎖した際に，倉口

梁を所定の位置に定着させるための装置を設けなけ

ればならない。 
(4) 倉口梁の深さ及び面材の幅は，倉口梁の横安定性を

考慮して適当なものとしなければならない。倉口梁

の両端における深さは，中央の深さの
ଵ
ଶ.ହ
と150 mmの

うちの大きいもの以上でなければならない。 

19.2.7 倉口梁，蓋板，鋼製ポンツーン蓋及び鋼製風雨密

蓋に対する特別規定 
-1. 倉口梁については，次の(1)から(7)によること。 
(1) 倉口梁を支える受材は，支面の幅が 75 mm 以上を有

する堅固な構造のものとし，倉口梁の有効な取付け

と保持のための装置を備えなければならない。 
(2) 受材を取り付ける箇所の倉口縁材は，防撓材その他

適当な方法により補強しなければならない。なお，こ

の防撓材は，甲板まで達しさせなければならない。 
(3) スライド式の倉口梁には，倉口を閉鎖した際に，倉口

梁を所定の位置に定着させるための装置を設けなけ

ればならない。 
(4) 倉口梁の深さ及び面材の幅は，倉口梁の横安定性を

考慮して適当なものとしなければならない。倉口梁

の両端における深さは，中央の深さの
ଵ
ଶ.ହ
と150 mmの

うちの大きいもの以上でなければならない。 
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(5) 倉口梁の上部に付ける面材は，倉口梁の両端に達し

させなければならない。倉口梁を構成する桁板は，そ

の両端では端から180 mm以上の間，少なくとも中央

における桁板の厚さの 2 倍の厚さとするか，又は二

重張りを施さなければならない。 
(6) 倉口梁は，その上に乗らないでもスリングの掛外し

ができる構造でなければならない。 
(7) 倉口梁には，その所属する甲板および倉口並びに倉

口における位置を明らかにする標示をしなければな

らない。 
(8) 断面形状が変化する鋼製倉口蓋の倉口梁の寸法は，

次の算式による値以上としなければならない。 
倉口梁の中央におけるネット断面係数（cm3） 
𝑍௧ ൌ 𝑍௧_௦ 
𝑍௧ ൌ 𝑘ଵ𝑍௧_௦ 

倉口梁の中央におけるネット断面二次モーメント

（cm4） 
𝐼௧ ൌ 𝐼௧_௦ 
𝐼௧ ൌ 𝑘ଶ𝐼௧_௦ 

𝑍௧_௦： 19.2.5-4.(1)の規定を満足するネット

断面係数（cm3） 
𝐼௧_௦： 19.2.5-4.(1)の規定を満足するネット断面二

次モーメント（cm4） 
S： 考慮している倉口梁の心距（m） 
l： 考慮している倉口梁の長さ（m） 
b： 鋼製蓋板の幅（m） 
k1及び k2：係数で，表CS19.7の算式による値 

 

(5) 倉口梁の上部に付ける面材は，倉口梁の両端に達し

させなければならない。倉口梁を構成する桁板は，そ

の両端では端から180 mm以上の間，少なくとも中央

における桁板の厚さの 2 倍の厚さとするか，又は二

重張りを施さなければならない。 
(6) 倉口梁は，その上に乗らないでもスリングの掛外し

ができる構造でなければならない。 
(7) 倉口梁には，その所属する甲板および倉口並びに倉

口における位置を明らかにする標示をしなければな

らない。 
（新規） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新規） 
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表CS19.7 係数 k1及び k2 

𝑘ଵ 1 
3.2𝛼 െ 𝛾 െ 0.8

7𝛾  0.4  ただし，𝑘ଵが1.0未満の場合は1.0とみなす 

𝛼 ൌ
ℓଵ
ℓ ，𝛽 ൌ

𝐼ଵ
𝐼
，𝛾 ൌ

𝑍ଵ
𝑍

 𝑘ଶ 1  8𝛼ଷ
1 െ 𝛽

0.2  3ඥ𝛽
 

ℓ： 倉口梁の全長（m） 

ℓଵ： 倉口梁の平行部の端部とハッチビームの端部との間の長さ（m） 

𝐼： 中央における倉口梁の断面二次モーメント（cm4） 

𝐼ଵ： 両端における倉口梁の断面二次モーメント（cm4） 

𝑍： 中央における倉口梁の断面係数（cm3） 

𝑍ଵ： 両端における倉口梁の断面係数（cm3） 

 

 
 

 

（新規） 

19.2.9 倉口縁材の構造及び強度基準 
（略） 
-2. 倉口縁材の寸法は，以下の各規定による。 
(1) 倉口縁材の板部材のネット板厚𝑡,௧は，次の(a)

又は(b)の算式により定まる値以上としなければなら

ない。 

(a) タイプ1船舶の場合 

19.2.9 倉口縁材の構造及び強度基準 
（略） 
-2. 倉口縁材の寸法は，以下の各規定による。 
(1) 倉口縁材の板部材のネット板厚𝑡,௧は，次の算

式により定まる値以上としなければならない。 

𝑡,௧ ൌ 14.2 𝑆 ට
 ಹ

ఙೌ,ೌ
（mm），ただし，6  ᇱ

ଵ

（mm）未満としてはならない。 

 
 

 
(1),(2): UR S21 5.1 
(3): UR S21 5.1 
(4): UR S21 3.6.1 
(5): UR S21 5.3.1 

 

ℓ 

ℓଵ 
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𝑡,௧ ൌ 0.0142𝑠ට ಲ
.ଽହఙೊ

（mm），ただし，6  ᇱ
ଵ

（mm）未満としてはならない。 
𝑠： 防撓材の心距（mm） 
𝑃：設計波浪荷重で，19.2.4(2)の規定による。 

𝜎： 使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

𝐿ᇱ：船の長さ𝐿ଵ（m） 
(b) タイプ2船舶の場合 

𝑡,௧ ൌ 0.016𝑠ඨ
𝑃

0.95𝜎
（mm）， 

ただし，9.5 𝑚𝑚未満としてはならない。 

𝑃： 設計波浪荷重で，19.2.4(5)の規定による。 
𝑠及び𝜎：前(a)の規定による。 

(2) タイプ 1 船舶において，倉口縁材付防撓材が両端ス

ニップの場合，防撓材端部位置での倉口縁材のグロ

ス板厚𝑡,௦௦は，次の算式により求まる値以上と

しなければならない。 

𝑡,௦௦ ൌ 19.6ඨ
𝑃𝑠ሺℓ െ 0.0005𝑠ሻ

1000𝜎
（mm） 

ℓ：防撓材の支点間距離（m） 
𝑠，𝑃及び𝜎：前(1)の規定による。 

(3) 倉口縁材付防撓材のネット断面係数𝑍௧及びネット

断面積𝐴௧は，次の算式により求まる値以上としな

ければならない。 

 

𝑆：二次防撓材の心距（m） 
𝑃ு：設計波浪荷重で，19.2.4(2)の規定による。 
𝜎, ൌ 0.95𝜎ி 

𝜎ி：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

𝐿ᇱ：船の長さ𝐿ଵ（m） 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 倉口縁材付二次防撓材が両端スニップの場合，二次

防撓材端部位置での倉口縁材のグロス板厚

𝑡,௦௦は，次の算式により求まる値以上としなけ

ればならない。 

𝑡,௦௦ ൌ 19.6ටಹௌሺି.ହௌሻ
ఙಷ

（mm） 

l：二次防撓材の支点間距離（m） 
S，𝑃ு及び𝜎ி：前(1)の規定による。 

(3) 倉口縁材付二次防撓材のネット断面係数𝑍௧及びネ

ット断面積𝐴௧は，次の算式により求まる値以上と

しなければならない。ただし，倉口縁材の両端でスニ

ップとなる二次防撓材のネット断面係数及びネット

断面積については，それぞれ次の算式により求まる
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(a) タイプ1船舶の場合 

𝑍௧ ൌ
𝑃𝑠𝑙ଶ

𝑓𝜎
（cm3） 

𝐴௧ ൌ
𝑃𝑠ℓ
𝜎

10ିଶ（cm2） 

𝑠，ℓ，𝑃及び𝜎：前(2)の規定による。 
𝑓：防撓材の端部の支持条件に関する係数で，次によ

る。 
両端固定：12 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

8 
倉口縁材の両端でスニップとなる防撓材のネット断

面積については，算式により求まる値の 1.35 倍以上

の値としなければならない。 
(b) タイプ2船舶の場合 

𝑍௧ ൌ 1.21
𝑃𝑠𝑙ଶ

𝑓𝑐𝜎
（cm3） 

𝑓： 防撓材の端部の支持条件に関する係数で，次

による。 
両端固定：16 
両端単純支持又は一端は固定，他端は単純支持：

12 
𝑐： 防撓材の塑性断面係数を弾性断面係数で除

した値。ただし，各断面係数の算定にあたっては，付

き板の幅は，40𝑡,௧（mm）としなければならな

い。各断面係数を算定しない場合は，1.16として差し

支えない。 

値の1.35倍以上の値としなければならない。 

 

𝑍௧ ൌ
଼ଷ ௌమ ಹ

 ఙಷ
（cm3） 

𝐴௧ ൌ
ଵ ௌ ಹ

 ఙಷ
（cm2） 

S，l，𝑃ு及び𝜎ி：前(2)の規定による。 
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𝑠，ℓ及び𝜎： 前(2)の規定による。 
𝑃： 設計波浪荷重で，19.2.4(5)の規定による。 

(4) 倉口縁材は，本会が適当と認める方法により座屈強

度を検討しなければならない。 
(5) 倉口縁材ステイのネット寸法は，次の(a)から(c)の規

定による。なお，倉口縁材ステイは，伝達される荷重

及び 19.2.5-1.に規定する許容応力に対して設計され

なければならない。 
(a) 単純梁とみなせる倉口縁材ステイ（図CS19. 6 の

例 1 及び例 2 参照）については，ステイ基部に

おける倉口縁材ステイのネット断面係数 Znet 及

びウェブのネット板厚𝑡௪,௧は，次の算式により

定まる値以上としなければならない。 

𝑍௧ ൌ
𝐻ଶ𝑠𝑃
1.9𝜎

（cm
3
） 

𝑡௪,௧ ൌ
2𝐻𝑠𝑃
𝜎ℎ

（mm） 

𝐻：ステイの高さ（m） 
ℎ ：ステイの深さ（mm） 
𝑠 ：ステイの心距（mm） 

𝜎： 前(1)による。 

𝑃： 設計波浪荷重で，次による。 
タイプ1船舶：19.2.4(2)に規定するPA 
タイプ2船舶：19.2.4(5)に規定する𝑃 

(b) 前(a)以外の構造の倉口縁材ステイ（図CS19.6 の

例3参照）は，原則として有限要素法解析により

応力を求めなければならない。なお，ステイの応

力は19.2.5-1.の基準を満足すること。 

 
 

(4) 倉口縁材は，本会が適当と認める方法により座屈強

度を検討しなければならない。 
(5) 倉口縁材ステイのネット寸法は，次の(a)から(c)の規

定による。 
 

 
(a) 単純梁とみなせる倉口縁材ステイ（図CS19.8 の

例 1 及び例 2 参照）については，ステイ基部に

おける倉口縁材ステイのネット断面係数 Znet 及

びウェブのネット板厚𝑡௪,௧は，次の算式により

定まる値以上としなければならない。 

𝑍௧ ൌ
ହଶு

మௌಹ
ఙಷ

（cm3） 

𝑡௪,௧ ൌ
ଶுௌಹ
ఙಷ 

（mm） 

𝐻：ステイの高さ（m） 
ℎ ：ステイの深さ（m） 
𝑆 ：ステイの心距（m） 
𝜎ி及び𝑃ு：前(1)による。 

 
 
 
 

(b) 前(a)以外の構造の倉口縁材ステイ（図CS19.8 の

例3参照）は，原則として骨組構造解析または有

限要素法解析により応力を求めなければならな

い。なお，ステイの応力は19.2.5-1.の基準を満足
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(c) 倉口縁材ステイのネット断面係数の算定にあた

っては，当該ステイが甲板に完全溶け込み溶接

されており甲板下構造が応力を適切に伝達でき

るようになっている場合に限り，面材の面積を

考慮して差し支えない。 
 

すること。 
(c) 倉口縁材ステイのネット断面係数の算定にあた

っては，当該ステイが甲板に完全溶け込み溶接

されており甲板下構造が応力を適切に伝達でき

るようになっている場合に限り，面材の面積を

考慮して差し支えない。 

図CS19.86 倉口縁材ステイの例 

                   
  例1                            例2                            例3 

 

-4. 縁材は，前-3.の水平防撓材から甲板に達する堅固な肘

板又は支柱を約 3 m の間隔で設けて支持しなければならな

い。 
-5. 倉口縁材を甲板梁の下端まで連続したものとするか

又は倉口側部縦桁を甲板梁の下端まで連続したものとしなけ

ればならない（図CS19.7参照）。甲板梁の下端まで連続した

倉口縁材及び倉口側部縦桁の上下縁は，フランジ構造とする

か，面材又は半丸鋼を設けて防撓しなければならない。ただ

し，本会が特に認めた場合はこの限りではない。 
-6. 小さい倉口の縁材の構造及び寸法については，前-1.か

ら-5.の規定を適当に参酌して差し支えない。 
-7. 倉口縁材及び倉口縁材ステイは，次の詳細要件を満足

-4. 縁材は，前-3.の水平防撓材から甲板に達する堅固な肘

板又は支柱を約 3 m の間隔で設けて支持しなければならな

い。 
-5. 倉口縁材を甲板梁の下端まで連続したものとするか

又は倉口側部縦桁を甲板梁の下端まで連続したものとしなけ

ればならない（図CS19.9参照）。甲板梁の下端まで連続した

倉口縁材及び倉口側部縦桁の上下縁は，フランジ構造とする

か，面材又は半丸鋼を設けて防撓しなければならない。ただ

し，本会が特に認めた場合はこの限りではない。 
-6. 小さい倉口の縁材の構造及び寸法については，前-1.か

ら-5.の規定を適当に参酌して差し支えない。 
-7. 倉口縁材及び倉口縁材ステイは，次の詳細要件を満足
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しなければならない。 
（略） 

しなければならない。 
（略） 

 
 

 

図CS19.97 倉口縁材の配置例 
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19.2.10 閉鎖装置* 
-1. 締付装置 
(1) 倉口蓋と倉口縁材の締付装置及び倉口蓋の継手部は

風雨密でなければならない。 
(2) ガスケットと締付装置により風雨密を確保する方法

は，次の(a)から(f)による。風雨密倉口蓋の風密確保の

方法は，本会が適当と認めるところによる。なお，こ

の配置は，いかなる海面状態でも風雨密を確保する

ことができるものでなければならない。 
(a) 倉口蓋及びその上の荷重は，船体構造へ伝達す

るように設計する。 
(b) 倉口蓋と船体構造間及び各倉口蓋の継手部に取

り付けられるガスケット及び圧縮材は，次によ

る。 
i) 圧縮材は，耐蝕材料であり，ガスケットとの

接触面に十分な丸みを有するもの。 
ii) ガスケットの材質は，十分圧縮性があり，貨

物の種類に適合するもので，船舶に生じる全

ての環境条件に対して適当なもの。 
iii) ガスケットは，連続したものを倉口蓋側に取

り付け，その形状は，倉口蓋の形式，締付装

置の形式及び倉口蓋と船体構造との相対変

動を考慮して決定する。 
iv) ガスケットの仕様又は等級は，図面に記載し

なければならない。 

19.2.10 閉鎖装置 
-1. 締付装置 
(1) 倉口蓋と倉口縁材の締付装置及び倉口蓋の継手部は

風雨密でなければならない。 
(2) ガスケットと締付装置により風雨密を確保する方法

は，次の(a)から(f)による。風雨密倉口蓋の風密確保の

方法は，本会が適当と認めるところによる。なお，こ

の配置は，いかなる海面状態でも風雨密を確保する

ことができるものでなければならない。 
(a) 倉口蓋及びその上の荷重は，鋼構造のみによっ

て船体構造へ伝達するように設計する。 
(b) 倉口蓋と船体構造間及び各倉口蓋の継手部に取

り付けられるガスケット及び圧縮材は，次によ

る。 
i) 圧縮材は，耐蝕材料であり，ガスケットとの

接触面に十分な丸みを有するもの。 
ii) ガスケットの材質は，十分圧縮性があり，貨

物の種類に適合するもので，船舶に生じる全

ての環境条件に対して適当なもの。 
iii) ガスケットは，連続したものを倉口蓋側に取

り付け，その形状は，倉口蓋の形式，締付装

置の形式及び倉口蓋と船体構造との相対変

動を考慮して決定する。 
（新規） 

UR S21 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（新規） 
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(c) 次の i)からv)を満足する締付装置を，倉口蓋材，

甲板又は倉口蓋に設ける。 
i) 締付装置の配置及び間隔は，倉口蓋の端部材

の剛性，形式及び寸法を考慮して，有効に風

雨密性を確保するよう決定する。 
 
 
ii) 鋼製倉口蓋の端部桁部材の断面二次モーメ

ントは，次の算式による値以上とする。 
𝐼 ൌ 6𝑝𝑎ସ（cm4） 
𝑎： 鋼製倉口蓋に設置される締付装置

のうち隣接する締付装置間距離（m） 
ただし2 m以上とすること。 
𝑝： ガスケットに作用する線圧力

（N/mm）。ただし，5 N/mm 未満の場合は 5 
N/mmとする。 

iii) 締付装置に用いるボルト又はロッドのグロ

ス断面積は，次の算式による値以上とする。

なお，倉口面積が 5 m2 を超える場合には，

ボルト又はロッドの径は 19 mm 以上とする

こと。 
𝐴 ൌ 0.28𝑎𝑝/𝑓（cm2） 

 
 
 
 
 
 
 

𝑓：次の算式による値 

(c) 次の i)からv)を満足する締付装置を，倉口蓋材，

甲板又は倉口蓋に設ける。 
i) 締付装置の配置及び間隔は，倉口蓋の端部材

の剛性，形式及び寸法を考慮して，有効に風

雨密性を確保するよう決定する。ただし，締

付装置の間隔は，倉口蓋の隅部で0.5 m，そ

の他では1.0 m以下を標準とすること。 
（新規） 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) 締付装置に用いるボルト又はロッドのグロ

ス断面積は，次の算式による値以上とする。

なお，倉口面積が 5 m2 を超える場合には，

ボルト又はロッドの径は 19 mm 以上とする

こと。 
𝐴 ൌ 0.28𝑎ത𝑝/𝑓（cm2） 
𝑎ത：当該締付装置の両側に隣接する締付装置

間距離の半分の距離（m）（図CS19.3参
照） 

𝑝：ガスケットに作用する線圧力（N/mm）。

ただし，5 N/mm未満の場合は5 N/mmと

する。 
𝑓：次の算式による値 

UR S21 6.1.4 
 
 
 
 
 
 
 

（新規） 
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𝑓 ൌ ሺ𝜎 235⁄ ሻ 

𝜎 ：用いる鋼材の規格最小降伏応力

（N/mm2）。ただし，引張強さの70%以

下の値とすること。 
𝑒：𝜎の値に応じて定まる係数で，次による。 
𝜎  235N/mm2の場合: 1.0 

𝜎  235N/mm2の場合: 0.75 

𝑎及び𝑝：前(ii)による。 
iv) 1つの倉口蓋に設けられる各締付装置は，ほ

ぼ同一の剛性を持つものとする。 
v) 締付装置としてロッドクリートを用いる場

合は，弾力性を有するワッシャ又はクッショ

ンを組み入れる。 
vi) 油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった

場合でも，機械的に締付け状態を保持できる

ものである。 

𝑓 ൌ ሺ𝜎ி 235⁄ ሻ 

𝜎ி ：用いる鋼材の降伏応力の規格値

（N/mm2）。ただし，引張強さの70%以

下の値とすること。 
𝑒：𝜎ிの値に応じて定まる係数で，次による。 

𝜎ி  235N/mm2の場合: 1.0 

𝜎ி  235N/mm2の場合: 0.75 
 

iii) 1つの倉口蓋に設けられる各締付装置は，ほ

ぼ同一の剛性を持つものとする。 
iv) 締付装置としてロッドクリートを用いる場

合は，弾力性を有するワッシャ又はクッショ

ンを組み入れる。 
v) 油圧式締付装置は，油圧系統に異常があった

場合でも，機械的に締付け状態を保持できる

ものである。 
(d) 次に示す方法等により，排水を行えるようにす

る。 
i) ガスケットの船内側には，ガッタバーを設け

るか，又は倉口縁材を上方向に延長させるな

どして，これらと圧縮材との間の排水を容易

にできるようにする。ただし，コンテナ運搬

船においては，船主の申し出があり，かつ，

本会が適当と認める場合にはこの規定を斟

酌することができる。 
ii) 排水口には，逆止弁を設けるか，又は同等の

方法により外部からの水の流入を防げる構

造にする。ただし，この目的のために排水口

に消火ホースを接続しないこと。 

(d) 次に示す方法等により，排水を行えるようにす

る。 
i) ガスケットの船内側には，ガッタバーを設け

るか，又は倉口縁材を上方向に延長させるな

どして，これらと圧縮材との間の排水を容易

にできるようにする。ただし，コンテナ運搬

船においては，船主の申し出があり，かつ，

本会が適当と認める場合にはこの規定を斟

酌することができる。 
ii) 排水口には，逆止弁を設けるか，又は同等の

方法により外部からの水の流入を防げる構

造にする。 
 

(d)(i),(ii),(iv): UR S21 
5.4.5 

(d)(iii): Rec.No14 
3.2.2 

(f): UR S21 6.1.4 
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iii) 倉口蓋相互間の継手部には，ガスケットの上

部の排水溝の他に，ガスケットの下部にも排

水溝を設ける。 
iv) 倉口蓋と船体構造間が連続メタルタッチ構

造の場合には，メタルタッチ構造とガスケッ

トの間に排水設備を設ける。 
v) 倉口縁材の排水口は，応力が集中する箇所

（倉口コーナー及びクレーン支柱への移行

部など）から十分な距離をおいて配置する。 
(e) 鋼製風雨密蓋を設ける船舶には，次の i)からv)に

示す事項を記載した倉口蓋の操作と保守に関す

る手引き書を備えることを推奨する。 
i) 開閉の方法 
ii) ガスケット，締付装置及び操作装置の保守方

法 
iii) 排水設備の清掃方法 
iv) 腐食の防止方法 
v) 予備品表 

(f) 曲げ応力及びせん断応力について十分な強度を

有する特別な設計を行う締付装置については，

次の-2.に規定する倉口蓋の浮き上がり防止のた

めの締付装置としても考慮して差し支えない。

その際，ガスケットに作用する線圧力𝒒を指定

し，荷重として𝒒に固定装置間の間隔𝒂(m)を乗じ

たものを適用する。  

iii) 倉口蓋相互間の継手部には，ガスケットの上

部の排水溝の他に，ガスケットの下部にも排

水溝を設ける。 
iv) 倉口蓋と船体構造間が連続メタルタッチ構

造の場合には，メタルタッチ構造とガスケッ

トの間に排水設備を設ける。 
 
 
 

(e) 鋼製風雨密蓋を設ける船舶には，次の i)からv)に
示す事項を記載した倉口蓋の操作と保守に関す

る手引き書を備えることを推奨する。 
i) 開閉の方法 
ii) ガスケット，締付装置及び操作装置の保守方

法 
iii) 排水設備の清掃方法 
iv) 腐食の防止方法 
v) 予備品表 

(f) 曲げ応力及びせん断応力について十分な強度を

有する特別な設計を行う締付装置については，

次の-2.に規定する倉口蓋の浮き上がり防止のた

めの締付装置としても考慮して差し支えない。 
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-2. 倉口蓋の上に貨物を積載する場合には，船体運動の加

速度により倉口蓋に発生する垂直方向の力に対して，倉口蓋

の浮き上がり防止のための締付装置を設けなければならな

い。締付装置を設計する場合，通常想定される非対称な荷重

が作用した時の締付装置の等価応力𝜎ா（N/mm2）が次の算式

による値を超えてはならない（図CS19.8参照）。ただし，本

会が適当と認める場合には，浮き上がりを防止するための締

付装置を省略することができる。 

𝜎ா ൌ
150
𝑘

 

𝑘：次の算式による値 

𝑘 ൌ ቆ
235
𝜎

ቇ


 

𝜎：使用材料の規格最小降伏応力（N/mm2） 

𝑒：次による値 
𝜎  235の場合：0.75 

𝜎  235の場合：1.00 
 

-2. 倉口蓋の上に貨物を積載する場合には，船体運動の加

速度により倉口蓋に発生する垂直方向の力に対して，倉口蓋

の浮き上がり防止のための締付装置を設けなければならな

い。締付装置を設計する場合，通常想定される非対称な荷重

が作用した時の締付装置の等価応力𝜎ா（N/mm2）が次の算式

による値を超えてはならない（図CS19.10参照）。ただし，

本会が適当と認める場合には，浮き上がりを防止するための

締付装置を省略することができる。 

𝜎ா ൌ
150
𝑘

 

𝑘：次の算式による値 

𝑘 ൌ ቆ
235
𝜎ி

ቇ


 

𝜎ி：使用材料の降伏点又は耐力（N/mm2） 

𝑒：次による値 
𝜎ி  235の場合：0.75 

𝜎ி  235の場合：1.00 
 

UR S21 6.1.5 
 

図CS19.108 倉口蓋に発生する垂直方向の力 

 

 

垂直方向の力 
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19.2.11 倉口蓋の支持部材，移動防止用装置及び支持構造 
-1. 19.2 が適用となる倉口蓋の支持部材，移動防止用装

置及び支持構造は，次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) 移動防止用の締付装置を設ける場合，締付装置の設

計は次の算式による水平方向の力𝐹を考慮しなけれ

ばならない。なお，縦方向の加速度𝑎及び横方向の

加速度𝑎を同時に考慮する必要は無い。 
𝐹 ൌ 𝑚𝑎 
𝑚： 倉口蓋及び倉口蓋上に積載される貨物の質量の

合計 
𝑎 ： 加速度で，次の算式による値。 

縦方向の場合：𝑎 ൌ 0.2𝑔 
横方向の場合：𝑎 ൌ 0.5𝑔 

(2) 移動防止用装置の寸法を定める場合の設計荷重は，

19.2.4(2)及び前(1)の規定による値のうち大きい方の

値を考慮しなければならない。また，移動防止用装置

の応力は 19.2.5-1.(1)の基準を満足しなければならな

い。 
(3) 倉口蓋の支持部材の詳細は次の(a)から(g)による。 

(a) 倉口蓋の支持部材に作用する公称表面圧力

（N/mm2）が次の算式により求まる値を超えては

ならない。 
𝑃 ௫ ൌ 𝑑𝑃： 一般 

𝑃 ௫ ൌ 3𝑃： 相対変位のないメタルタッチ構造

の場合 
𝑑 ： 次の算式により求まる値。ただし，3を超え

る場合は3とする。また，積付状態により，

次の値以上とする。 

19.2.11 倉口蓋の支持部材，移動防止用装置及び支持構造 
19.2 が適用となる倉口蓋の支持部材，移動防止用装置及び

支持構造は，次の(1)から(3)によらなければならない。 
(1) 移動防止用の締付装置を設ける場合，締付装置の設

計は次の算式による水平方向の力𝐹を考慮しなけれ

ばならない。なお，縦方向の加速度𝑎及び横方向の

加速度𝑎を同時に考慮する必要は無い。 
𝐹 ൌ 𝑚𝑎 
𝑚： 倉口蓋及び倉口蓋上に積載される貨物の質量の

合計 
𝑎 ： 加速度で，次の算式による値。 

縦方向の場合：𝑎 ൌ 0.2𝑔 
横方向の場合：𝑎 ൌ 0.5𝑔 

(2) 移動防止用装置の寸法を定める場合の設計荷重は，

19.2.4(2)及び前(1)の規定による値のうち大きい方の

値を考慮しなければならない。また，移動防止用装置

の応力は 19.2.5-1.(1)の基準を満足しなければならな

い。 
(3) 倉口蓋の支持部材の詳細は次の(a)から(g)による。 

(a) 倉口蓋の支持部材に作用する公称表面圧力

（N/mm2）が次の算式により求まる値を超えては

ならない。 
𝑝 ୫ୟ୶ ൌ 𝑑𝑝：一般 

𝑝 ୫ୟ୶ ൌ 3𝑝：相対変位の無いメタルタッチ構造

の場合 
𝑑 ： 次の算式により求まる値。ただし，

3を超える場合は3とする。また，積付状態

により，次の値以上とする。 

UR S21 6.2 
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𝑑 ൌ 3.75 െ 0.015𝐿ଵ 
𝑑୫୧୬ ൌ 1.0：一般 
𝑑୫୧୬ ൌ 2.0：部分積付状態の場合 

𝐿ଵ： 構造用喫水 dS における船首材の前

面から，舵頭材の中心までの距離（m）をい

う。ただし，L1 は，構造用喫水 dS における

全長の 96%以上としなければならないが，

97%を超える必要はない。舵頭材のない船舶

（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）に

あっては，L1 は，構造用喫水 dS における全

長（m）の97%としなければならない。 
dS：構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強

度要求寸法を算定するものであって，満載積

付状態における喫水とする。構造用喫水 dS

は，指定乾舷に対応する喫水以上としなけれ

ばならない。 
𝑃：表CS19.8による値 

 

𝑑 ൌ 3.75 െ 0.015𝐿ଵ 
𝑑୫୧୬ ൌ 1.0：一般 
𝑑୫୧୬ ൌ 2.0：部分積付状態の場合 

 
𝐿ଵ： 構造用喫水 dS における船首材の前

面から，舵頭材の中心までの距離（m）をい

う。ただし，L1 は，構造用喫水 dS における

全長の 96%以上としなければならないが，

97%を超える必要はない。舵頭材のない船舶

（例えば，旋回式推進装置を備える船舶）に

あっては，L1 は，構造用喫水 dS における全

長（m）の97%としなければならない。 
dS：構造用喫水（m）で，この喫水にて船体の強

度要求寸法を算定するものであって，満載積

付状態における喫水とする。構造用喫水 dS

は，指定乾舷に対応する喫水以上としなけれ

ばならない。 
𝑝：表CS19.10による値 

表CS19.108許容公称表面圧力𝑝𝑃 

材料 
𝑝𝑃 

上下方向 水平方向 

船体用圧延鋼材 25 40 

硬化鋼材 35 50 

低摩擦材料 50 - 
 

UR S21 6.2.2 Tab.7 
 

(b) 倉口蓋の支持部材表面において大きな相対変位

が予想される場合，磨耗が少なく摩擦に強い材

料を使用すること。 
(c) 倉口蓋支持部材の図面を提出すること。図面に

(b) 倉口蓋の支持部材表面において大きな相対変位

が予想される場合，磨耗が少なく摩擦に強い材

料を使用すること。 
(c) 倉口蓋支持部材の図面を提出すること。図面に

UR S21 6.2 
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は，倉口蓋支持部材の材料を製造するメーカ作

成の許容最大圧力に関するデータを含めるこ

と。 
(d) 倉口蓋支持部材の材料を製造するメーカが，静

的荷重及び動的荷重による最大応力に対して材

料が十分な強度を有することを確認した場合，

前(a)に規定する𝑃 ௫を軽減して差し支えな

い。なお，計算に用いる垂直荷重及び倉口蓋と支

持部材の水平方向の相対運動による応力の長期

分布は，本会の適当と認めるものとしなければ

ならない。 
(e) 移動防止用装置の配置に関わらず，支持部材は

次の算式により定まる水平方向の力𝑃を縦方向

及び横方向に伝達することができるものとしな

ければならない。 

𝑃 ൌ 𝜇
𝑃
√𝑑

 

𝑃：当該部材に作用する上下方向の支持力 

𝜇 ：摩擦係数で，通常0.5とする。ただし，非

金属又は低摩擦材料を使用する場合の摩擦

係数は，本会が適当と認める値として差し支

えない。ただし，いかなる場合も 0.35 未満

としてはならない。 
(f) 支持部材の応力は，19.2.5-1.(1)の基準を満足しな

ければならない。 
(g) 水平方向の力𝑃が作用する支持部材の二次部材

及び隣接する構造については，疲労強度に対し

は，倉口蓋支持部材の材料を製造するメーカ作

成の許容最大圧力に関するデータを含めるこ

と。 
(d) 倉口蓋支持部材の材料を製造するメーカが，静

的荷重及び動的荷重による最大応力に対して材

料が十分な強度を有することを確認した場合，

前(a)に規定する𝑝 ୫ୟ୶を軽減して差し支えな

い。なお，計算に用いる垂直荷重及び倉口蓋と支

持部材の水平方向の相対運動による応力の長期

分布は，本会の適当と認めるものとしなければ

ならない。 
(e) 移動防止用装置の配置に関わらず，支持部材は

次の算式により定まる水平方向の力𝑝を縦方向

及び横方向に伝達することができるものとしな

ければならない。 

𝑝 ൌ 𝜇
𝑝௩
√𝑑

 

𝑝௩：当該部材に作用する上下方向の支持力 

𝜇 ：摩擦係数で，通常0.5とする。ただし，非

金属又は低摩擦材料を使用する場合の摩擦

係数は，本会が適当と認める値として差し支

えない。ただし，いかなる場合も 0.35 未満

としてはならない。 
(f) 支持部材の応力は，19.2.5-1.(1)の基準を満足しな

ければならない。 
(g) 水平方向の力𝑝が作用する支持部材の二次部材

及び隣接する構造については，疲労強度に対し
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十分な配慮を払わなければならない。 十分な配慮を払わなければならない。 

-2. タイプ2船舶の場合，青波の水平荷重により起こる倉

口蓋の移動を防止する装置を備えなければならない。なお，

当該装置は表 CS19.9 に規定する強度要件に適合しなければ

ならない。 

-2. （新規） （新規） 
UR S21 6.2.3 

 
表CS19.9 鋼製風雨密倉口蓋の移動防止装置に関する強度要件 

設計圧力 19.2.4(7)の規定による。 

許容等価応力 移動防止装置及び当該装置の支持部材並びに当該装置の取付け溶接部分（のど厚で計算すること）

において，使用材料の規格最小降伏応力の0.8倍以下とすること。 
 

（新規） 
UR S21 6.2.3 

附  則 
 

1. この規則は，2024年7月1日（以下，「施行日」と

いう。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，

この規則による規定にかかわらず，なお従前の例に

よる。 
* 建造契約とは，最新の IACS Procedural Requirement 

(PR) No.29に定義されたものをいう。 
 

IACS PR No.29 (Rev.0, July 2009) 
 

英文（正） 仮訳 
1. The date of “contract for construction” of a vessel 

is the date on which the contract to build the 
vessel is signed between the prospective owner 
and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all 
the vessels included in the contract are to be 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わ
された日をいう。なお，この契約日及び契
約を交わす全ての船舶の建造番号（船番
等）は，新造船に対し船級登録を申込む者
によって，船級協会に申告されなければな
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declared to the classification society by the party 
applying for the assignment of class to a 
newbuilding. 

らない。 

2. The date of “contract for construction” of a series 
of vessels, including specified optional vessels 
for which the option is ultimately exercised, is the 
date on which the contract to build the series is 
signed between the prospective owner and the 
shipbuilder. 

 For the purpose of this Procedural Requirement, 
vessels built under a single contract for 
construction are considered a “series of vessels” 
if they are built to the same approved plans for 
classification purposes. However, vessels within 
a series may have design alterations from the 
original design provided: 
(1) such alterations do not affect matters related 

to classification, or 
(2) If the alterations are subject to classification 

requirements, these alterations are to 
comply with the classification requirements 
in effect on the date on which the alterations 
are contracted between the prospective 
owner and the shipbuilder or, in the absence 
of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the 
date on which the alterations are submitted 
to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of 
the same series of vessels if the option is 
exercised not later than 1 year after the contract 
to build the series was signed. 

2. オプションの行使権が契約書に明示され
ている場合，オプション行使によるシリー
ズ船の「建造契約日」は，予定所有者と造
船所との間で建造契約のサインが交わさ
れた日をいう。本Procedural Requirementの
適用において，1 つの建造契約書に基づく
船舶が同一の承認図面によって建造され
る場合は，シリーズ船と見なす。しかしな
がら，以下の条件を満たす設計変更にあっ
ては，シリーズ船は原設計から設計変更を
行うことができる。 

 
 

(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさ
ない， 
又は， 

(2) 設計変更が船級規則の対象となる場
合，当該変更が予定所有者と造船所と
の間で契約された日に有効な船級規
則に適合している，又は設計変更の契
約が無い場合は承認のために図面が
船級協会に提出された日に有効な船
級規則に適合している。 

 
 
オプションによる建造予定船は，シリーズ
船の建造契約が結ばれてから1年以内にオ
プションが行使される場合，シリーズ船と
して扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to 
include additional vessels or additional options, 
the date of “contract for construction” for such 
vessels is the date on which the amendment to 
the contract, is signed between the prospective 
owner and the shipbuilder. The amendment to 
the contract is to be considered as a “new 
contract” to which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加の
オプションを含める契約の変更がなされ
た場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。こ
の契約変更は前1.及び2.に対して，「新し
い契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to 
change the ship type, the date of “contract for 
construction” of this modified vessel, or vessels, 
is the date on which revised contract or new 
contract is signed between the Owner, or 
Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更
があった場合，改造された船舶の「建造契
約日」は，予定所有者と造船所との間で契
約変更又は新規契約のサインが交わされ
た日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 

2009. 

備考：  
1. 本PRは，2009年7月1日から適用する。 
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鋼船規則検査要領B 編 船級検査 

B1 通則 

 

B1.3 定義 

B1.3.1 用語 
（略） 
-3. 規則B編1.3.1(6)(b)でいう「本会が別に定める船舶に

おける貨物倉の鋼製倉口蓋及び倉口縁材」とは，次の(1)から

(5)による。 
（略） 
(4) 2012 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われた船舶のす

べての鋼製倉口蓋及び倉口縁材をいう。ただし，B編

1.3.1(13)に定義するばら積貨物船（CSRの付記を有す

る船舶を除く），B編1.3.1(19)に定義するセルフアン

ローダ船及び貨物倉全長に渡り倉内にビルジホッパ

タンク，トップサイドタンク及び二重底を有する一

層甲板船以外のばら積貨物船の鋼製倉口蓋及び倉口

縁材は除く。この場合，切替え板厚（trenewal）は，以下

の算式に定める値とする。ただし，建造時の板厚を特

に増している場合については本会の適当と認める値

とすることができる。 
trenewal = tas-built －tc + 0.5（mm） 

tas-built : 建造時の板厚（mm） 
tc: 表B1.3.1-1.(d)に示す腐食予備厚 
ただし，tcを1.0（mm）としたものについては，trenewal 
= tas-built －tc（mm）として差し支えない。 

B1.3 定義 

B1.3.1 用語 
（略） 
-3. 規則B編1.3.1(6)(b)でいう「本会が別に定める船舶に

おける貨物倉の鋼製倉口蓋及び倉口縁材」とは，次の(1)から

(4)による。 
（略） 
(4) 2012 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われた船舶であ

って，規則C編1編14.6又は規則CS編19.2の適用

を受けるすべての鋼製倉口蓋及び倉口縁材をいう。

この場合，切替え板厚（trenewal）は，以下の算式に定め

る値とする。ただし，建造時の板厚を特に増している

場合については本会の適当と認める値とすることが

できる。 
 

 
 
 

trenewal = tas-built －tc + 0.5（mm） 
tas-built : 建造時の板厚（mm） 
tc: 表B1.3.1-1.(d)に示す腐食予備厚 
ただし，tcを1.0（mm）としたものについては，trenewal 
= tas-built －tc（mm）として差し支えない。 

UR S21 7.2 
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（略） 
(5) 2024年7月1日以降に建造契約が行われた船舶（CSR

の付記を有する船舶を除く）のすべての鋼製倉口蓋

及び倉口縁材をいう。この場合，切替え板厚（trenewal）

は，以下の算式に定める値とする。ただし，建造時の

板厚を特に増している場合については本会の適当と

認める値とすることができる。 
trenewal = tas-built －tc + 0.5（mm） 

tas-built : 建造時の板厚（mm） 
tc: 表B1.3.1-1.(e)に示す腐食予備厚 
ただし，tcを1.0（mm）としたものについては，trenewal 
= tas-built －tc（mm）として差し支えない。 

 

（略） 
（新規） 

 
（新規） 
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表B1.3.1-1.(e) 

タイプ 船種 構造様式 𝑡（mm） 

タイプ1船
舶 

下記以外の船舶 

単板構造の鋼製倉口蓋 2.0 

二重張構造の鋼製倉口蓋 頂板，側板及び底板 1.5 

内部構造部材 1.0 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び縁材に付く防撓材 1.5 

コンテナ運搬船 
自動車運搬船 

鋼製倉口蓋（全般） 1.0 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び縁材に付く防撓材 1.5 

タイプ2船
舶 

鉱石運搬船 
鉱石運搬船兼油タンカー 
セルフアンローダ船 
（B編1.3.1(13)（CSRの付

記を有する船舶を除く）及

び(19)に定義する船舶） 

単板構造の鋼製倉口蓋 2.0 

二重張構造の鋼製倉口蓋 
頂板，側板及び底板 2.0 

内部構造部材 1.5 

倉口縁材，倉口縁材ステイ及び縁材に付く防撓材 1.5 

（備考） 

(1) 非暴露部の倉口蓋及び倉口縁材（倉口縁材ステイ及び縁材に付く防撓材を含む）については，本会が適当と認めるところによる。 

(2) タイプ1船舶及びタイプ2船舶の定義は，C編1編14.6.1.2による。 
 

（新規） 
UR S21 7.1 

 
附  則 

 
1. この達は，2024年7月1日（以下，「施行日」とい

う。）から施行する。 
2. 施行日前に申込みのあった検査については，この

達による規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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鋼船規則検査要領CS 編 小型鋼船の船体構造及び船体艤装 

CS19 倉口，機関室口その他の甲板口 

 

CS19.2 倉口 

（削除） 

CS19.2 倉口 

CS19.2.1 適用 
-1. 規則B編1.3.1(13)に定義するばら積貨物船，規則B編

1.3.1(19)に定義するセルフアンローダ船及びばら積貨物船と

して登録を受けようとする船舶の貨物用その他の倉口の構造

及び閉鎖装置は，船の長さにかかわらず規則CSR-B&T編又

は規則CSR-B編の関連規定によること。 
-2. 前-1.の規定により，規則CSR-B&T編又は規則CSR-

B 編の関連規定を準用する場合にあっては，規則 CSR-B&T
編又は規則CSR-B編の規定中，倉口縁材，倉口縁材ステイ及

びステイに付く防撓材の腐食予備厚は1.5 mmと読替える。 

 
 
（削除） 

CS19.2.4 鋼製倉口蓋，倉口梁及び倉口縁材の設計荷重 
-1. 規則CS 編 19.2.4(1)の規定により垂直波浪荷重PHCを

算出する場合は以下による。 
(1) 位置 I 及び II は，図 CS19.2.4-1.及び-2.によって差し

支えない。 
(2) 乾舷を増した船舶の場合，実際の乾舷甲板に設ける

倉口蓋に働く設計荷重は，船楼甲板で算出される値

として差し支えない。この場合，実際の乾舷甲板より

も 1 層分の標準船楼高さ（1966 年国際満載喫水線条

約第33規則に定めるもの）以上下方にある仮想した

CS19.2.4 鋼製倉口蓋，倉口梁及び倉口縁材の設計荷重 
-1. 規則 CS 編 19.2.4(1)の規定により垂直波浪荷重 PV を

算出する場合は以下による。 
(1) 位置 I 及び II は，図 CS19.2.4-1.及び-2.によって差し

支えない。 
(2) 乾舷を増した船舶の場合，実際の乾舷甲板に設ける

倉口蓋に働く設計荷重は，船楼甲板で算出される値

として差し支えない。この場合，実際の乾舷甲板より

も 1 層分の標準船楼高さ（1966 年国際満載喫水線条

約第33規則に定めるもの）以上下方にある仮想した

UR S21 1.2.2 
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乾舷甲板（以下，「仮想乾舷甲板」という）は，当該

仮想乾舷甲板をもとに計算した形状乾舷の値が，指

定された満載喫水線から当該仮想乾舷甲板までの垂

直距離以下となるように設定しなければならない。 
（略） 

乾舷甲板（以下，「仮想乾舷甲板」という）は，当該

仮想乾舷甲板をもとに計算した形状乾舷の値が，指

定された満載喫水線から当該仮想乾舷甲板までの垂

直距離以下となるように設定しなければならない。 
（略） 

 
 
 
 
 

 
 

（削除） 
CS19.2.5 鋼製倉口蓋及び倉口梁の強度基準 
-1. 直接強度計算により倉口蓋の寸法を決定する場合は，

以下の規定によること。ただし，本項に規定するもの以外に

あっては，規則C編1編8章によること。 
(1) 荷重 

鋼製倉口蓋に加わる設計荷重は，規則CS編19.2.4(1)
に規定する𝑃とする。 

(2) 構造モデル 
(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにする。荷重を受ける防撓材，桁板

については構造モデルに含めること。ただし，座

屈防止用防撓材については省略して差し支えな

い。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネ

ット寸法を用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，

アスペクト比は1:4を超えないこと。桁部材のウ

ェブのパネル分割については，深さ方向に 3 分

割以上とすること。 
(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるもの

とする。なお，パッドの配置と防撓材の配置が異

なる場合には，倉口蓋縁部材もモデル化する。 

（削除） 
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(3) 許容値 
前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定され

る荷重が作用した場合に各構造部材に生じる応力及

び撓みの大きさが，規則CS編19.2.5-1.に定める許容

値を満足するように部材のネット寸法を決定する。 
(4) その他 

(a) 鋼製倉口蓋の頂板は，規則CS編19.2.5-2.の規定

を満足すること。 
(b) 鋼製倉口蓋の二次防撓材は，規則CS編19.2.5-3.

の規定を満足すること。 
(c) 鋼製倉口蓋の各構造部材の座屈強度に関して

は，規則CS編19.2.5-6.の規定を満足すること。 
 

（削除） 
CS19.2.6 上に貨物を積載する場合の倉口蓋に対する追加規

定 
-1. 規則 CS 編 19.2.6-1.にいう「本会が適当と認める直接

強度計算」とは，以下による。ただし，本項に規定するもの

以外にあっては，規則C編1編8章によること。 
(1) 荷重 

(a) 鋼製倉口蓋に加わる荷重については，荷重の種

類及び積付状態により規則 CS 編 19.2.4 の規定

による。ただし，本会が特に必要と認める場合を

除き，荷重の重ね合わせは行わない。 
(b) 荷役専用車両（停泊中フォークリフト等）による

荷重については，船体運動に伴う動的成分を考

慮する必要はない。 
(2) 構造モデル 

(a) 構造の挙動をできるだけ忠実に再現できるよう

な構造モデルにする。荷重を受ける防撓材，桁板

（削除） 
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については構造モデルに含めること。ただし，座

屈防止用防撓材については省略して差し支えな

い。 
(b) モデル化に当たっては，腐食予備厚を除いたネ

ット寸法を用いること。 
(c) パネルの幅は防撓材心距を超えないこと。また，

アスペクト比は1:4を超えないこと。桁部材のウ

ェブのパネル分割については，深さ方向に 3 分

割以上とすること。 
(d) 構造モデルは，パッドにおいて支持されるもの

とする。なお，パッドの配置と防撓材の配置が異

なる場合には，倉口蓋縁部材もモデル化する。 
(3) 許容値 

前(2)に定める構造モデルについて，前(1)で規定され

る荷重が作用した場合に各構造部材に生じる応力及

び撓みの大きさが，規則CS編19.2.5-1.に定める許容

値を満足するように部材のネット寸法を決定する。 
-2. 倉口蓋の上に貨物を積載する場合の詳細は，次の(1)か

ら(4)による。 
(1) 倉口蓋と船体運動の損傷を防止するため，ストッパ

ーは倉口蓋と船体構造間の相対運動を考慮して配置

する。 
(2) 倉口蓋材及び支持構造は，倉口蓋上の荷重に十分耐

える構造とする。 
(3) 各倉口蓋相互の継手部には，倉口蓋上に貨物を積載

する倉口蓋及び貨物を積載しない倉口蓋の上下方向

の過度の相対変位を防止するよう措置を講じる。 
(4) 暴露部及び下層甲板の倉口蓋の上に貨物を積載する

場合，倉口蓋の構造及び寸法については，規則CS 編
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19.2の規定によるほか，次によること。 
(a) 貨物の積付高さ及び積載荷重を承認用提出図面

に明記する。海上コンテナを積載する場合は，海

上コンテナの種類及び積付位置も承認用提出図

面に明記する。 
(b) 海上コンテナの隅金具の下部には，桁板ないし

防撓材を設け適当に補強する。 
(c) 車輌を積載する場合は以下による。 

i) 倉口蓋の頂板の厚さは，直接強度計算又は

CS17.4.5の規定を準用して差し支えない。 
ii) 倉口蓋の二次防撓材の寸法は，直接強度計算

又は CS10.7.1 の規定を準用して差し支えな

い。 

CS19.2.12 コンテナ運搬船の倉口蓋 
-1. 規則 CS 編 19.2.12 の規定を適用する倉口蓋を設備す

る場所における倉口縁材の甲板上面上の高さは， 600mm 以

上とすること。 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS19.2.12 コンテナ運搬船の倉口蓋 
-1. 規則 CS 編 19.2.12 の規定を適用する倉口蓋を設備す

る場所における倉口縁材の甲板上面上の高さは，位置 IIでも

600mm以上とすること。 
（略） 

UR S21 4.2.2 
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附  則 
 

1. この達は，2024年7月1日（以下，「施行日」とい

う。）から施行する。 
2. 施行日前に建造契約*が行われた船舶にあっては，

この達による規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 
* 建造契約とは，最新の IACS Procedural 

Requirement (PR) No.29 に定義されたものをい

う。 
 

IACS PR No.29 (Rev.0, July 2009) 
 

英文（正） 仮訳 
1. The date of “contract for construction” of a vessel 

is the date on which the contract to build the 
vessel is signed between the prospective owner 
and the shipbuilder. This date and the 
construction numbers (i.e. hull numbers) of all 
the vessels included in the contract are to be 
declared to the classification society by the party 
applying for the assignment of class to a 
newbuilding. 

1. 船舶の「建造契約日」とは，予定所有者と
造船所との間で建造契約のサインが交わ
された日をいう。なお，この契約日及び契
約を交わす全ての船舶の建造番号（船番
等）は，新造船に対し船級登録を申込む者
によって，船級協会に申告されなければな
らない。 

2. The date of “contract for construction” of a series 
of vessels, including specified optional vessels 
for which the option is ultimately exercised, is the 
date on which the contract to build the series is 
signed between the prospective owner and the 
shipbuilder. 

 For the purpose of this Procedural Requirement, 
vessels built under a single contract for 
construction are considered a “series of vessels” 
if they are built to the same approved plans for 
classification purposes. However, vessels within 
a series may have design alterations from the 
original design provided: 
(1) such alterations do not affect matters related 

to classification, 
or 

(2) If the alterations are subject to classification 
requirements, these alterations are to 
comply with the classification requirements 
in effect on the date on which the alterations 

2. オプションの行使権が契約書に明示され
ている場合，オプション行使によるシリー
ズ船の「建造契約日」は，予定所有者と造
船所との間で建造契約のサインが交わさ
れた日をいう。本Procedural Requirementの
適用において，1 つの建造契約書に基づく
船舶が同一の承認図面によって建造され
る場合は，シリーズ船と見なす。しかしな
がら，以下の条件を満たす設計変更にあっ
ては，シリーズ船は原設計から設計変更を
行うことができる。 

 
 

(1) 設計変更が船級要件に影響を及ぼさ
ない， 
又は， 

(2) 設計変更が船級規則の対象となる場
合，当該変更が予定所有者と造船所と
の間で契約された日に有効な船級規
則に適合している，又は設計変更の契
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are contracted between the prospective 
owner and the shipbuilder or, in the absence 
of the alteration contract, comply with the 
classification requirements in effect on the 
date on which the alterations are submitted 
to the Society for approval.  

 The optional vessels will be considered part of 
the same series of vessels if the option is 
exercised not later than 1 year after the contract 
to build the series was signed. 

約が無い場合は承認のために図面が
船級協会に提出された日に有効な船
級規則に適合している。 

 
 
 
オプションによる建造予定船は，シリーズ
船の建造契約が結ばれてから1年以内にオ
プションが行使される場合，シリーズ船と
して扱われる。 

3. If a contract for construction is later amended to 
include additional vessels or additional options, 
the date of “contract for construction” for such 
vessels is the date on which the amendment to 
the contract, is signed between the prospective 
owner and the shipbuilder. The amendment to 
the contract is to be considered as a “new 
contract” to which 1. and 2. above apply. 

3. 建造契約の後に追加の建造船又は追加の
オプションを含める契約の変更がなされ
た場合，建造契約日は予定所有者と造船所
との間で契約変更がなされた日をいう。こ
の契約変更は前1.及び2.に対して，「新し
い契約」として扱わなければならない。 

4. If a contract for construction is amended to 
change the ship type, the date of “contract for 
construction” of this modified vessel, or vessels, 
is the date on which revised contract or new 
contract is signed between the Owner, or 
Owners, and the shipbuilder. 

4. 船舶の種類の変更による建造契約の変更
があった場合，改造された船舶の「建造契
約日」は，予定所有者と造船所との間で契
約変更又は新規契約のサインが交わされ
た日をいう。 

Note:  
This Procedural Requirement applies from 1 July 
2009. 

備考：  
1. 本PRは，2009年7月1日から適用する。 

 

 

 


